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＾
菜

き
翌

0
六

-
i

、哭0、~=―-――

笈英―――――――

=100、六一エ

-
‘
~
＝
苔
0
0

哭器^
roe――

四
公
＾
芸
四
0
0

憾
、
三
哭

-
H
、
金
、
一
悉

ぎ――七四

主
、

0

芙
量

芦
‘=-lno

竺
2
―-^エ

――-l、七――=rE-＝――

3-^
交翌

．
堅
、
六
空

翌
唄
戻

l、～菜、―-翌

――――-^
‘滉

-、E!OVII六

.
—
1
0
1
―
-
、
益
0

＝
3-器、001―

=-0、-=-qS-I-

き
柔
、
翌
一

が、忌、――四

-g-七ら―七

-B‘。̂
、^四四四

10,ir-i:1一写

ID、六^
H、柔^

――ぶHO、六莱0

-‘笞一、九00

＝r＿-0-‘―-00 

5-^
笈―――――

{

0

咬
＾
益

W
.
0六
六

‘!OD

塁、――一塁、六^
U

呑
共
、
0
空
0

100、oor

奏、000

＇ 

B

L

g

g

9

姜・
L

8

荏

菩

g
 

,• 

翌七^100 
交六^=̂-祖哭＾^

 
七癸六

〇袋Ô 
空

l
_
-

六
〇roo 

究Ô 
九――-

H
 

芸名翌ま

｀
 

盆100 
loo 

]OD 
â
 

盆盟一七九
l

-

――
 孟

．
 

孟

＾
 

一
l

-

l

 

-
H
,
 

^——• 
益益

臣
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.
 

y
 

し≫f 、i..

（太ヽ
科 科

甜）

一

躇

合

費

二

役

所

費

―
―
一
菩
察
泊
防
費

四

土

木

喪

嚢
育
荻

六
社
合
房
動
施
設
孜

腐
畠
棗

一
八
鵞
貸
贋

目
目ヽ

常
初
予
年
額

-
^
、
売
さ
悶

=-―た、ニェ、写一

1-0四、四110、如四一．

四一、翌'i-―――-l

哭
益
苔
哀

芸
苦
誓
．
一
1
-
H

戻
翌
、
豆

-K‘哭――.l六四

一
般
合
計

癖
歳

．．
 

常
初
予
算
額

歳

昭
和
二
十
六
年
度
予
銘
歳
入
虫
状
況

忙

虚

婆t

、
..1, ．．． 

P

.

J

 

.-
，
 

出
金
七
四
劣
‘
揺
支
出
金
六
四
％
、
市
債
四
一
＿
＿
劣
、
そ
の
他
難
牧
入
一
六
二
％
等
さ
な
っ
て
い

る
。
'

建
敗
費
歳
入
中
，
國
庫
支
出
金
八
八
劣
、
市
依
七
四
劣
，
、
換
地
滞
銘
徴
牧
金
・
一
虫
―
―
-
%
‘
郊
牧

入
二
八
％
及
び
寄
附
金
六
五
％
さ
な
っ
て
お
り
、
一
般
合
計
よ
り
の
繰
入
金
ば
、
出
納
閉
銃
期
H

ま
で
に
収
入
す
ぞ
ふ
に
な
っ
て
い
る
。

．

．

 

以
上
の
収
入
薙
保
に
つ
い
て
は
、

B
夜
揺
命
の
努
力
な
佃
注
し
て
、
二
十
六
年
度
財
政
の
曲
立

な
闘
つ
た
の
で
あ
る
が
、
事
業
認
証
の
低
率
さ
、
市
餃
の
不
ホ
認
等
、
政
府
の
施
策
に
よ
る
止
む
”
,
．

庶
得
な
い
歳
入
欠
陥
た
来

t
し
、
二
十
六
年
度
財
政
迎
替
に
重
大
な
ろ
支
障
な
、
生
す
ろ
結
果
さ

A.

な
っ

t
の
で
む
ろ
a

.

ト
ベ

．．
 

政
府
に
お

g
て
は
、
現
下
の
地
方
自
治
体
財
政
窮
迫
の
安
脩
な
寮
知
亡
ら
れ
、
昭
和
二
十
七
年

度
國
庫
予
算
の
一
部
た
繰
上
充
用
の
上
、
・
・
一
時
磁
資
の
措
閥
な
さ
ろ
等
、
自
治
体
財
政
の
赤
字
補

填
に
出
末
得
る
限
り
の
諮
力
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
市
財
政
の
現
吠
ほ
、
上
泣
の
措
骰

に
よ
つ
て
t

陪
決
は
、
L

難
い
究
愉
で
あ
る
の
で
、
年
度
末
ま
で
の
財
政
追
榜
に
は
•
な
お
、
一
‘

段
の
創
窟
工
夫
な
加
え
、
赤
字
財
政
克
服
の
た
め
、
懸
命
の
努
力
た
似
注
し
で
い
る
次
第
で
わ
．

9

る。

'

晟

終

予

算

汲
終
予
算
額
総
額
に
華

す
る
百
分

比
タ

―

市

稔

苔

1

・

I
。
＾
‘
七
一
工
竺
四
‘
―
-
^
＾
‘
-
K
o
.
E
-
―
-

f
血
3

並
税
見
、
七
3
-
r
1
一
益
空
が
、
＝
男
、
王
六
―
―
―
七

内
[
醤
法
に
よ
ろ
我
牧
入
吾
m
o
六
、
翌
CJ

．
が
四
．
が
l
-
＾
ぶ
器
六

三
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
癸
‘
-
m
、
O
D
O

n

岳

g-さ
届

―

10

.
―
―
一
公
企
粟
及
財
荒
収
入
ー
図
、
翌
一
．
閃
0
‘

吾

I

四
使
用
料
及
手
敷
料
＾
―
-
i
．
き
、
翌
＾
＾
3
-
i
-
さ
き
H

吾
醤
斎
金
．
一
六
l
‘
酋
―
ー
．
g
-
1杏
l
●
覧
。
＃
l
六

六
縣
支
出
金
．
一

1
,究
1
r
哭
四
•
―
―
―
―
―
-
．
六
I
六
‘
。
＾
ユ
ニ

七

寄

附

金

一

I

I

、

四

盆

、

翌

一

ー

入

繰

入

金

3

-

9

匹

‘

羹

呵

笈

‘

-

=

-

I

六

ー

•
今

九

繰

越

金

一

'

-

l

-

‘

七

I

m

-

が

が

一

io雑
牧
入
一
四
｀
六
交
、
全
1
1
.
11

四
、
＾
益
、
＾
益
―
―

二
市
伯
．
h
-
i
＿
-
i
o
o
、
O
O
J

IJ/-1(、七00、O:JO

JO 

．
歳
入
合
計
一
、
C
六
年
、
＾
た
r
、
=
-
七
四
一
、
天
歪
、
―
―
写
嗅
菜
一
l
o
o

＂り
9
9
 入

自
四
月
収
入
額

至
九
月

一者、壁一、Otllil

一
名
一
lu
六、＿匹六

ぎ
忌
．
＾
七
が

器
、
E
夫
、
C
O
3

-六1n――平ー―

一
四
盆
悶
＾
＾
＾

0̂、I主
主

i-――九

'
{
、
醤
、
エ
醤

咲
醤
、
O
J
O

一竺―-h-、一塁

七
、
o
o
o
r
o
a
o

―-l-＝-六品冥え011

最
終
予
算

支
用
額

自
四
月

至
九
月

汲
終
予
算
額
線
額
に
封

す
ろ
百
分

比

，

-
h
-
、
生
。
‘
竺
l
四
一

言
＿
ぶ
き
、
七
姦
一
エ

弓
―
-
m
^
0
品
翌
＾
h
-

＃
四
、
四
沿
、
九
七
四
写

-
l
-
―
-
r
u
-
0
0
、
堵
ー
―
七

―――――-^
えOlli、盤{=-9

．
 

＾
さ
窓
i
、
平
ー
―
立

翌
‘
1
0
^
、
O
c
^
-
―
-

上、さ―‘-=-＝-3

忌
、
七
―
―
唄
呑
―
-
0

命．を茶‘IOI――

-｛、世―r̂

九^

四
0
、
翌
哭
＾
3
H

二
咲
究
四
9
0
九
―
―

一七、0^
ャ、四翌

忌、六
01

｀
hd

―-ld

B

L

g

g

g

息
L

6

岳
．
啓

（
箪
位
Jil)

最
終
予
算
一

額
に
封
す

牧
入
額
収
入
総
額
ろ
牧
入
線

自
十
月

麿

百

分

詈
面

．
 

．
 
一

．

比

翌
0
、
古
l
ュ
、
七
＝
＿
四
器
哭
一
羮
、
七
閉
七
六

蓋
3
、
た
が
、
邑
戻
、
一
盆
、
さ
＾
四

一
九
、
七
翌
、
一
武
が
1
＝
へ
、
た
竺
、
o
=
-
^
―
-
^

亙
、
0
年
I
、
0
0
0
.
!
I
C
~
、
H
―
―
代
0
0
0
益

笠

、

四

翌

窄

た

、

井

ご

免

栞
、
翌
0
、
1
一
孟
四
0
、
0
―
I
D
、
l
六
0
癸

三
羹
、
芦
—
一
益
、
0
1
―
四
‘
誓
芸

l
H
、
0
-
=
0
,
C
空
一
―
―
―
ぇ
―
―
―
-
l
T
-
H
＾
窃

―
―
l
、
七
平
i
-
r
o
o
o
哭
W
Iヽ
0
0
0

l/~ 

I
 
l¥'l/ I四

a

閂
u

・111、上一四、四00
100 

圭
．
九
令
＾
共
四
9
、
l
-
a
^
‘
o
―
―
2

-

六―-＿

交
、
八
0
0
、
0
3
0
生
、
＾
0
0
,
0
0
0
四
=
-

八二、が一交――==l-、一哭‘̂
六-=-a-―――――究

彗
＂
支
揖
額

弓
盃
:J"-K:11――-

号
、
四
一
七
、
iU
究

100、――10,:1、#lわ

10、が姦、が9九

菜
r̂
OI3-―――

一
空
、
翌
一
、
翌
-
i
-

一哭^

I^、空^
――

西、{9-‘̂
-l-̂

占

,＇ 

•
最
終
予
算

額
に
封
す

支
田
総
額
ろ
支
出
総

額
の
百
分

“
比
―
-

―
-
0
、
翌
―
ぶ
塁
＾
九

―
―
―
―
―
四
、
西
一
、
エ
茄
～
1
-

一会、―-̂
0、0四＿―ゎ一

宕
ぇ
―
―
―
が
、
全
＾
天

益
、
＿
頁
、
ゎ
―
-
^
＾
四

＿
盃
、
＝
翌
、
空
蛮
＾
四

柔
．
ま
交
＾
‘
^
九
七
四
＿
―

四0、―ICTil''1H1――七0

ヽ ギ
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太

紺）

荷自固市

轄，定

車、変民

車・
産

目
税我祝殺； ‘

税； -
＊
逍
笠
―
―
九
一
、
0
空
、
E
^
{

紐

替

．
＇
双
ー
0
工
．
益
＾
‘
｛
o
i

給
水
工
事
費
一
四
、
0
堂
、
入
七
9

配
永
管
噌
殴
費
二
、
H
o
o
、
0
0
0

水
逍
事
券
費
一
べ
＾
a
0
、
o
o
o

水

道

復

窃

事

業

安

一

吾、
0
0
0

、o
o
b

第
四
期
ホ
逍
披
張

事

業

費

水
途
応
急
改
良
事
粟
費

災
害
復
芸
革
菜
茂

二

公

債

費

―
―
―
諸
支
出
金

四

予

俯

役

歳
出
合
計

『
.

てヽ

、

ぉ
．`

•9 

科

目

二
給
水
工
事
衣
牧
入

三

雑

牧

入

四
公
企
棠
及
財
産
牧
入

五

繰

入

金

六
図
嵐
支
出
金

七

市

慨

八

繰

越

金

歳
入
合
計

予

算

額

岱
初
予
算
額

さ
―
―
-
、
毎

四
‘
一
目
、
エ
六
六

邑一、六0̂
‘―――――

戻
‘̂a、冥
0

g
、
各
r
=
1
0
六

交
璽
，
塁
一

益一‘――qi

歳

蔀

一
二
、
―
交
房

‘̂ho-r̂
Oエ

―
―
ヽ
七
巻
、
0
0
0

―
―
―
蛤
0
、
0
0
0

局
―
-
＾
0

、ociol
 

n10I‘*。^
‘-==

f

●t
{
 

4
 出

-nr＿窄、四――が

^
‘
六
＾
＾
、
0
益

-
r
^
q
9
、
0
0
0

翌
、
＝
英
0
0
0

^
3
J
O
O
、
o
o
o

―10、q九――.九_-^

去

0
上
、
翌
g
A
1
0

娯

．
 

濶

定

額
最
終
予
算

最
終
予
算
額
総
額
に
封

す
る
百
分

比

戻
‘
^
＾
咬
＾
O
が
加
六

一
委
―
=
＾
^
‘
。
＾
一
四
一

m

-R
3
-
―
―
七
工

=l、ooorooo

1
 

-
＾
‘
羹
‘
8
0

i
 

ェ
、
を
共
、
呆
0
-
―
―

翌
、
0
0
0
、
O
D
O

1M 

一
、
一
塁
、
0
0
0

英
H
-
-
l
-
g
o

ェ
、
心
0
1
‘
六
＾
E

四、^
交、n=l六

一

き
七
、
翌
四
‘
^
1
0

翌
九
、
益
0
、
羮
工

1
-
～
^
、
発
が
、
七
共

た
、
二
六
、
杏
七

9̂

、^四
JZB3

0 = 1 gl=＝六

・-
〇 ニー l
0 4 iU 六 一三四

窒
四
、
0
空
、
ぢ
＿
＿

＝
ミ
活
、
四
究

1
-
＝
―
―
t
-
0
 

咬
癸
、
0
0
0

ID、000、000、

益
、
が
一
七
、
翌
1

翡
＂
支
出
額

芙
ー
―
-
5
1
0
~

翌
、
九
え
、
0
=
-
エ

―-‘六令七、0̂
九

さ
空
、
＾
芸

九
‘
-
＊
g
、
―
q
^

3
0
^
、
0
0
0

l、_-＝-一が、上が0

g
‘
=
-
H
-
i
 

-
r
o
o
o
、
0
0
0

さ
七
r
-
l
_-七

芸
、
平
六
n
-

盆`
―――11'!0!/

収
入
賓
額

岳
、
四
浜
、
0
写
六

―10=l、-l=l七、七匹――

H、
r-

0^、六0七

空
―
―
土
一
二

8

ご
i

g

9

母
4
.
g

ほ

笹

き
R
O
、

--9四-．
 

=-‘。^
哭匹0六＇ 

l、=＝-
-l、七―
-
0

ん、―-^
九、000

忌
、
七
0
0
、
0
0
0

―10、た――ぶ―-^

ll)i‘g^
九、生0-

～、翌＿

n-七
七
q
-

四
、
六
g
-
r
＾
芸
登

I
、
日
、
翌
0

M
O
 

・

~

-
＝
l
．
迄
＾
r
o
o
o
_
-
^

器
、
-
V
D
O
、
0
0
0
g

―
1
0
、
七
竺
、
九
―
-
^
I
O
O

一
姦
、
g
o
9
、
翌
六
空
l

讐
m

支
出
額
支
出
総
額
る
支
出
総

自
十
月

慧

百

分
l

至ーー一月

比

．

10111"炎＝lヽ
1
-
0
エ
ー
ま
、
六
＾
六
g
-
l

衣〕

奇
六
―
-
l
、
0
災
ー
ー
四
、
{
―
1
0
、
0
七
一
が
0

七
．
六
店
、
0
0
1

ID、=＿器、0がD.'I――

璽
、
六
二
七
＝
ぶ
＾
＾
8
0

も

＾
‘
自
、
ゎ
―
―
七
ズ
、
三
、
I
O
H

店

差
、
六
＾
＾
ュ
、
元
ぶ
＾
＾
生

3
-
R
、
9
^
＝
I
D
、
＊
究
、
エ
七
―
―
―
-
＝
-

ー

四

六
J
‘

巻
一
匹
0

二
、
さ
h
l
、
忌
一
四
、
{
―
―
-
r
-
二
1
-
^

夫
goE、
IDI
―
―
七
天
笠
、
六
六
四
ん
＾

竺

ぶ

0

四

窄

、

豆

一

四

IO,¥lr。。^
‘ュ癸・-^

-n-＝
-
9
、
四
彗
尭

三
、
市
税
に
つ
い
て

市
民
各
位
に

It既
に
御
承
知
の
如
く
、
昭
和
二
十
五
年
八
月
の
割
期
的
な
税
制
改
正
に
よ

リ
、
本
市
の
我
源
ば
ヽ
市
民
我
及
び
固
定
安
荒
我
の
二
大
税
目
に
分
割
さ
れ
、
こ
れ
が
財
政
淫

管
の
根
本
的
要
素
さ
な
っ
た
次
第
で
あ
ろ
0

し
か
し
な
が
ら
過
去
一
ケ
年
余
に
亘
る
こ
れ
ら
市

魯
拉
の
朕
況
を
見
る
＄
J

従
来
、
市
民
各
位
に
弼
す
る
市
民
税
ば
、
極
端
に
膨
張
し
市
税
に
封

す
3
砥
大
問
心
な
換
起
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
わ
ろ
が
、
税
制
改
革
に
封
応
す
ろ
甜
猿
勢
の
整

常
不
足
さ
、
新
税
制
に
封
す
る
周
知
徹
底
な
欠
い
だ
結
果
、
牧
入
穴
絞
に
不
振
た
極
め
、
加
え
＇

桑
衡
交
付
金
制
度
に
よ
る
國
及
び
縣
補
助
金
の
ず
止
、
起
岱
許
可
の
制
限
等
に
よ
り
、
本
市

財
政
ば
不
測
の
窮
乏
に
迷
若
L
｀
昭
和
二
十
証
年
度
決
算
期
に
お
い
て
一
位
二
千
万
円
程
度
の

赤
字
紐
越
し
た
余
依
な
く
P
ぢ
れ

t
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
六
年
度
に
お
い
て
ば
、
賭
態
勢
の
急
辿
整
伯
さ
人
容
の
強
化
た
図
り
、
徴
茂
概
楼

な
改
正
し
て
各
出
張
所
旱
位
に
．
徴
牧
且
た
醗
悦
し
て
、
極
力
市
税
牧
入
の
確
保
に
努
力
し
た
結

呆
、
逸
亥
良
好
な
ろ
成
綾
た
納
め
つ
し
あ
る
。

昭
和
二
十
1
9
年
度
市
我
牧
入
状
況
ほ
左
表
の
通
り
で
あ
ろ
o・

（
昭
利
二
十
七
年
ー
―
-Jl-
―
-+-B現
在
）

珂
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寮
額

に
封
す
る

，
未
牧
入
額

五
、
一
品
、
廃

共、ー百、01――四

ニ
、
七
委
、
0
0
0
,

歪
六
、
h
-七

比額す予
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l
一
月
末
現
在
予
算
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に
迫
し
七
六
邪
．
か
収
入
況
で
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二
六
劣
が
未
牧
入
さ
な
っ
て
お
り
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図
痴

依
存
分
の
冗
収
た
脳
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勿
諭
、
市
我
の
完
全
収
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に
封
L
て
i
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夜
懸
命
の
努
力
た
傾
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L
て

ぃ
石
こ
さ
は
山
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し
な
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あ
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L
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か
ら
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癖

忙

西

艇

ら
れ
る
に
い

t
っ
t
の
で
め
ろ
。

L
か
L
な
が
ら
内
外
の
諸
事
情
な
且
る
に
、
一
応
安
定
を
保
つ
て
お
る
か
の
様
で
あ
る
が
、

生
活
経
涜
さ
さ
も
に
或
種
の
危
機
な
ば
ら
ん
で
お
ろ
こ
さ
は
、
否
め
な
い
事
宜
で
あ
り
r
獨
り
我

が
図
の
み
た
平
謬
狸
に
お
か
す
、
世
界
平
和
の
呼
稽
に
い

t
す
ら
に
空
阿
な
流
れ
ろ
に
送
ぎ
な

ぃ
焚
情
で
あ
っ
て
、
平
和
へ
の
道
ば
逹

vヽ
我
々
の
使
命
は
今
後
盆
K

呵

且

つ

大

竺
k

わ
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で

わ

る

。

．

終
戦
以
来
「
ヒ
ロ
タ
マ
」
の
名
は
平
和
の
ジ
ゾ
ギ
ル
さ
し
て
、
廣
く
泄
界
に
咤
偲
さ
れ
、
訪

日
の
各
國
名
士
こ
ぞ
つ
て
本
市
な
脳
訪
さ
れ
て
い
ろ
現
状
で
あ
ろ
が
、
翻
つ
て
本
市
復
典
の
宜

択
な
見
ろ
に
、
そ
の
捻
上
に
ば
な
お
幾
多
の
困
難
な
ろ
問
題
が
山
税
の
炊
剋
で
わ
り
、
行
財
政

の
面
に
お
い
て
し
相
宮
の
困
難
．
か
予
想
P
ら
れ
ろ
の
で
、
各
位
に
は
今
税
一
屈
曹
市
政
の
運
苔

に
御
協
力
な
賜
る
よ
う
お
願
い
す
ろ
次
第
で
わ
ろ
。
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＇
そ
の
他
の
職
員

冷

誓

叩

゜

ー

（

城

務

）

．

『．名
[
[
'
•
第
武
條
院
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
院
務

3と
総
理
し
、
所
屈
員
、
（
川
語
の
定
義
）
．

祗
合
保
阪
廣
島
市
民
病
院
使
川
料
及
び
手
数
科
條
例

／
b

.

を

指

揮

監

抒

す

る

。

第

1

一
條
こ
の
條
例
に
お
い
て
左
の
各
サ
に
掲
げ
る
用
謡
の
窪
義
は

一•9a
'
,
2
副
院
長
は
、
院
長
を
捕
佐
し
、
診
扱
科
及
び
射
室
を
掌
理
し
、
第
一
條
社
合
保
瞼
阪
島
市
民
病
院
（
以
下
一
荊
院
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
少
に
定
●
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
＇

お
い
て
診
扱
、
検
査
そ
の
他
の
業
務
を
行
・
う
と
き
は
、
こ
の
條
例
ー
「
廣
島
市
営
住
宅
」
（
以
下
「
住
宅
」
と
い
う
o)
と
は
、
市
が
住
民

?

‘

院

是

に

iJt
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
瑶
す
る
。

尽
u使
川

料

及

び

手

数

科

今

を

徴

収

す

る

。

．

に

投

兵

し

行

踵

す

る

住

宅

（

第

一

菰

住

宅

、

第

二

稚

住

宅

、

第

1
!
i
3
事
務
局
北
は
院
此
の
命
を
受
け
、
全
般
の
事
務
を
掌
踵
し
、
所

一,
 
．．
 

競

笹
一
條
病
院
の
使
川
科
及
び
手
数
料
の
額
は
、
・
左
の
各
9
J
に
規
定
＿
＿
一
種
住
宅
及
び
川
地
と
合
む
）
及
び
そ
の
附
魯
施
政
を
い
う
。

.1

閲
員
を
指
揮
監
抒
す
る
。

一-

．

4

部
北
は
、
．．
 
院

長

の

命

を

受

け

副

院

北

を

補

佐

し

、

担

当

医

務

を

す

る

割

に

よ

る

。

．

二

「

第

一

稲

住

宅

」

と

は

、

令

第

五

條

第

一

項

第

一

小

と

に

規

定

す

9
,
,
9

掌
立
し
、
所
柄
以
を
指
揮
唇
す
る
。
＂
一
翡
懇
笞
手
靡
~
嘉
嬰
癸
あ
る
名
に
対
し
て
陪
翠
各
笹
一
條
第
一
項

昭
t
l
l
十
八
年
二
月
八
H

岸
生
ぼ
"
-
ホ
策
六
十
六"
r
J「
他
康
保
改
に
規
~
た
す
る
規
格
の
住
屯
を
い
う
。
'

k
 

-「
5

喋
剤
部
北
は
、
院
北
の
命
を
受
け
副
院
必
を
捕
佐
し
、
災
務
を

一ー

-
＝
「
第
二
稚
住
宅
」
と
は
、
．
＾
＂
第
五
化
第
一
項
第
二
＂
＇
反
び
笹
―
―

怯
及
び
船

tl保
位
法
の
規
定
に
よ
る
扱
梵
に
淡
す
る
代
川
の
頷

箆

し

、

尻

属

U
と
指
揮
監
抒
す
る
。

｝
會
、

6

腐

綺

此

は

、

院

北

の

命

と

受

け

畏

筏

を

補

佐

し

、

所

属

竹

．

の

は

定

方

法

」

の

規

定

す

る

筏

閉

内

の

頷

°

,

"

い

ノ

に

規

定

す

る

甚

部

の

牧

入

の

あ

る

危

対

し

て

慕

懇

ぷ

二
前
＂
小
る
規
定
に
よ
リ
が
た
い
と
き
は
、
そ
の
実
塁
嬰
了
．
第
二
靡
二
項
に
規
定
す
る
規
格
の
住
虚
ぃ
ヽ

9
0

t
t
 i

`
l
b

班
締
を
指
揮
因
抒
す
る
。

rL" 

る

問

．

一

四

「

第

一

元

梵

逹

」

と

は

s
市
が
、
因
の
間
助
を
生
け
る
こ
と
な

-

7

前
條
第
衷
ノ
か
ら
第
十
七
サ
ま
で
に
掲
げ
る
琺

U
は
、
上
刊
の

塁
化
前
住
の
使
川
科
及
び
手
数
村
に
、
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
、
一
く
、
独
＂
象
葱
廷
衣
し
又
は
問
忽
と
り
市
の
ヤ
，
＂

9'

、
命
ヤ
＿
ス
け
て
事
祐
又
は
技
術
そ
の
他
の
改
枯
に
従
李
る
。

な

い

。

但

し

、

延

翡

恩

の

披

保

慕

含

彼

扶

共

含

一

部

に

出

す

る

住

も

と

い

う

。

．

―

-

＿

魯

闘

及

び

件

＂

）

汲

州

六

化

紺

g岱

闘

及

び

卜

＂

は

、

醤

0
州
に
よ
る
。

n
乱

＾

亡

嘉

＜

靡

告

品

北

が

特

別

棗

Illが
あ

る

と

認

め

ー

五

「

翡

農

」

と

に

、

器

―

E
舟
＂
ど
及
翠
笹
―
―
化
澁

る
と
3
1
1
、
こ
の
困
リ
で
な
い
3

.

3

一

定

す

る

岳

腐

翡

関

恩

＂

照

合

芸

＂

閑

嘉

と

一
佑
閑
＂
展
裔

JIJ粁

A
禁

者

は

、

市

格

が

特

別

国

一

ぃ

う

。

・

上

し

、

比

歴

0
特
別
の
器
が
あ
る
と

9
は
、
こ
の

mリ
で
な
い
。

一

（

盈

裟

＿

l

閤
七
化
刹
苔
“
い
て
腐
告
＂
よ
う
と
す
る
と

9
は

、

塁

ぁ

乙

と

認

め

る

ポ

に

対

じ

て

11、
快
免
す
る
こ
と
が
で
も
る
。
一
六
「

ft梢
月

」

と

は

、

翡

―

-t孟
to規
定
に
よ
り
阿
“

b
t
t
の
裟
ぽ
＆
農
笈
付
き
名
＂
な
け
化
な
ら
な
い
。
依
沿
ー
る
翡
趾
け
に
関
し
羹
命
晋
‘
悶
菱
；
•
[
が
任
今
ナ
を
布
と
い
う
。

'

[

J

f

t

則

●

（

こ

の

翡

0
閑

＿

J
 

一

こ

0
翡

門

公

g
"か
ら

謎

＂

ヤ

る

。

一

ぶ

苔

託

化

災

菜

H
嵐

n
o行
＂
に
つ
い
て
は
、
皮
び
埠

11

ご
§
-
．

／
爪
＾
條
凪
介

I
x、
雙
q
0
f
m
u
t
'入
た
ヤ
乙
—
:
』
が
で8
乙
゜

1
1
、
.
-
―
-
．
,

¢
 

[
n泊
江
並
び
尽
れ
ら
に
出
'
‘
“
>
。
た
も
と
え

tる
0

外
、
•
-
0狂
n
o
"心
め
0
さ

h
み
に
よ
乙
。
＂
し
·
岱
只"
f
t
t

ニ
ー
悶
0
翌

g

r

烈

岱

品

翡

料

翡

き

こ

に

＾

＾

“t)0

-＂
ttJ-Hふ
占
芸
"
-
"

、
t
A
笥
九

i
i
.こ
こ
箱
誠
＂
に
閃
し
心
央
な
ボ
項

U
、市

K
が
定
め
―
)
。
-

に
つ
い
て
は
＂
，
れ
＂
紐
≫
立
箪
伍

A
び
箪
十
バ

"0慇
til
逸

閲
ん
市
北

m
し

州

＂

柑

l

―

-0ほ
例
＂
、
公

“0"か
・
り
譴
＂
す

J
o

一

川

し

な

い

。

叫

2

度

g
gと
砕
斑
糾
＂
＂
、
当
分

0
m心

一

廣

tj市
條
例
第
四
十
サ

(
A
g
8
0令
R
o召

B

ー

・，
ヽ，

，．亀‘•
＇ ； 

99 
り•,『.-.,-.・

廣
島
市
営
住
宅
心
江
踵
條
例

(
H
的
)

第
一
條
こ
の
條
例
は
、
公
営
住
宅
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

九
＋
嘉
。
以
下
「
法
」
と
い
う
o)
及
び
同
法
施
行
令
（
昭
利
二
十
六

年
政
令
第
二
百
四
十
ロ
レ
。
以
下
「
令

j

と
い
う
。
）
に
基
き
、
又
は
碁
か

な
い
厳
島
市
営
住
宅
の
心
狂
担
に
関
し
て
定
め
る
こ
と
を

U
的
と
す

l

る。
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四

ィi
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l
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1

，

ー

1

|

ー
ー
・
ロ
・',9
,

ー

-

s
•

た
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
市
長
に
屈
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、，
．
9，

'

,
9.9:

～

、
や
む
を
得
な
い
事
猜
が
あ
る
と
認
・

入
．．，ぃ

い
た
め
漑
族
と
同
居
す
る
こ
と
が
で
●
こ
な

3

市
長
は
、
前
項
届
由
に
よ
リ

る
者
又
は
住
宅
が
た

と
が
で
き
る
。
‘

‘

め
た
と
き
は
、
入
居
の
手
続
期
間
を
延
期
す
る
こ

い
者
。
・

¥

4

市
長
は
、
住
宅
の
入
居
を
許
可
さ
れ
た
者
が
、
第
一
項
又
は
第

、
J

_
＿
＿
住
宅
の
規
模
・
又
は
間
ど
り
と
世
布
梢
成
と
の
関
係
か
ら
詣
生

直

当

な

立

●

先

一

i

一
項
に
規
定
ナ
る
期
間
内
に
、
第
一
項
象
の
手
綜
を
し
・
な
い
と
(
`
’
_

9い

上
又
は
風
数
上
不
適
当
な
居
住
朕
態
に
あ
富
。

.‘̀ 

四
正
当
な
理
由
に
因
る
立
退
の
要
求
を
受
け

が

な

い

た

め

困

窮

し

て

い

る

省

（

自

己

の

衰

に

帰

す

べ

き

事

由

き

は

、

住

宅

入

居

の

許

可

を

取

消

す

こ

と

が

で

き

る

。

一

る
c
但
し
、
使
用
期
間

、． 9
．
一〗

（
住
宅
の
使
用
期
間
）

に
居
住
を
余
俄
第
十
一
條
住
宅
の
使
用
期

Iing-年
と
す

に
基
く
楊
合
を
除
く
）
。

五
住
宅
が
な
い
た
め
勤
務
場
所
か
ら
畠
•
地

い
叫
犀0円
〗
〗
い
い
／
贔
訓
〗
門
汀
註
謬
戸
[
-
.

〗
〗
[
[
／

i
/
i

ー
/
/
[
/
＊

/
[
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/
7
/
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0

~
町
城
前
住
宅

M

n

六

0

小

J

至

六

一

"

5

J

九

五

0

、

0

0

甚

町

洲

H
住
屯

阿

六

二

小

J

八

0

0

、

0

0

~
町
大
手
前
住
名

阿

"

1

ハ
1
-
一
汐
至
六
四
小
J
八
五
0
、
0
0

~
町
小
姓
住
屯

阿

．

、
六
五
＂
J
八
0
0
、
0
0
厄
北
町
仕
・
屯

M

n

六

六

サ

，

豆

六

九

サ

八

五

0

、

0

0

~
~
北
町
住
七

阿

七

0

1

J

九

五

0

、

0

0

~
島
W
町
仕
t

M

n

七

ー

サ

杢

七

四

サ

八

五

0

、

0

0

:£ti
町
住
宅

M

"

七

塔

翌

六

り

八

0

0

、

0

0

~
泊
山
下
仕
七

M

n

息

閃

〇

り

岱

0

、

0

0

疇
臨
｛
皿
醤

M

人

一

り

九

五

0

、

0

0

M

n

A

-

＿

サ

烹

八

七

サ

八

五

0

、

0

0

~
町
仕
t

M

．

八

八

り

九

五

0

、

0

0

:t 

M

n

八

九

サ

只

九

0

サ

A

0

0

、

0

0

:S: 

M

n

九

一

リ

予

九

ー

ー

リ

八

年

0

、

0

0

が

＿

＿

湛

町

仕

t

江
誠
掴
町
廣
凡
0
末

V
-
A
0
0
0
、
0
0
"

ヽ

"m 

．
 

王

t
-＿
サ

ニ

五

0

、

0

0

王
．
＿
＿
＿
＿
リ
―
―
1
0
0
、
0
0

王

一

五

ジ

八

H

O

`

o

o

王
n
ぶ

り

A

0

0

、

0

0

豆

七

り

八

五

0

、

0

0

八
リ
九
r
I
t
o
`
o
o

苔
P
、

^

0

0

-

-

0

0

臭

り

＾

五

0

^

O

O

葵

勺

岱

0

^

O

O

至

ー

ー

サ

八

8goo

至二＂小ノ

至
五
小
J

杢
ー
ー
サ

ー
ニ
ネ
J

耳
五
六
サ

豆
ー
ー
ー
サ
五

五
ー
エ
サ
五

-
0
0
、
0
0

1
1
1
0
、
0
0

1
0
0
、
o
o

ー
'
J
-
―
1
0
、
0
0

1
0
0
、
0
0

1
0
0
、
0
0

n-
＂rJ 

自
ニ
・
八
＝
＝
号

自
二
九
六
号

自ー―101――号

自
一
＿
二
四
労

自
―
―
ー
1
-
0
サ

自lll
1
一
六
平
J

自――――――五界J

自ー―
-Im-――卒J

自
四
四
五
＂
ナ
ノ

自
四
六
五
サ

自
五
―
―
―
―
E
ナ
J

ー
自
五
二
五
平
J

自
五
七
ー
―
-
"
ツ

rd-
小J

至
二
九
五
平
J
-
＿
八
0
、
0
0

至
ー
―
-
0
-
＿
平
J
~
1

i
1
1
0
、
0
0

塁
―
―
―
―
平
J
_
＿
八
0
、
0
0

翌
―
-
「
裟
二
l
)
l
O
、
0
0

翌

き

一

塁

二

八

0

、

0

0

至
―
―
―
_
＿
＿
四
沙
ニ
―
―
-
0
、
0
0

至
一
二
四
二
平
ノ
＿
＿
八
0
、
0
0

至
四
四
四
E
ヶ
一
七
0
、
0
0

至
四
六
四
沙
ニ
―
―
1
0
•
O
O

至
五
ー
ニ
平
J
一
七
0
、
0
0

至
五
二
四
E
●
J
ニ
ー
―
1
0
、
0
0

至
五
七
二
"
f
J
一
七
0
、
0
0

至
六
＿
＿
六
E
5
J
、
1
-
―
―
1
0
、
o
o
・ヽ

翌
ハ
ー
9
●
J
け
m
-
0
、
0
0

六
二
＂
●
J
¥
l
>
二
八
0
、
0
0

至

二

0

サ

ニ

0

0

、

0

0

．
ヅ
1
1
1
0
、
0
0

：
、
．

．
 ＇
、

，
＂

9
:
~
~
し
仇
信

羞
羞ヘ一

¥

_

電

,1
・1
t
1・j9・・・
'
‘'
鼻

E
'
,

＇9,＇↑ー

1
.

.

 

9,
．＇
し
，＇『＇こ

＇
l

いー
1
1
1ー

1
1
i
g
,
こ
-
:
-
_．，こ

'

．．
 

り
',
.
'
“
、
'
、
｀
'
．
‘,
9.，

‘'
]•• 
f

べ
—,1
,
？
＇
り
ぃ

．．
 

5．〗
]・
ヤヘ

．1
．；
＇
,
1•
•
• 

，
t
h
.
9

.
、f

，ぃ

宍

唸

江

喜

喜

忍

渠

鸞

翌

忍

祖

・・

贔

虞

忍

.＂
さ
・叫

.

.
 e

 .
.
 、

心
＇
J．
ら
；
・
じ
｀
苓ー＂
匁
I;
＂
r条
ぷ
忍
§
・"
g
`
〗
、
食
・
嘉

イ
・

・

.‘
 
•• 

i
い、9,＇
,9",1,t
↑_；
も
'’
r’‘_,`
，9

,
9
9
9
,
1.，ぃい，＇9,．り見、し＇，号’’',2
,i,＇999
，
↑t
t"＂r
ぃ't,l_9,
'ぷ’,｝
A
,
＇，匂
3
,
4
.,＇
，J
.
.. 

；
，＂．． 

忍
ぷ
．旦

青

＼

＇、1r̀
.9_．
9

.

，．)

,

r

^
[
1

.

＇

．．．り

＇

レ
・≪
.,
．．．
 
八

' .
.
.

.
‘ぃ
，
．

、
9
，

‘5
,
.
-

.

.. “

．

勺
｀
三
’

\
.
‘

.，

.

.
9、;
.
:
i
〗••• 

〗
t
：
〗
叫
鸞
緊
唸
誨
●
な
ゃ

‘
.
5

怒ゞ翠

～
二
塁
0
¥
0
0
喜柑
・一ふ
ど

べ
',
/
，
バ

ニ
公
共
事
栗
又
は
公
翡
証
の
た
め
立
退
を
要
求
さ
れ
て
い
る
理
由
に
よ
り
名
義
変
更
を
要
す
る
ど
き
は
、
別
記
株
式
第
八
号
に
千
田
町
御
幸
住
宅
'

;
•
• 

4̀
．-
9[ 

者

。

ょ

り

、

市

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

｀

・

-
翌
島
南
町
住
宅
自
一

g
．

至

令

．
．．
―
）
-

，五
0
9
0
0
-
[2分・

4

ふ

`
-
[
〗

0冑
〗
〗
犀
〗
工
〗
〗
〗
〗
〗
〗
〗
〗

0
[〗
[
[
[
〗

[
[
N

〗
―
-
―
[
り
J
ニ
ノ
[
-
―
〗

□0
[
0

笠

―

-

＿

條

條

例

第

二

十

五

條

誓

項

の

規

定

に

よ

る

兵

分

の

証

痕

同

一

君

．

9

,

一

、

問

0

0

`

0

0

'

r

[
＇r
ー

」
'

．
[、

一
最
近
の
所
得
額
を
証
す
る
こ
と
．
の
で
き
る
嘉

亡
口
．

．

 

二

市

民

稔

を

滞

納

●

て

い

な

い

こ

と

を

証

す

る

こ

と

の

で

き

る

は

、

別

記

様

式

第

十

二

号

に

よ

る

も

の

と

す

る

。

！

阿

自

四

が

J

・

至

七

号

J
-
、
二
0
0
9
0
0
.
9
9.

9

報
．
裳
類
。

•

第
十
四
條
店
舗
住
宅
の
使
川
許
可
を
受
げ
る
も
の
は
、
こ
の
規
則

f
n
j

令

9
-
＼

-
C
©、
0
0
...
[．

i
,.／
｀
ン；
翌
七
條
條
例
第
十
二
條
の
家
賃
は
、
別
表
の
通
リ
と
す
ー
る
0
の
外
、
別
に
定
め
る
指
示
事
項
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
自
九
変
至
•
-
0
"
？
そ
二
0
0

、

、
0
0

:,
9‘
 

―

―

ゲ

J

-

、

四

0

0

、

0

0

:

＇

•• 
r. 

司

勺

．`
．．

．策
八
條
條
例
第
十
＿
＿
＿
條
の
規
定
に
よ
る
家
炭
の
延
納
又
は
、
減
免
附
則

ロ
・,

．．
 

の
息
出
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

'

1

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
六
月
同
自
ー
ニ
＂
が
J
至
一
翌
一
、
二
0
0
、
o
o
・

•• 

・:
 

雨
2

い
乍
に
よ
る
許
可
帯
は
別
屋
株
ー
第
四
号
竺
忌
よ
る
も
の
と

.

2
月

日

：

川

條

例

施

行

細

・

則

（

昭

111
ニ

喜

一

旺

実

校

住

宅

＂

亡

噂

J

丘

、

三

詞

0
0
0
0
-

基
町
除
病
前
住
宅
自
一
"
f
ノ
．
．
至
二
、サ

ニ

六

0

、

0

0

,

,

']？

□
第
九
條
條
例
策
十
九
條
の
規
定
に
よ
り
、
市
長
の
承
認
を
受
け
●
月
九
日
規
則
三
）
は
、
廃
止
す
る
。
◆

．
似
島
町
住
宅
自
一
＂
が
J

．至

一

〇

炒

＞

五

八

〇

、

0

0

.

こ．
．古
．、い

う

と

す

る

者

は

、

同

居

に

つ

い

て

は

別

記

株

式

第

五

号

に

よ

リ

、

．

ヽ

同

自

ー

一

m
ナ
J
‘
至
二
0
"
ナ
J
>
八
五
0
、
,
0
0

.
.]

 

：
エ
作
に
つ
い
て
は
別
記
株
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
0
1
•

月
麦

住

)

使

川

料

昭

和

町

第

一

平

利

ア

パ

ー

ト

ー

階

、

四

階

J

九

五

0

、

o

o

.

,

＇

]～
/、

国

＇

i

予、

＇
，
2
．
前
項
の
承
認
は
、
左
の
各
号
に
該
当
す
る
楊
合
に
限
リ
、
こ
れ

．
二
階
、
三
階
＞
一
、
0
0
0
、
o
o
・
・

昭
利
町
裕
二
平
利
ア
パ
｀
ー
ト
ー
階
．
‘
阻
階
ヽ
一
、
一
五
0
、
O
O
'
＼
A
」一

至
四
沙
一
＂
一
八
0
、
0
0
同

]，

`
9

を
典
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
使
用
名
義
者
が
家
貨
を
滞
納
舟
入
川
南
住
宅

二
階
、
—
ー
一
階
＞
一
＼
二
'
0
f
o
9
0
0
.


し

、

又

は

、

不

都

合

な

行

錫

が

あ

る

と

市

長

が

認

め

た

と

き

は

、

同

至

六

＂

小

J

-

―

ー

、

一

五

0

、

0

0

同

．．：廣

昭
和
町
第
三
平
和
ア
パ
ー
ト
ー
階
、
四
階

J

-
、
1
五
0
、
0
0

・，
.
 

,4
,
‘
.
i

ヽ

·
4
”
’
ヽ
；
承
認
を
奥
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
•
9
段
原
新
町
住
宅
至
乙
八
界
J
-

✓

一
八
0
、
0
0r

n
l
-

＿
階
‘
-
—
一
階
＞
一
、
1
-
0
0
、
0
0
:
·

：＇」．．
 
5

,

一

親

族

及

び

廂

俯

人

を

同

居

さ

せ

る

と

き

。

同

至

丙

・1
0
"
-
J
J
一
七
0
、
0
0

裔
須
第
一
ァ
？
＂

t

．
一
階
、
四
階
'

V

-

、
一
五
0
、
0
9
ー
・
＼

｝．

，9 ,

｀
9
．

二

前

号

以

外

の

者

で

扶

迷

又

は

保

談

を

要

す

る

者

を

同

居

さ

せ

皆

実

町

住

宅

至

甲

六

界

J

二

0

0

、

0

0

司

＼

二
階
、
三
階
＞
一
、
二
0
0
、
0
0
,

• 

＂
‘
.
る
と
き
。
同
~
至
乙
六
界
J
．
一
五
0
、
0
0

）
二
疇
ー
[
`
[
〗
工
〗
[
[
間

[
[
-
-
A
O
A
O
[
-
[

〗I
n
J
E
E
J

〗
／
〗
自
―
〗
[
一
[
〗
〗
[

"
;
＼
．
＇
ー
ー
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
リ
、
使
川
名
義
者
が
死
亡
そ
の
他
の

J
｀

基

町

厚

生

住

宅

至

六

平

J

>

四

0

0

、

0

0

同

，

,

＿■

―
•
―
―
 

l̀ll.
ノ

‘

.

9

t

t

.

、

'

9

ー、

Ii,Iい

9-

、
•
9

↓

9
1
9
!

~

，
'
し

L

ー

1
,

＇
\
＇
i
,
1
,

＇
し
'

9
1

,
9

’

t.g氏
屯
泊
汐
、
t

3
i
4
.，．` 

召
危
．．
 
；．

，
 ロ

-i

[
 

991>
一,`

報

．
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•4• 

,
9
 

＇ヽ
,. 

9
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.

.

.
9

、
~
9

,

；

9.
I
I

＇ヽ

＇ヽ，ヽ
、̂
ノ

‘ 

L
・ A

 
•\ 

宅

人．

自
一
"
1
J
1

自
四
＂
を
一

自
乙
一
号

自
丙
一
号

自
甲
一
歩

自
乙
一
E
ナ
J

自
丙
一
分

自
一
界
J

●
-
＂
rJ 

、
自
ー
サ
・
一

自
一
E
ナ
J

四
・

自
―
―
百
●
J
-

自
一
号 別

｝
 

＇ 
'

三

,
.
 

', ．
 ・'｀
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9
9
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し
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ム

．
．
 

ー
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五；n
 

-・ ・C. 一.. -

．
一

入

い

し

に

日

且

Jltrに
述

tin定
の
間
＂
文
で
に
。
こ
。
二

可
内
と
未
蚊
辿
恨
と
ヒ
行

ru介
に
必
示
し
て
、
＊
人
で
あ
る

eと
を
以
め
て
も
ら
つ
て
か
ら
入

＂
し
て
下
さ
い
。

入
＂
で
色
る
も
0
は
巾
胡
咋
＂
に
な
っ
た
抒
0
み
で
ナ
。
•

‘

M
m
o承
認

k
け
た
介
に
、
伎
川
名
北
介
が

tt七
と
立

1
凪
く
迅
介
に
、
し
ャ
"
”
に
立
り

a
-

か
た
＂
し

U
な
り

2
せ
ん
。

入
射
〇
詐
llI
麦
＂
た
肴
以
外
0

衣
U
、
化

t
並
び
に

-
:
9
に
附
閲
す
る
ば
＂
作
＆
沢
し
父
一

U"＂
ナ
る

-5は
社
に
で

t
zせ
ん
。

9

-

十
公
＂
以
"
t
t
tと
虫
＂
る
と
冒
•
X
u
t
t
tヒ
立
ち
坦
く
と
＊
は
、
前
｀
つ
て
＂
＂
行
に
巾t

し
川
て
下
さ
い
．

ftto破
日
苓
に
つ
い
て
↓
行

mポ
E
鴎
捐
し
て
下

3
い
e
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附
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の

H
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
命
令
歯
川
紙

l
!
i

は
、
当
分
の
間
、
な
お
従
部
の
例
に
よ
リ
使
川
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
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餃
島
市
中
小
企
梁
融
衣
委
員
台
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
0

、

．
．ヽ

一一

一

昭

利

二

十

七

年

六

翡

H

.

巖

島

市

長

浜

井

伯

―

―

―

廣
島
市
規
則
第
阻
十
六
号

脱
島
市
中
小
企
染
漁
咬
委
貝
令
規
則

第
一
條
本
市
に
お
け
る
中
小
企
業
の
振
典
促
辿
を
図
る
た
め
、
炭

＂

一
＇

一
島
市
中
小
企
業
服
衣
委
屈
台
（
以
下
委
員
合
と
い
う
。
）
を
設
匹
す

,
 ．．
．
 ̀
” 

．

ヽ

追
常
芹
克
琺

源
8
器、
9

蓉

と

海1エ
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ク

9
学

笹
一
條
委
貝
合
は
、
中
小
企
業
の
服
安
に
関
し
、
市
長
の
諮
間
下
應

．
じ
、
主
要
事
項
を
命
誤
す
る
。

笹
＿
＿
條
委
員
合
は
、
炭
島
市
役
所
内
に
訟
く
。
．

9

第
四
條
委
員
合
は
、
左
の
委
貝
を
も
つ
て
粗
緞
す
る
。
．

ー

市

職

員

―

―

―

名

二
市
説
合
＂
談
且
―
―
―
名

ー
ー
ー
学
識
純
殿
者
―
―
―
名

2

前
項
の
委
且
は
、
市
北
が
任
命
又
は
委
勁
す
る
。
．

悌

五

條

委

U
合
に
委

H
北
及
び
副
委

H
北
を
訟
く
。
．

．
 

2

委
且
北
及
び
別
委

U
北
は
、
委

U
の
互
選
と
す
る
。

笠

ハ

條

委

U
の
任
期
は
一
年
と
す
る
。
但
し
、
軒
任
を
妨
げ
た
い
。

2

任
期

111辞
任
じ
た
委
ハ
の
後
任
省
の
任
期
は
、
前
任
名
の
残
任

期
間
と
す
る
。

一
佑
七
化
公
且
北
は
令
務
を
総
四
す
る
。

-
2

副
否

n北
は
初

U
北
を

110佐
し
、
安

U
北
に
事
故
あ
る
と

aに、

そ
の
ぬ
布
を
代
凡
ナ
る
。

3

る

n北
及
び
閑
安

U
北
と
も
に
事
故
が
あ
る
と
さ
は
、
な

U
北

が
あ
ら
か
じ
め
揖
定
ナ
る
な

U
が
そ
の
瓜
油
と
代

nす
る
。

．

が

八

化

功

U
令
は
、
必
炎
の
祁
瓜
公

n比
が
翡
す
る
。

が

九

化

で

H
令
に
、
な

llo
二
分
0
-
以
上
0
川
応
が
な
け
れ
ば

令
訊
を
開
（
↑
-
と
が
●
日
な
い
。
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使

用

料

・
，
金
参
千
参
百
七
拾
七
万
式
千
用

二
、
病
院
使
j
l
l
料
．

金
千

J

J

J

.

王

、

寄

附

金

金

千

田

一

、

寄

附

金

金

千

田

四

、

雑

収

．

入

金

式

千

n

一

、

利

子

金

千

田

｀
 

｀

二

、

雑

入

金

千

m

五

、

繰

入

金

金

千

田

．

一
、
一
般
合
計
よ
リ
総
入
金
金
千
用

裁
入
合
計
金
参
千
八
百
八
拾
式
万
式
千
円

成

出

一

、

病

院

我

金

参

千

八

百

参

拾

式

万

式

千

JIJ

一

、

業

務

我

I

、

金
参
千
八
百
参
万
千

JIJ

二

、

詣

我

、

金

式

拾

九

万

千

円

二

、

予

佃

我

．

金

五

拾

万

円

・
・

一

、

予

佃

＼

我

金

五

拾

万

田

歳
出
合
計
金
参
千
八
百
八
拾
式
万
式
千

n

｀
歳
火
川
殺
引
践
金
な
し

六
月
四
日
市
談
合
の
議
決
を
料
た
昭
和
二
十
七
年
度
炭
島
市
特
別

合
計
煕
翰
事
莱
我
歳
入
出
予
焚
の
要
領
は
、
次
の
通
リ
で
あ
る
。

但
し
、
．
こ
の
予
岱
は
、
郎
日
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
六
月
四

H

.

し

廣

島

市

長

浜

井

佑

主

昭
和
二
十
七
年
度
脱
島
市
特
別
合
計
競
輪
事
莱
牧

i

ニ
―
一
、
巾
甜
者
住
所

歳
入
出
予
岱

五
、
巾
諮
者
氏
名

栽

入

五

、

建

築

楊

所

一
、
競
輪
事
業
収
入
金
五
依
式
干
五
百
式
拾
九
万
川

一
六
、
用
途
概
川

一

、

入

楊

料

収

入

金

百

八

拾

万

囚

＇

二
、
投
梨
券
衷
上
収
入
金
五
鉛
式
千
万
田

三

、

雑

牧

入

金

参

百

四

拾

九

万

田

癸

合

計

金

盃

翠

誓

式

拾

九

裔

亀

一

廣

島

市

告

示

第

五

十

九

号
痰
島
市
稲
荷
町
字
都
宮
弧
脊
外
一
、
三
五

0
件
に
対
す
る
昭
和
二

i

臨

出

一

、

如

邸

翰

ポ

業

我

金

器

翠

四

百

式

拾

九

万

円

十

七

年

度

定

期

牧

入

自

靱

車

税

、

荷

車

稔

の

徴

稔

令

喜

稟

悶

-
a
l

務

我

金

五

百

七

拾

八

万

六

千

田

た

め

醤

不

能

に

つ

き

、

地

方

税

法

第

二

十

條

並

び

に

市

秩

翡

例

第

．
．
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ヽ
二

、

開

他

我

金

四

低

七

千

参

百

四

拾

八

万

円

十

一

條

の

規

定

に

よ

り

公

示

す

。

．

廣

品

市

告

示

第

五

十

三

号

三

、

製

翰

楊

建

股

費

金

四

千

五

百

き

万

四

千

n

．
昭
和
二
十
七
年
六
月
十
六

H

.

四
島
市
寺
町
岡
本
順
一
外
五
、
一
四
ー
ー
一
名
に
対
す
る
昭
和
二
十
七

．
二

．

、

予

伽

．

我

金

百

万

田

炭

島

市

虻

浜

井

は

.

1
1

ー
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予

血

吸

金

百

万

口
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腐
固
定
宍
庶
我
第
一
期
抒
促
朕
翡
不
朋
の
た
．
め
裔
不
熊
に
付

き

、

地

方

投

法

第

二

十

條

並

び

に

市

税

條

例

懇

ー

保

の

規

定

た

よ

裔

合

計

金

器

翠

誓

酪

券

＂

廣

島

市

沓

蓋

六

十

号

9
公

示

す

。

歳

入

出

発

引

残

金

な

し

一

ヽ

乱

二

忠

盟

JJ-―
子

．＿
H

．

廣

島

市

告

示

第

五

十

七

号

i

悶

二

十

七

年

六

JJ
十
七

H

艇
島
市
此
浜
井
伯
—
_
-

＾

．

公

双

公

佑

炭

島

市

必

浜

井

伯

i-
＿
炭
島
市
抒
実
町
六
四
二
／
二
品
木
條
一
、
炭
品
市
業
研
堀
町
―
―
―

-i-

片
凶
衷
則
以
上
二
名
に

OOナ
る
二
十
六
年
阻
不
狐
泣
光
押
岡
祁
、
居

廣

島

市

Jhr
示

第

五

十

四

号

一

左

記

の

者

は

、

市

堡

届

処

分

に

囚

る

弟

押

財

庶

＾

札

の

方

法

9

.

一
以
つ
て
公
双
ナ
る
か
ら
双
父
希
毀
抒
は
、
入
札
心
得
冴
（
微
牧
課
佃

堕
不
引
の
た
め
送
迂
不
能
に
つ
き
地
方
粒
法
第
二
十
化
並
び
に
市
粒

府
）
並
び
に
現
物
氷
知
の
上
別
記
條
件
に
依
り
当
市
微
収
課
に
入
札

臀
市
胡
町
田
点
外
一
、
四
吾
＿
名
に
対
ナ
る
昭
利
二
十
七
年
作
例
佑

+-g規
定
に
よ
●
公
示
す
る
e

悶
弟
出
さ
れ
た
い
。

一

音

羹

靡

一

期

麿

釜

＂

翡

醤

の

た

め

送

楳

農

付

昭

和

＿

＿

忠

墾

ハ

JJ+"・

記

．． 

さ
地
浴
菌
―
十
住
並
び
に
翡
翡
庶
ー
化
0
規
定
に
よ
り
‘
廣
島
市
北
浜
．
，
•

•井
は
一
―
―

皐

°

・

・

-

望

―

忠

日

9
-
l
r
c
"＂

鱈

さ

左

記

0
．
と
ャ
リ
公
閃
に

i-閾
悶

ヽ‘

井

n
 

坦

廣

島

市

告

示

第

四

十

八

号

月

昭
和
二
十
七
年
五
月
二
十
一
日
・

廣

島

市

長

浜

．

井

・

信

―

―

―

一
第
一
二
十
囮
換
地
予
定
地
変
夏
指
定
の
発
表
に
つ
い
て

こ

、

廣

1
特
別
都
市
計
画
事
業
復
典
東
部
地
区
割
漿
理
施
行
に
伴
う

．
、
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
割
整
理
委
員
合
の
成
UnlUlを
舘
て
換
地
予

〗二
、
拾
得
楊
所

主
、
拾
得
日
時

四

、

拾

得

者

廣

島

市

告

示

第

四

十

七

号

.[
昭
和
二
十
七
年
五
月
二
十
一
日

9
、

・

巖

島

市

長

浜

．

漂
流
物
拾
得
に
つ
い
て

左
記
の
も
の
に
つ
い
て
江
田
島
町
長
よ
リ
拾
得
の
通
知
が
あ
っ
た

か
ら
、
心
当
リ
の
方
は
炭
島
市
役
所
社
會
課
ま
で
巾
し
出
ら
れ
た
い
。

記

、
拾
得
物
件

1

個
馬
紐
一
災
（
長
さ
二
間
、
巾
四
尺
（
舷
側

に
立
川
の
刻
字
）

．

2

レ
イ
ン

n
ー
ト
一
枚
（
ナ
イ
ロ
ン
製
男
物
）

江
田
島
町
小
川
沖
ト
リ
ガ
ク
己
悔
岸

昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
六
日
午
前
六
時

江
田
島
町
新
田
文
七

井

信

,. ・.・. ；、

◎
告

示

, 9’̀ •̀; . 

附
，
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の

H
か
ら
施
行
す
る
。

2

炭
島
市
中
小
企
菜
融
安
委
員
會
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
六
Jj
七

＇
日
規
則
第
十
八
号
の
二
）
は
、
廃
止
す
る
。

＇ ー

の
施
行
に

OOし
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が

，
 

、
出
席
委
員
の
過
牛
数
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否

員
長
の
決
す
る
と
こ
る
に
よ
る
。

務
は
、
廣
島
市
旅
梁
局
廂
エ
諜
に
お
い
て
処

＇ 

廣

島

市

告

示

第

五

十

六

号

廣
島
市
指
定
水
逍
工
事
店
規
則
施
行
細
則
第
五
條
に
よ
リ
浅
任
技

術
者
の
投
格
試
瞼
を
左
記
淡
領
に
て
実
施
す
る
か
ら
逍
漏
な
き
よ
う

期
せ
ら
れ
た
い
o・

ー

昭
穂
一
十
七
年
五
月
二
十
八

H

.

~

．
炭
島
市
是
浜
、
井

9
I
i
i
．
三

已-i=
＂ 

一
試

瞼

要

領

衣

任

技

術

者

試

腺

日
時
六
月
―
―

-
H
午
前
九
時

楊

所

炭

島

市

基

町

一

番

地

・

脳

島

市

水

逍

局

給

水

課

一

携
椋
品
―
―
一
角
定
規
、
計
岱
尺
及
び
箪
記
川
具

麿
皐
田
町
一
丁
目
石
丸
文
男
外
三
、
二
五
三
名
に
対
す
る
昭
一

fll-
＿
十
七
年
炭
固
定
塁
塁
一
期
徴
税
令
贅
翡
不
明
の
．
た
め
送
一
廣
島
市
告
示
第
五
十
一
号

一

五
月
二
十
八
日
市
議
含
の
議
決
を
網
た
昭
和
二
十
七
年
度
廣
島
市

逹
不
能
．
に
付
、
地
方
稔
法
第
二
十
條
並
び
に
市
稔
條
例
第
十
一
條
の
．

•
特
別
合
計
祉
合
保
険
廣
島
市
民
病
院
我
歳
入
出
予
邸
の
要
領
は
・
、
次

規
定
に
よ
lJ
公
示
す
。

一
の
姐
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
七
年
五

Jj
二
十
二

H

i

一

但
し
、
こ
の
予
岱
は
、
即

H
こ
れ
を
施
行
す
る
。

・

廣

鳥

市

長

浜

井

1
3
-――

b

昭
和
二
十
七
年
五
月
二
十
八

H

廣

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

廣

島

市

告

示

第

四

十

九

号

・

一

十
七
年
度
廣
島
市
特
別
合
計
社
含
保
瞼
炭
島
市
民
病
院
我

建
築
基
準
法
策
五
十
四
條
に
基
き
左
記
の
辿
リ
公
開
に
よ
る
酪
聞
昭
和
二

一
歳
入
出
予
邸

を
行
う
。昭

和
二
十
七
年
五
月
二
十
―
―

-
H
．

一

歳

入

g

墜

島

市

長

浜

―

-

、

國

郎

支

出

、金

、

り

入

n

金

-

h

系

一

1

1

、
使
●
●
料
及
手
数
料

a
 

t
日＂

一
、
聴
聞
期

H

，
 

,9 ，＇ 、C

、”‘

＇ 

廣

島

市

告

示

第

四

十

八

号

の

井

信

rl. 
ヽ

口

昭
和
二
十
七
年
五
月
二
十
六

H
午
前
＋
時

，
 

即
を
行
う
。

昭
和
二
十
七
年
六
月
十
＝
＝

H

炭
島
市
長

ニ．一、、
聴粕
開開・

楊期
記

所日

歪
地
を
変
得
決
定
し
た
か
ら
、
関
係
者
は
東
部
復
興
事
務
所
で
一
二
、
葬
開
楊
所

、o
し

詳
細
承
知
さ
れ
た
．

二
、
土
地
所
有
者
に
対
す
る
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
は
、
土
地
所
―
―
-
‘
巾
語
者
住
所

有
届
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
逹
す
る
。
な
お
土
地
所
有
屑
を
未
四
、

.巾
血
叩
者
氏
名

五

、

建

築

楊

所

だ
批
出
し
て
い
な
い
者
は
、
至
急
提
出
さ
れ
た
い
。

三
、
今
囮
発
表
の
土
地
を
、
蛮
只
又
は
誤
渡
す
る
と
き
は
、
事
前
に
六
、
川
迄
、
概
要

必
ず
東
部
復
典
事
務
所
に
協
議
の
上
取
述
び
願
い
た
い
0

万
一
述

絡
が
な
い
場
合
は
、
決
定
し
た
投
地
予
定
地
を
取
消
す
こ
と
に
な

る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
．
是
非
述
絡
方
実
行
さ
れ
た
い
。

四
、
前
記
投
地
予
定
地
の
使
Jll
開
始
の
時
期
及
び
債
地
楯
そ
の
他
の

権
利
に
つ
い
て
は
、
追
つ
て
指
走
す
る
。
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縦
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．
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＿
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抽
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金
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百
四
万
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田

金
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百
七
拾
七
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参
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巖
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大
手
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八
丁
目

艇
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泊
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．
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村
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と
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1
サ
了
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て
足
1
t
r

届

(
5
8
3
)

掛
軸
魚

』

・ヽ

(
5
(
1
)
2
)
掛
軸
伊
詣
一

向

掛

軸

布

袋

一

.'（
5

の
5
)
掛

軸

鴨

一

(
5
v
6
)
掛

•I 
＂一

(
5
の
4
)
掛
軸
一
茶
勺
一

切
灰
皿

q
•

一
⑱
中
型
ス
ピ

紬

山

陽

．

一

⑱

屏

風

孔

雀

一

1

(11)
非
槃
（
石

⑩
小
型
拡
声
機
六

二

⑲

送

話

機

一

力

,
1
 

逃

ニ

・

(12)
堕
子
器
（
璽
＾
）
・
一

(13)

農
ご

(14)
下
懇
箱

~
-
．
（
1
5
)二の
膳
四

0
'
-
1
6
)
合
席
諮
―
―
1
0

(17)
茶
盆
（
洋

式
）
五

(18)
一
文
字
一

(19)
大

皿

二

(20)
水
大
皿
、
一

(21)

]
錦
平
皿
―
―

(22)
雲
月
花
皿
一

(23)
大
平
台
付
一

(24)
蛇
目
皿
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O
(
2
5
)
鮎
皿
（
大
）
一
六
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2
5
V
2
)
鮎
皿
（
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）
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一

(26)
深
鉢
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パ
イ
ス
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)
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一
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＿
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き
皿
二
〇
盆

•4
9
)付
出
入

:50)ふ
ぐ
ち
り

(51)
徳
利
二
四
，
（
62
）
う
に
r
n
l
-

共
）
一
．
九
念

(54)
銚

子

袴

一

0

(55)-

み

皿

（

大

、

小

）

皿

一

〇

廣
島
市
東
区
牛
田
町

滞

納

者

巾

野

友

卓

子

一
炭
島
市
段
原
町

滞

納

者

涸

水

勝

9’ 
'・ ●-

， 

治

，
 

(57)
ラ

-X*

>↑
 

代

廣
島
市
皆
実
町
二
丁
目

滞

納

者

芝

正

夫

(
6
9
)
H
梁
叫
‘
‘
ソ
ン
（
頭
部
の
み
）
、
一

｀
 

廣
島
市
平
塚
町
―
―
三
一

滞

納

者

対

尾

降

捻

(70)
＊
1
べ
．
一

(71)
吟

磁

ー

(72)
箔

物

一

炭
島
市
皆
実
町
二
日

．

滞

納

者

関

谷

絣

k

郎

稔
）
洋
服
ク

1

、A

ノ

事

務

机

一
麿
市
段
恩
中
町

坪

ー

野

恵

(75)
セ

ト

モ

ー

｀

廣
島
市
段
原
巾
町

井

上

郎

巖
島
市
京
椅
町

米

原

．

益

(76)
掛
時
計

子

(68)
看
板

炭
島
市
深
研
堀
町

需

納

者

板

詰

五

節

．．
 

炭
島
市
横
川
町
,I
.

丁
目

J

滞

納

者

竹

内

．

繁

市

(62)
ウ
ス
パ
ク
，
一

(63)
匠

物

台

一

廣
島
市
字
品
六
区

．

滞

納

者

痘

川

姑

弘

(61)
囮
物
（
七
ト
モ
／
）
四

(65)
應

接

イ

ス

ニ

、

・

廣

島

市

仁

保

町

大

河

需

納

者

笠

岡

喜

一

吾
e
2
)

モ
ー
ク
ー
一

炭
島
市
中
艇
北
町

滞

納

者

横

山

宗

｀
 

(67)
パ
イ
ス

(61)
鍍
台

吉

ヽ
3
ノ．＇；

r

(02)
ミ
シ
ン

(91)
ギ
ク
ー

．
 

(90)
銃
台

・
雀

炭
島
市
宇
品
町

滞

納

者

八

＊

紫
一

．
 

、4
く
と
1
1

テ
ー
プ

1--
-

I

 樹・

炭
島
市
土
手
町

J
▼
 

滞

納

者

佐

藤

知

太

廣
島
市
下
柳
町

＇

需

納

者

厄

島

英

正

廣
島
市
廣
漱
元
町

滞

納

者

松

本

＾

ッ

ヱ

廣
島
市
中
町
ニ
―
四

ー

滞
納
者
株
式
合
社
玄
武
商
合

(84)
玄
武
醗
醐
味
（
二
打
入
）
阻
箱

(85)玄
武

D
.
k
:
s
(
―
1
0

0
ヶ
）
一
箱

(

8

6

)

]

点
武
靴
ク
リ
ー
ム
(
'
―
二

0
ヶ
）
、
一
箱

(87)
一

[

委
粉
白
粉
（
1

1

El(
ヶ
）
一
箱

(88)
玄
武
ク
リ
ー
ム
(
+
六
打
z

人
）
一

廣
島
市
災
漱
元
町
＇

松

＊

譲

・

・

滞
納
者

(89)
四
天
ク
，
J

(83)
ラ
ジ
ナ
（
四
球
）

廣
島
市
舟
入
本
町

滞

納

者

洞

山

五

郊．

(82)
閥
杓

(80)
ラ
ジ
ず
（
四
球
）
蝙

箱
）
ラ
ジ
オ
（
四
球
）

[

．

 

艇
島
市
袋
町
―
―
―

）
 

滞

納

者

未

元

ア

キ

ヨ

(81)
衣

裳

箱

一

，

、.. 

函
郎
島
市
束
雲
町

一

滞

納

者

櫻

．

井

武

．

需
納
者

沖

裕

戒

.,,.・‘̀．．''.. : •-".い、.. もとa.9,.'• ¢4 - 9'- ？， 
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へ
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ー
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t
 

00 

、
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t

 
nと

、
,
｝
• 
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6

揉

~

I

l

"
小
J

i
l
p
u
-

い

1
,
.
 

●
ー
―
一
●
●
―
-
•

，
 

1

占
•
`
‘
、

’

‘

F

-

,．
 

9

.

＇ 

一，

．
 

．
．
 

ー

・

・9

‘

“

'

4

,

’

<

.

i

,

．
 

．
 

鼠

’

'

，

．

了
し[
!
\
i
,
'，
；
；
：
'
：
j
;＂
＞
1
‘
?
．
．
ぷ
〗

l
I
L
ぃ
，
叫
打
9い
’
い
い
．

u・
心
魯
｀
i
L孔
，
り
ぃ
·
:
」

"
kサ
‘
叫
，

d
L
i
翡
叫
訂
州[
iい"
v
i
J

け
｀
湘
＼
刈
叶

i
i
'
闘

t
i
I
ヽ
ヽ
叫
・
バ

"
:
9
]

、旅 gt 明 （普通旅我・喘否旅我）
．
に
円..
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一
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俯考 本様式は使途に従い不爪の文字は、まつ滑して使用すること

□T~~l□1-11 □A"1 

11 11 

iゴ□1]11-

ト

ー、
5

‘

U
名
｀

’
3
1
、”r
名

'
!
-
1
-
9
t
.

4
 

叶

．

王

苓

i

—
-
―
病
院
長
之
印
／
ー
一
疫
梁
協
同
組
合
長
と
協
議
し
て
左
ぷ
五
任
'

”
日

又
は
委
賤
す
る
。

1
 

一
〗

•
,
9
ぃ
．
．
」
、
・
丸
ー
に
定
め
る
も
の
の
外
は
、
本
底
の
例
に
よ
る
。
＿
士
笞
佃
年
廣
：
ニ

—
市
議
合
議
員
二
名

＿i,

項

に

，

．

｀

0
,
 

，

―

市

関

係

史

員

二

名

A

i

~

>

竹

第

十

・

―

市

良

栗

委

員

，

．．
 名

8

`

―ロ

孟

柾

式

は

．．
 
~
 

＠
 

H

H

 

？

t

院

学

識

経

瞼

者

一

名

一

―

i

一

・
月
月
病
＇
市
良
協
組
合
一
名
ッ
—
そ

。

民

“

業

年

年

市

祐

六

條

委

貝

合

に

委

員

長

及

び

血

否

。

E. 

一
蓋

―
’
[
9
.

〗
報
載
郎
委
員
髭
及
び
副
委
員
此
は
、
委
日i
t

昭

昭

浚

i

平

七

條

委

員

長

は

、

會

務

を

総

呻

唸

百

一

を

ェ

一

＿

閏

i

篇

が

記

第

―
-
〗
＇

-
C
:
：
年
和
和

『
誼
〗
・

9
,
9

自
至
．
保

．
集
す
る
。
．
ー
―

[
I

令

一

{

＿

i

亙

一

所

令

券

須

祉

委

員

合

の

謡

長

ば

委

員

長

が

当

Z

-

:
:
〗
市

―

-l:lt 

・

委

員

長

に

事

故

が

あ

る

と

き

は

、

ご

吝

こ

翌

こ

堡

―

n

住

年

本

有

す
る
。

•
1
-

―

爺他
C
-

．
じ
イ

―-
i

．
た
、

三

十

五

号

、

委

員

長

及

び

副

蓉

貝

長

共

に

事

故

が

あ

る

と

き

は

あ

ら

か

じ

め

委

'

[

t

・
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が
そ
の
職
務
を
代
珪
す
―
9
,
0

~
 
~
,
g・t
-
i
i
r
i
3

『C
も
r
g
t

―
三
、

ぢ
島

．

産

栗

局

．

委

員

合

は

委

貝

の

牛

数

以

上

の

出

席

が

な

け

れ

ば

合

議

を

開

I

ヽ

こ

⇔

翡

誓

十

一

條

に

規

定

す

る

扶

養

栽

族

移

聰

料

；

三
、
別
記
笹
―
―
平
J
様
式
に
よ
る
も
の
。
•
•
い
・

施
設
再
建
漁
究
諮
間
委
員
含
規
程
を
次
の
よ
う
と
が
で
き
な
い
。

〗
廣
貫
喜
談
事
は
出
應
議
員
の
過
半
数
で
決
し
益
可
否
同
数
の
と
．
條
例
第
二
十
七
條
に
規
定
す
る
月
額
旅
我
．

き

は

議

是

の

決

す

る

と

こ

ろ

に

よ

．

る

。

・

四

、

別

記

第

四

妙

様

式

に

よ

る

も

の

。

・
六
月
五

H
.

1
,
．忍・畜

麿

市

長

浜

井

信

一

―

―

閃

條

委

員

合

に

幹

翌

若

千

名

を

誓

委

員

長

が

魯

鼓

す

る

0

條
例
第
二
十
七
條
に
規
定
す
る

H
額

薔

｛

、

．

靡

は

委

員

長

の

指

揮

を

受

け

台

務

を

処

理

す

る

。

五

、

別

記

第

五

号

様

式

に

よ

5
も
の
。

:

、

＇

)

亙

産

施

設

再

建

融

安

諮

問

委

員

合

規

程

慶
條
委
員
長
は
導
門
的
事
項
に
つ
い
て
必
要
と
認
め
る
楊
合
は
條
例
策
三
十
四
條
に
規
定
す
る
f

翌

麿

旅

費

，

．

ぶ

ー

げ
嘉
級
園
菰
の
振
典
を
る
図
た
め
炭
島
市
謀

弓

屡

爵

貫

合

（

以

下

委

員

合

と

い

う

o)
を
委
貝
以
外
の
者
を
合
議
に
出
席
さ
せ
て
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
六
、
別
記
第
六
羞
式
に
よ
る
も
の
。

日

〖:
3

き
る
。
．
條
例
笹
孟
蔀
七
項
に
規
定
す
る
旅
行
販
雙
は
死
亡
の
楊
合
の

．ぷ

”

E

E

恒

た

第

十

條

委

員

合

の

審

議

内

容

に

つ

い

て

、

特

別

の

場

合

の

外

、

．

極

欝

．

．

•
,
i
,
、:
6

認

と

し

て

一

般

に

公

表

し

な

い

も

の

と

す

る

。

七

、

別

記

第

七

号

株

式

に

よ

る

も

の

。

ー

．

條

例

第

三

條

第

八

項

に

規

定

す

る

旅

我

を

喪

失

し

た

揚

合

の

旅

我

ふ
い
八
年

~

ー2
 

怜

3
t
i
l
l
,
1
f
l

ぎ
こ
＼
号
．

2
~
條
例
第
一
二
十
八
條
に
規
定
す
る
外
国
旅
行
の
旅
我
を
話
求
す
る

,
I
 

：＇羽

?’―¥ 

1

‘

昭

中

一

般

楊

合

に

つ

い

て

は

別

に

定

め

る

。

．

•
`
＇
鴫
r
、

t
,
'

,
 ．
． ,•———— 

~
-
＝
一

9
.
1
 

9
t
1
 

rkJ

――
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-
|
|
r
 

や
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尺ぃi
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r
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廣
島
市
路
森

第

一

條

本

市

に

お

＿

粟
生
産
施
設
再
雑

．
設
訟
す
る
。

笹
一
條
委
員
合
は
＼
市
長
の
諮
間
に
應
じ
廣
島
市
農
業
生

-Eti苔
n

．
t
再
建
磁
捉
制
度
の
適
正
な
巡
営
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

笹
―
一
條
委
員
合
の
事
務
局
は
、
廣
島
市
殷
水
産
課
内
に
四
'
‘
°

第
四
條
委
員
合
は
、
第
二
條
の
目
的
逹
成
の
た
め
左
の
事
項
を
猫

『
．
議
す
る
。

炭

島

市

長

・

浜

井

信

産

栗

局

．
殷
島
市
脱
業
生
産
施
設
再
建
漁
究
諮
間
委
員
含
規
程
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

一●，

昭
和
二
十
七
年
六
月
五

H

廣

島

市

訓

令

第

一

二

十

五

号

‘‘ 

No. 

診 痰 ．券

住所

年令 年蒻業

本券自昭和

有効．至昭和

年

年
n
 月

殿

祉合保浚廣島市民病院

H
 
H
 

＠ 

第
九
條
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
は
、
本
底
の
例
に
よ
る
。

別
記
様
式
．

ヽ l.-

‘• • 
’‘  

,
＂ 

_＿一●―
ヽ匂

び
な
形

,＇ ，、• 
—‘•,' 

―――
 

．
 

＇
祉
台
保
険

↓

廣

島

市

民

9
ー

し

病

院

印
ヽ

⇔ 

病災社

院島・台
長・
之市保

朋民阪
ヽ

A
1
 

4
 

r,
＇ 

hilt-_
＝＂
4
夕
2
-
-
l
ー「＇ーーノ与．庶

―― 

＇ 

舟

ー一●―●●-＝

一
、
廣
島
市
戻
梁
生
産
施
設
再
建
磁
安
制
度
の
限
資
基
本
方
針

二
、
瑕
査
制
度
に
よ
る
服
衣
先
の
選
定
・

三
、
其
の
他
融
査
に
対
す
る
必
要
な
事
項

第
五
條
委
員
會
の
委
員
は
、
十
名
以
内
と
し
あ
ら
か
じ
め
廣
島
市

疫
梁
協
同
組
合
長
と
協
議
し
て
左
の
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
任
命

又
は
委
賤
す
る
。
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員
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史
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一
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良

協

組

合
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翌
ハ
條
委
貝
合
に
委
員
長
及
び
湖
委
員
長
一
名
を
訟
く
。

委
員
髭
及
び
副
委
員
此
は
、
委
員
が
互
逸
す
る
。

第
七
條
委
員
長
は
、
會
務
を
総
理
し
必
要
に
應
じ
て
委
員
合
を
招

集
す
る
。

委
員
合
の
謡
奨
は
委
員
長
が
当
る
。

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
西
吝
員
是
が
そ
り
職
窃
だ
代
坪

す
る
。
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長
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副
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貝

長

共
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員
長
の
指
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す
る
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員
が
そ
の
叫
を

委
員
合
は
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貝
の
牛
数
以
上
の
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が
で
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。
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會
の
談
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は
出
席
議
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弘

空

芸
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き
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決
す
る
と
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ろ
に
し
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砂
八
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委
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合
に
幹
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揮
を
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＾
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選
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貝
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條
厳
島
市
職
員
の
旅
我
に
関
す
る
條
例
（
昭
和
二
十
七
年
廣

島
市
條
例
第
十
七
号
。
以
下
條
例
と
い
う
。
）
第
十
―
-
＿
條
第
一
項
に

規
定
す
る
旅
我
甜
求
杏
（
炭
島
市
予
位
決
焚
及
ぴ
合
計
規
則
第
十

ニ
サ
様
式
及
び
第
二
十
六
号
様
式
）
に
添
付
す
る
布
類
の
様
式
は

別
記
の
通
リ
と
し
左
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も
の
．

3

．
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條
例
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十
六
條
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規
・
9

と

す
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旅
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．
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、
市
附
近
地
g
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婦
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係
る
旅
伐
に
つ
い
て
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、
別
記
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一
号
様
式
の
二
に
よ
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⇔
條
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四
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る
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国
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第
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る
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一
号
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．
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條
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項
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旅
我
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求
害
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沿
付
す
る
明
細
粛
の
様
式
に
関
す
る
規
程

井

信 ●●●―
-1-

旅
翌
棗
湛
に
添
付
す
る
明
細
湛
の
旗
式
に
関
す
る
規
程
を
、
次
の

よ
う
に
定
め
昭
和
二
十
七
年
六
月
二
十

H
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
1

1

十
七
年
六
月
十
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昭
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二
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七
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十
七
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本
職
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免
ず
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昭
和
二
十
七
年
六
月
十

H
（
各
油
）

．
＇
珈
務
史
員

社
合
保
険
脱
島
市
民
病
院
庶
務
課
勤
務
を
命
ず
る

昭
利
二
十
七
年
六
月
十
四

H

末

刹

秀

友

松
尾

-•-r' 
ー
、
.. ~,1 

．
 

．
 

布

且

培

造

竹

中

・

忠

雄

事
務
吏
員

事
務
史
員
‘
t

事
務
史
員

事
務
史
員

事
務
史
貝

事
務
史
員

事
務
史
員

技
術
史
員

技
術
史
員

技
術
史
員

技
術
吏
員

技
衛
吏
員

技
術
吏
貝

技
術
史
拭

技
術
史
貝

兒永堀西 rn]Ifij浜 佐 下 石 大 香 多 山 中
玉 井 野 本 井 井 田 々 ltd．井璃川田崎家

木 千

英九粂源餅義 幸克代願
正一郎吉一市徳茄力忠男己炭助一

五
月
淀
例
市
識
合
に
お
い
．
て
左
空
辿
lJ談
決
さ
れ
た
。

笠
月
二
十
六
日
）

一
、
第
四
十
―
―
―
号
議
案
脳
島
市
納
稔
奨
励
條
例
の
一
部
を
改
正
す

希
望
事
項
付
原
案
可
決

る
條
例
制
定
に
つ
い
て

一
、
策
五
十
ー
―
一
号
議
案
．
廣
島
市
営
住
宅
行
理
條
例
制
定
に
つ
い
て

修
正
議
決

一
、
詔
第
十
二
炒
民
生
事
業
に
対
し
適
当
な
る
予
邸
拍
匠
要
望
に

採
択

つ
い
て

一
、
調
第
十
―
―
―
号
炭
島
市
我
体
樟
香
者
一
節
祉
協
合
に
対
し
助
成
金

採
択
．

要
望
に
つ
い
て

一
、
語
第
十
七
号
成
人
保
誨
司
合
に
対
す
る
補
助
金
交
付
要
望
に

採
択

つ
い
て

一
、
詔
第
十
四
号
本
川
小
学
校
々
合
建
設
第
二
期
工
事
途
行
に
つ

採
択

い
て

一
、
、
甜
第
十
五
沙
白
島
小
学
校
々
含
培
築
に
つ
い
て
探
択
．
‘

一
、
詔
第
十
八
号
字
品
中
学
校
々
合
噌
築
に
つ
い
て
探
択
、

'
一
、
節
第
二
十
＂
ナ
J

．
竹
屋
小
学
校
々
合
培
築
要
望
に
つ
い
て
採
択

一
、
詔
第
十
＂
ナ
J

通

称
i
1
9

須
地
域
に
硲
須
町
士
町
名
設
定
に
つ
い

採
択

て
一
、
第
五
十
五
号
雌
案
脱
島
市
議
令
定
例
合
條
例
制
定
に
つ
い
て

、
•
原
案
可
決

一
、
第
五
十
六
＂
ナ
ぷ
珀
案
脳
島
市
証
明
及
び
閲
梵
手
数
料
條
例
の
一

肌
案
可
決
．

部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て

一
、
第
五
十
七
＂
ツ
議
案
•
H木
國
と
の
平
和
條
約
の
効
力
発
生
に
伴

う
琺

ilの
慾
戎
免
除
及
び
収
入
役
等
の
賠
償
の
貨
任
に
基
く
債
務

の

免

除

に

関

す

る

條

例

制

定

に

つ

い

て

．

原

案

可

決

ー
●
第
五
十
八
＂
玄
箪
案
炭
島
市
栂
且
台
館
條
例
制
定
に
つ
い
て

.
b
a案
可
決
．

、
第
六
十
三
＂
ナ
J

議
案
契
約
締
紐
爵
点
に
つ
い
て
原
案
可
決
奮

ヽ
節
五
十
九
ゲ
ぷ
5
案
、

Pulll
二
十
七
年
庇
西
炭
屈
市
特
別
合
計
社

令
保
芭
炭
島
市
民
剤
院
収
伐
入

lll予
岱

厄

生

委

只

合

付

託

◎
雑

報

一
、
第
六
十
ゲ
J

議
案
祉
合
保
瞼
炭
島
市
民
病
院
條
例
制
定
に
つ
．
い

右

て

．

laj

一
、
穿
六
十
一
平
謡
案
社
合
保
阪
餃
島
市
民
病
院
使
肝
料
及
び
手

数

料

條

例

制

定

に

つ

い

て

固

．

右

、

．

一
、
第
六
十
二
平
ノ
議
案
特
別
合
計
股
匹
に
つ
い
て
固
右
'

一
、
第
六
十
阻
＂
ク
議
案
契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て
[

阿
右
．
．
『
＇
，

一
、
第
六
十
況
沙
議
案
軌
逍
敷
設
特
許
巾
詔
に
伴
う
窟
見
の
決
定

*

'

建

設

委

員

合

付

託

に
つ
い
て

一
、
第
六
十
六
歩
議
案
財
産
の
処
分
に
つ
い
て

InJ
．．
 

右
．

（
五
月
二
十
八

H
)

．

一
、
第
五
十
・
九
沙
議
案
昭
和
二
十
七
年
度
脱
島
市
特
別
合
計
社
合

•
原
案
可
決
．

保
除
脱
島
市
民
病
院
我
歳
入
出
予
鉢
＊
1

一
、
第
六
十
号
議
案
社
合
保
瞼
跛
島
市
民
病
院
條
例
制
定
に
．
つ
い

9

1

修
正
可
決
9
.

て
一
、
第
六
十
一

＇妙
諮
案
ヽ
社
令
保
改
廣
島
市
民
病
院
使
川
料
及
び
手

数

料

條

例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

一
、
第
六
十
二
号
談
案
特
別
合
計
設
訟
に
つ
い
て
原
案
可
決

一
、
第
六
十
四
r玄
班
案
契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
で
原
案
岡
窯
・
a.i

一
、
第
六
十
五
＂
玄
班
案
軌
逍
敷
設
特
許

Ill防
に
伴
う
滋
見
の
決
定
に

●
原
案
可
決

つ
い
て
＇

一
、
第
六
十
六
＂
ツ
諮
案
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
原
案
可
決
，

一
、
甜
笠
主
な
翌
町
地
区
排
水
施
設
、
公
園
妥
匹
等
の
改
将

．

照

備

に

つ

い

て

採

．

択

一
、
防
第
十
九
"
1
J

比
治
山
保
肪
協
合
に
対
し
季
節
の
管
利
招
及
び

捕

助

金

交

付

淡

策

に

つ

い

て

ぃ

留

保

閉

勺

巾

卯

オ

ぶ

・

9

一
、
詔
第
二
十
一
＂
●
ノ
、
廣
島
眠
國
帥
社
々
地
を
歎
地
公
閑
区
城
．
よ
リ

探
択
'
•

除
外
に
つ
い
て
．
一

一
、
議
員
批
應
陀
面

"・J
旅
均
市
玲
双
貧
令
條
例
の
一
郊
を
改

正

ナ

る

條

例

制

定

に

つ

い

て

．

．

犀

案

可

決

．

9

（
六
月
二

u)

一
、
議
且
批
川
依
十
五
が
秤
粘
法
改
j
E
注
案
に
対
す
る
窯
且
丼
捻

批
川
に
決
定

ヽ

•
U
Iに
つ
い
て

＇
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ク

ク
を
委
成
す
る

ク 助

役

数

育

長

呼
察
本
部
長

廣
島
市
表
彩
委
員
合
委
員
に
任
命
す
る

議
會
議
貝

ク

山田松任池杉
本中坂都永ヰす

栗'、
政

実好義一 fit太
- - jE興猿郎

高
山

宮
川

西
村

―――― 
造
六

徳
一

◎
僻

令

事
務
史
員

務
係
長
を
命
ポ
‘
る
J

桑
原

．
 

幅
祉
事
務
所
長
を
命
ず
る

事
務
史
員

山
手

厚
生
局
社
台
課
長
を
命
ず
る

総
務
局
調
査
課
長
を
命
ず
る

事
務
史
景

吉
田

'̀̀ 

ヽ 逹

茂．光雄

， 

りri 

出

,. 

伯

佐

郡

玖

波

町

、

田

中

重

実

ー

ー

昭
和
二
十
七
年
五
且
二
十
四

H
（
各
通
）

事
務
史
貝

社
合
保
阪
廣
島
市
民
病
院
事
務
局
長
を
命
ず
る

事
務
史
員

趾
合
保
阪
廣
島
市
民
病
院
庶
務
課
長
を
命
ず
る

事
務
史
員

奔
弘
し

助
治

國
安

永
井．

 

栄 要

昭
和
二
十
七
年
六
月
五

H

,

店
島
市
選
挙
管
理
委
員
合
委
貝
此

一
、
種
類
政
治
安
金
規
正
法
第
十
二
條
に
よ
る
報
告
沓

自
昭
和
二
十
七
年
一
月
一

H

至
昭
和
二
十
七
年
四
月
―
―

-
+
H

二

、

期

間

一
三
、
報
告
湛
の
要
旨

叫

ー

ニ

羹

山

ー

ー

ー

附

以

上

の

m

の名

叫

＿

1

1

`

H
本

社

合

党

廣

島

支

部

ー

i_-

一，

四

、

主

要

な

寄

附

者

及

び

支

出

，

（
一
）
寄
附
者

一

ー

か

ftl

政
党
、
協
會
そ
の
他
の
固
麿
一
寄
附
の
総
額
‘
件

K

．
 

一

日

本

社

合

党

腐

島

支

部

―

-‘ooo_

.
（
二
）
支
旧

＿

政

党

協

魯

の

喜

、

固

麿

―

支

出

の

円

件

H
本

社

合

党

廣

島

支

部

―

.

＾

、

0
0
0
-

他

の

-
_
 

．
J

◎
選
泰
管
理
委
員
會
告
示

■
■

―
_
•
]
・
・
：

F

．

一
廣
速
管
告
示
甲
第
二
号

政
治
蚕
金
規
正
法
第
十
二
條
の
規
定
に
よ
る
報
告
湛
の
要
旨
は
次

の
通
リ
で
あ
る
。
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事
務
史
員

技
術
史
員

事
務
史
貝

事
務
史
貝

事
務
史
貝

事
務
史
貝

事
務
吏
貝

事
務
史
貝

事
務
史
員

事
務
史
貝

事
務
史
員

事
務
史
員

事
務
史
員

事
務
史
艮

技
術
史
員

技
徽
史
員

技
術
史
員

事
務
史
貝

事
務
吏
頂
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突

・
喜

1
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2
ー

‘

•
9
事
務
吏
員

,
•
1

ー
：
•
ー

’
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事
務
局
勤
務
1

径
爺
ず
る
ヽ

事
務
吏
員

．

．

 

水

上

ニ

一

洋

1
 

會
課
揆
眠
係
此
を
命
ず
る

事

務

史

貝

手

島

悟

・

會
課
勁
務
を
命
ず
る
，

五
十
七
年
六
月
九

H
（
各
通
）

・事

務

史

頁

丸

本

柿

1

.

技

術

史

員

田

中

徳

男

．

技

術

史

員

桑

原

佐

一

事

務

史

貝

＂

岩

田

新

．

一

＿．ー・、一

事

務

吏

貝

飯

千

t

・

事

務

史

貝

．

南

．

登

次

郎

、

事

務

・

一

咎

貝

中

村

伴

一

―

.-

支
§
じ

1

左

店

雄

に

郊

〔

一

ニ
‘,＊ 1
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3
 

数

一

支

―
―
―
ぶ
匹
記
手
当
、

一

の

目

i
 

,
｀
,
t
ヽ
，
＇
，
＇

i
者
の
氏
名
及
が
一
職
梁
＿
住
夏
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

娑
l

ー

障

体

，

名

一

波

多

野

秀

男

＿

ー

一

廣

島

市

大

洲

町

．

団

体

政

党

協

合

iそ

平
井
憲
太
郎

.

.
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厚
生
局
祉

昭
和

厚
生
局
祉

ー

競
輪
競
馬
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各
任
命
権
者
殴

t

ぶ
‘
.
／
，
訳
島
市
職
貝
退
職
手
善
支
給
條
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
市
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贔

月

裟

条

例

の

一

部

を

改

革

る

条

例

を

J

こ
に
公
布

デつ。
'

昭
和
ー
ー
十
七
年
七
J
j
l
"

了昭

・
広
凸
市
長 三亭`

一
」

梃
往
ー
'
|
|
_
．
|
|
|

（

翡

主

一

＿

翡

主

と

一
ー
破
ハ
の
分
限
に
渕
す
る
手
紹
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

一
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

言

g
ー

叩

整

鴫

昭
和
ー
ー
十
七
年
七

J
J
-
n

広

島

市

長

浜

井

広
島
市
条
例
第
五
十
ー
ー
一
号

戦
は
の
分
限
に
渕
す
る
手
紐
及
び
効
朱
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
冗
す
ー
ク
条
例

浜

ーt 

m
 -
[

 

Jt民
登
録
証
期
中
2

発
行
行

広

島

市

長

⑪

昭

和

平

月

日

発

行

広
何
川
登
録
筍

氏
名

,＿●
、丘
葛

ヱ
I . 

• , .', 
. ，． ， 

， ．． 

市:.・-・. _.. ・・甜

n 

[

ら
な
い
。

ロ

（
変
更
懇

第
八
条
．
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
変
更
屈
ほ
、
そ
の
屈
出
義

務
者
の
仕
所
の
区
域
を
所
管
す
ろ
本
庁
又
ほ
出
張
所
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
外
移
住
国
）
＇

第
九
条
法
第
一
一
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
国
外
移
住
屈
ほ
、
そ
の
屈

出
塁
壁
者
の
住
所
の
区
域
を
所
管
す
る
木
庁
叉
ほ
出
張
所
に
提
出

一

月

い

い

証

明

の

手

数

料

）

．．
 第
十
条
住
民
漿
又
ほ
戸
時
の
附
粟
の
閲
院
、
抄
本
芳
し
く
ほ
抄
本

、

又
ほ
膀
本
、
抄
本
の
記
載
事
項
に
変
更
が
な
い
こ
と
の
証
明
又
ほ

＂

住
民
粟
若
し
く
ほ
戸
籍
の
附
粟
に
記
載
し
た
瑣
項
の
証
明
の
交
付

｛
 

を
請
求
す
る
者
ほ
、
広
島
市
証
明
及
び
闘
g
共
手
数
啜
条
例
盆
昭
和

、

二
十
二
年
九
月
一
日
広
島
市
条
例
第
十
七
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
手
数
料
ヤ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蔽
則
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
．

A

ら
条
例
に
定
め
る
も
の
の
外
、
住
民
登
鈍
事
務
の
処

．

珂
に
椀
す
る
必
製
な
浙
項
ほ
、
規
則
で
定
め
る
。

・

附

則

こ
の
条
例
ほ
、
昭
和
二
十
七
年
七
月
一
日
か
ら
誼
行
す
る
。

別
記
様
式

9二：t．．．，
9 99 ■-, 1,ん

、 1 ・ ＇・• ,
9 、 !: '• ． ． ‘ • . ． 9..

.· ' •., 』＇,', '
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吏
負
一
、

0
九
六
人
（
内
社

ー

会

輻

祉

主

事

＝
l

-

七
人
）

そ

の

他

の

職

負

六

i
l
-
A

市
長
の
事
務
部
局
の
職
員

（
計
＇
．
一
、
七

0
八
人

吏

員

相

当

樅

凩

一

七

人-
7
^
 

ニ
八
人

雙
菜
邸
認
羅
局
の
職
負
言
の
他
の
職
負

計吏
員
相
当
轍
因
―
―
―
―
入

そ

の

他

の

職

偵

一

七

人

晨

管

悶

氏

会

の

事

務

部

局

の

欝

口

ご

計

四

八

人梢
防
史
役
•
一
マ
釜
人

史

凶

相

当

戦

殷

＿

一

人

そ

の

他

の

戦

負

一

0
人

元

七

人

六

腑

防

靡

喜

局

の

職

凸

更

凶

相

当

職

位

―

I
H
ハ
人

九
教
育
委
負
会
の
事
務
部
局
｛
そ
の
他
の
胃
ー
―
五
人

の
樅
員

r

六
一
人

tJ.n
 

第

二

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

＇

2

前
項
各
号

t
第
七
号
を
除
く
。
）
に
定
め
る
吏
負
又
ほ
吏
位
相

当
糀
屈
の
定
数
に
欠
ハ
が
あ
る
楊
合
に
お
い
て
、
当
該
檄
凶
の
任

命
権
者
ほ
、
そ
の
欠
い
数
の
師
皿
内
で
、
そ
の
他
の
糀
tlLを
そ
の

定
数
を
こ
え
て
閻
く
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の

nか
ら
施
行
す
―
念

一
広
島
市
条
例
第
五
十
二
号

•
•

広
島
市
樅
負
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
市
戦
負
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
一
＿
＿
月
＝
＿
十
日
広
島
市
条

例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

5
に

改

正

す

る

。

'

第
二
条
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第
九
号
を
そ

れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
改
め
、
「
合
計
三
、

0
七
四
人
」
を
「
合
計
―
―
―

、

0
八
七
人
」
に
改
め
る
。

危‘

,.,._ 

A--
I
r
L.
 ＂ 

ーh
m心、’

人

.... じrヽ

一
職
負
の
分
限
岳
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
ー
1

十
六
年
八
月
十
一
日
広
島
市
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

職
負
の
分
限
に
開
す
る
条
例

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
こ
の
条
例
の
目
的
）

第
一
条
こ
の
条
例
ほ
、
地
方
公
務
負
法
盆
忠
竺
一
十
五
年
法
律
第

ー
ー
ー
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
及
び

一
部
二
十
八
条
第
一

1

一
項
の
規
定
に
枯
き
、
喘
員
の
滋
に
反
す
る
休
職

の
場
合
並
び
に
職
員
の
意
に
反
す
る
降
任
、
免
樅
及
び
休
職
の
手

続
及
び
効
果
に
関
し
規
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
．

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
、
第
二
条
を
第
一

I

一
条
と
し
、
以

下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

（
休
職
の
場
合
）

第
三
条
法
第
一
＿
十
八
条
第
二
項
各
号
の
一
に
該
当
し
て
休
罹
さ
れ

た
職
員
が
、
そ
の
休
檄
の
水
由
の
前
滅
又
ほ
そ
の
休
檄
の
期
間
の

涸
了
に
よ
り
復
職
し
た
と
き
に
お
い
て
定
数
に
欠
見
が
な
い
雙

n-

に
お
い
て
ほ
、
そ
の
顔
に
反
し
て
こ
れ
を
休
檄
す
る
こ
と
が
で
き

る。第

阻

条

筍

四

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

．

．

5

第
一
一
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
休
職
の
期
間
は
，
-

定
数
に
欠
負
が
生
ず
る
ま
で
の
間
と
す
る
。
こ
の
揚
合
に
お
い
て

欠
位
の
数
が
同
条
の
規
定
に
よ
る
休
戦
者
の
数
よ
り
少
な
い
と
き

ほ
、
い
ず
れ
の
休
糀
者
に
つ
い
て
欠
且
を
生
じ
た
も
の
と
す
る
か

ほ
、
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
と
す
ろ
。

附

則

ー

こ

の

条

例

ほ

、

公

布

の

日

か

ら

旅

行

す

る

。

．

2

一
般
粧
の
開

H
の
給
与
に
樹
す
る
条
例
命
叩
和
二
十
六
年

l-＿月

l-l+H広
[
市
条
例
研
六
＋
＿
ー
ぶ
ウ
）
の
ー
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

邪
十
＿
＿
一
条
の
一
＿
研
四
項
の
次
に
次
の
一
項
な
加
え
る
。

5

慌
凶
が
買
ハ
の
分
限
に
渕
す
る
条
例
命
昭
和
ー
ー
十
六
年
入
月

:
+
-
n広
島
市
条
例
筍
十
六
号
）
汎
＿
一
条
に
定
め
る
祁
川
に
該
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殉 心ヽ・ ．一I- 前期のの同そけ＝の糀職職たる七夏手当十樅め•木手す甜条 ＝に十lを．‘て ：．．．＇．“1
駁°補．の ＇ 呪廊磯具 ＝一受 るが（I) 戦

日条柑1給合条のる十給期期期額在年期当を七する、市当る＝例 十開七支扶休 ，9，：.

ーらとり群 腹 分項け ま二に
あ し醐J絨者 ； を節の与計例者職六与 rillHl tHlと戦一手の支年るものの笈十 七す年絵荼猥 ・:．：'..l 

竺 隠賃四四平六・ビ＾九 d 疾 の第る で人相る いめ労 此 ，ヽ 、 も一計月額にが員年月がががす期月当額袷疫もの公支 1t牡：第 年る度す手さ し・ 1 i 
人 例父貝苔角黄角 呈呈呂れな一の功者 一三辿 け：以当と 功らが じヽ 、＇ つ項算．額と規昭＾三額三三六る間一のツすにのを務給手年五広七条 iさる当れ．·.),•、＂l

，るる般功 ， てに方にし定和以月ほ月月月 0 !：：日額 る限＾除員ツ当旋十島月例おこ及 tこ :,.9. :” 
以 邪 ほ呂呂 gg毯旦毯毯もとの労 牲 に 号 族 ー•上す息翌悶）の麿‘ヽ 、 ．一規法 t(g 、す二下三‘未以以 I，ぶかほ ゜‘）以く のに 市ーをけとびと I. l 
＿K -I-金 00 じ、相＇叉が 人のる
の 条約1四四 Iq円 Iり円円[L竺墜竺紺ゆ、 当ほ‘‘ にともら あも ＼、 金

月定ツじそる十→十一涸上上 じら｀ 、下＄薇 支お四長日こるが勁き 、9‘,..:•9
＠ っ、 す部 広 つきの

れるの一程 ． ，， とす ての給七一日般の六の て昭轍 こ→ 時 給け号• こ広で務ほ
と邪の ると般め労特 金・ る阻島 きほで

・ する 規・（也料年殷広戦場月場 ‘和員 の檄で勤にる に島き地.. .,.•' ，’・；

ほ 万I定ユ立四ロコ1. 六六七

さ＝決 らがに 狛1号 市 天 ‘ あ も 認 の る在則の‘七戦島の合未合左二の 条員あ務渕広浜公市る手そ ．｛・會

、 かに呂邑己ざ翌呂さきれあ蒋．の 上人に喘 〇一つの め模度 ， 
°職で職扶月の市轍涸 の十給 例 L-- つにす島

l-I；悶：：訃贔〗程度！］畠鳳： 寸 (F [ l]胄臼誓冒鼻；：［［。［！・［
第 2紹第 2第 第

• 第第広・ ＝広布 2 1 第第 ，，．，｀ 

＂ば "[:T‘)’木盟；`｀`；広信□［い 卓彗玉広靡叶畜附喜盈三息し；量“汀汀 ，，ll
は •印in 昆 fと投長木ー木長本 本 ir．ほ木本 急 非 ー 島 規 二災 でのる 0に

妨間部 、 断酔の広島条 ＝倍例 中一建島条 二建 手＝市条市の第手夏手， ’り．， t，

部冠部に部 部位‘部部措常掌贋則 十害◎き表と円至
で察外島市例 十察ほ則→部築市 十簗 当＋の例則長計＝当期当、 ．．；．’‘,、 •[ l

の 疫ポ長 長に市ほ＾骰災 ＇七対 なのき‘る
き吏‘市埒 七四 、 五を徘建例，七 蒋 け七公ほ が罪条の手の． ＇． ；• ＾ ,i ,

糾糾が故ほ ほ 腔 各 ‘gの害総害第 年策規い額ほ（口）ま
る餃こ稼・察第 年じヽ公 さ 、次 査 築 第 年 森 ‘年務‘ 定方筍支当支'’...`書r _」［

織 そが‘ ‘け機広下迩に，対四広六規 °と＝にで
J I のがの察牧五広七ゆヽ布 の会審五広七 会 昭広負公 め法二袷ほ袷 ' ,99,＇，9、.ll

を

ほ のあ本 市る渕島-,日j際 策十島月 HIJ 合 0 相ほ
に｀条吏じ、 島 月つヽの ょ条査十島月 条 和島に布 るそ項細‘・時 ：し i^

‘織駿る部 長°を市木円し則規 市 ＝ を L 、当一
・~ ·-1~ か危例負ゆ、十市三条 日 →ぅ例会 市一 例 ＝市対の °の及目昭期． ，，・←り'9 |i 

か害ののつヽ六長日例 力、 七に＾条五長 8 の・ 十条す日 他ひ.-ヌ打ツ ， 
左枯と賭を以役部滑て！llj七長十iiI,て 0 す人 わを定＇践条 をらど改昭例 ．一 七例るか 夏前土 .̀.9:: I] 
のをさ般 ‘つ ll}j・ーな 号ー :=I ・1 ~Q るに ら加めじヽ例 ・

号 号
こ胞 正 和 の 部 年 第 特 ら 1t] ＝+  :：, ・,； 

朋腐 l月靡嬰孟官t、棗虞 派日` 貝ll 忍且li囚 す：店そ竺：、 浜亡 g醤t旱盃浜 孟農寄盟胃 雪喜菜 9 1!1 
と す木エi1 部 て設 う施予
する部を 長 ‘既＄を防・

す＇ 〇 そ 三 に ． ．これこに 公るめ。七を 正限号当す の規七 :’! 

ろ°長掌ほ分す＇図対 井る ‘れ 0相
れ‘ろつ・ 9 = )ト布゜令年改井 す り~‘のる 支定月 ・ i l 

広正
の珂 ‘ 餘るをる策

〇ぞ‘当 を又にい る‘第支°給す． 十 1:・.f/,... 111 
定す助ほ°戦た及 • O れ 0 す

かはよて る 島す 条こ二給 にる日・

める 役 ‘ 既めび 、信 ， 〇壻〇る
・え災るほ 信° 市る信 例れ条に． 閲もに ・『□4Ill

る ° を 屈 ［ す‘救 、 円額 0 と し
・ り厄° • 条条 ををの関 しの支 ．，99'i l! 

みを別 例例 こ支規す 必の給門巳『菟嘉〗 三 ：〗（］眉 1代 1l：翌塁届 三 悶三 i1？信孟 雰外 tI;,)Ill! 
よ充て災そ る但に 0 としめ

公なよ例 細在 °. :．．．． I !」
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．総七序務き六が職役職
こ ろ八市七六災の五 ー表四又けの場を治三代のな " 1 

=~ ~i}· -t--1疇十九｝＼七六五 11B三＝一総務条係に部を部ほ副条任孫負係職班員部
．の °条笠条条害と条る害十ぼ度 る三族 の条ほ‘牲合援体条じヽた< ,‘.： '、-：l.il,
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の 9関令在 項渠の宙の庶総 部司がが 長の．ヽ lま帆喘‘課ら班 部

へ 名 他贔す｝こにのに測に動務合 ・矛夕のそあ 及定本‘す員市長‘長の長
布 の委金金十族じヽの二員家百欽る例隈，百ゆヽろ金しに旨該に｀定与とを！ii:i'-．:lllil 

． を指 の る ， びめ部部る‘長‘市ほ中ほ
(JD 施員のの三の ．ゆヽ 程十公族万じヽ°第員万つヽに ：のなょを 1祠つ広ほすな逹i．り．二．．,'J¥llt

のの のとろ渕渕報関料関負に澗
叩 動、 主 のこすす ftす箭すに関絡 分揮戦と 班る長務°消が係長‘か｀

H 行会授投条晦つヽ 度号務の円ゆヽ以六の円金ょ種いる！ ！司家い島‘るり行：．．！｛，•••• ::)』,
岱 h 戸 Iとろろ‘る報る渕す統 掌を務き 長 順 を を 防任長が市ら木

か に＇存与与及囲金 ほツ災状以つヽ下十給以 り 類 こ 伐 じ 地 て 市 国 こ 、 し ：＇、‘、9:ii附

iP 1こ に 料° ここ公こにこする制 す受をほ ほ序補掌 喘 命‘任課‘市 ， 
ら 椀閥に（3:び 及 ほ ‘別害況下金同＝与下 授、］ととじヽく方‘特家と又た ，

び渕 駈 I: とと表と関とるこに るけ代‘ ‘に佐理 員又消命長市樅
旭 しくつ‘節び‘ 同表補にと ・じ号にと 与ぴがゆヽす笞こ察地がほこ ':・]]!i[

'r -r さM ° °啄°す°こと籾 たて珂部 所 よ し す 及ほ防又‘、長員
行 必°い広十順殉 表第樅よりし ~~I因し• I面ろなす にると°す め班す長屈り‘るび委局ほ梢が＾ tl9 
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一
災
害
梢
報
の
迦
絡
に
院
す
る
こ
と
9

―
―
梢
防
非
常
筈
備
に
渕
す
ろ
ご
と
。

節
ー
―
控
備
班

企
一
．
災
害
箭
報
の
辿
絡
に
開
す
る
こ
と
。

,
—
ー
梢
防
非
常
愁
備
に
関
す
る
こ
と
。

警
備
了
作
部

ヽ

，
庶
務
班

、
一
部
内
の
一
般
庶
務
に
渕
す
る
こ
と
。

＿
一
団
位
の
非
常
招
集
に
渕
す
る
こ
と
。

,
-
＝
箭
報
伝
逹
及
び
諾
連
絡
に
凋
す
る
こ
と
。

、

•
四
水
防
貸
材
璽
薗
逹
に
関
す
る
こ
と
。

五
団
員
の
医
療
救
誰
及
び
賭
給
与
に
渕
す
き
」
と
。

．

曇

砲

一

篇

轟

班

．

一
団
負
の
非
常
招
渠
に
椀
す
る
こ
と
。

―
―
舒
羽
広
逹
に
渕
す
ろ
こ
と
。

三
水
防
応
急
工
作
に
渕
す
る
こ
と
。

•

四
：

・
人
命
救
助
及
び
避
難
に
渕
す
る
こ
と
。

究
そ
の
他
監
籾
、
翌
戒
、
梢
報
辿
絡
に
渕
す
る
こ
と
。

笹

薮

紬

閉

作

班

．

一
団
位
の
非
常
招
街
に
渕
す
る
こ
と
。

-i

榜
報
伝
逹
に
渕
す
る
こ
と
。

．
＿
―
-
水
防
応
急
工
作
に
渕
す
る
こ
と
。

四
人
命
救
助
及
び
避
難
に
渕
す
る
こ
と
。

究
そ
の
無
韮
、
煕
戒
、
箭
羽
洲
格
に
渕
す
る
こ
と
。

誓
習
薗
班

i

柚
＂
ぢ
非
常
招
坦
に
渕
す
る
こ
と

0

―

―

岱

玲

岱

溢

に

関

す

―

な

こ

と

。

・

＿
―
-
水
防
災
空
作
に
梃
す
る
こ
と
。

旧
人
命
救
助
及
び
避
難
に
樹
＿
’
―
'
。
こ
と
。

，K

念

他

闘

腐

‘

絣

雑

洲

料

に

附

す

―
9

ー
こ
と
。

祁
i

l

i

や

八

▼

分

餃

芍
八
条

9IJ
代
は
、
原
則
と
し
て
漿
学
佼
加
学
区
只
内
の
木
部

K

の
9
止め―

-̂JfNiに
代
く
。

杓
九
条
分
似
の
開
訊

nlt、
た
の
通
り
と
す
―
念

罹
災
者
の
焚
出
に
隔
す
る
こ
と
0

,

義
捐
金
、
義
捐
物
資
の
配
分
に
渕
す
る
こ
と
。

第
四
章
，
招
集
そ
の
他

第
十
二
条
本
部
員
の
招
渠
ほ
。
本
部
長
が
行
う
。

2

本
部
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
ほ
、
間
本
部
長
が
行
う
。

第
十
一
＿
一
条
招
租
ほ
、
磐
報
｀
霞
話
、
電
報
及
び
伝
令
に
よ
っ
て
行

う。

第
十
四
条
部
負
ほ
、
非
常
災
帯
の
発
生
又
ほ
緊
怠
事
態
の
発
生
を
、
．

知
っ
た
と
き
ほ
、
第
十
二
条
の
規
定

g
か
か
わ
ら
ず
直
ち
に
所
定

l

の
場
所
に
参
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
‘.

第
十
五
条
部
員
の
出
動
に
際
し
て
ほ
、
身
分
を
表
す
腕
窄
を
槻
持
，
鼻

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

詈

平

補

則

第
十
六
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
、
本
部
欝
に
翠
ー
。

田印;;;＝
r
戸
い
九
月
＋
（
こ

広
応
市
災
掛
対
策
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
六
月
―

-+-H

広

島

市

提

浜

井

m
-
l
-

一

広

．

広

島

市

規

則

第

四

十

八

号

・

広
島
市
災
恋
対
策
飽
行
細
則

竺

｛

い

総

則

――
 ――

 .―-

．

筍
一
条
広
島
市
災
巾
9

対
策
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
祁

h
 ―

―

十

六

条

に

某

く

木

市

対

策

＊

部

の

述

四

い

に

つ

い

て

ほ

、

』

』

の

細

川

＇

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

旦

白

叶

汀

5

日悶
[
l
t
、昇
C

J

-

,a ー2

治
法
芍
頁
五
土
一
条
に
よ
ろ
市
仕
代
珂
順
會
斤
命
羅
ー
ー
土
ハ
年
六

一r.

一

ー

――
 二

，

町

Jj

茄
n広
島
市
規
則

m-l↓
'
-
＾
ツ
）
に
よ
る
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・
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笹
―
一
条
行
扉
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は
、m
年
十
一
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＂
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で
に

m
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ょ

ー
ー
出
と
の
司
稲
に
隈

1
フ
。
こ
と
，

＇
一口

給

与

班

”

.

.-

.

.
1, •

本
部
懇
負
に
対
す
る
一
般
給
与
に
四
；
＇

：
＿
一
義
捐
金
、
義
捐
物
資
の
収
扱
に
関
す
る
こ
と
。

．
協
力
動
負
部

、

庶

務

班

，

一
部
内
の
辿
絡
統
制
に
開
す
る
こ
と
。
．

＿
一
部
内
の
一
般
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

• 

-

.

 

1

1

一
学
校
そ
の
他
教
育
機
渕
施
設
の
収
川
に
関
す
る
こ
と
。

動
員
班

．
一
市
民
の
動
員
に
関
す
る
こ
と
。

i

一
学
徒
の
動
負
に
渕
す
ろ
こ
と
。

.

―
―
―
罹
災
学
徒
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

民
生
部

ー

庶

務

班

と。

部
内
の
蓮
絡
統
制
に
閲
す
る
こ

一
二
部
内
の
一
般
庶
務
に
関
す
き
J

．と。

三
民
生
部
に
渕
係
あ
る
箭
報
の
策
梨
及
び
必
嬰
事
項
の
報

告
に
厨
す
る
こ
と
。

四
部
内
の
他
の
主
管
に
駆
さ
な
い
こ
と
。

一
援
誰
班

一
罹
災
者
援
座
の
一
般
的
事
項
に
関
す
を
J

と。

―
―
救
助
物
資
の
配
分
に
院
す
る
こ
と
。

三
県
よ
り
支
給
を
受
け
る
援
應
物
資
に
閑
す
る
こ
と
。

濶
壺
班

一
罹
災
者
の
実
熊
調
壺
に
関
す
る
こ
と
。

救
施
防
疫
班

一
班
内
の
一
般
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
医
療
園
係
者
の
動
負
に
腿
す
る
こ
と
。

―
―
―
医
療
品
調
逹
、
整
理
に
関
す
き
」
と
。

四
本
部
員
の
医
療
救
戦
に
関
す
る
こ
と
。
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分

除

長

澗
分
餘
長
若
干
名

分

隊

付

若

干

名

班

長

若

干

名

＾

副

班

長

若

干

名

分

隊

負

若

干

名

2

分
餘
長
及
び
澗
分
隊
長
ほ
、
そ
の
区
域
内
の
住
民
で
逃
当
と
認

め
ら
れ
る
者
を
市
長
が
委
堀
す
る
。

3

分
除
付
、
班
長
及
び
分
険
負
ほ
．．
 

分
険
長
が
推
胞
し
た
者
の
中

か
ら
市
長
が
委
狐
す
る
。

4

分
隊
長
、
測
分
踪
長
、
分
踪
付
、
班
長
及
び
岡
班
長
の
任
期
ほ

一
年
と
す
る
。

＇
．

5

前
任
者
辞
任
の
際
ほ
、
後
任
者
が
任
ず
る
ま
で
そ
の
職
を
行

う
0

但
し
奮
補
充
に
よ
●
就
任
し
た
も
の
の
任
期
ほ
、
前
任
者
の

残
任
期
間
と
す
る
。

第
十
条
分
殿
長
け
、
木
部
長
の
指
揮
監
密
を
受
け
、
分
険
の
隊
務

を

掌

珂

す

る

。

．

2

澗
分
稼
長
ほ
、
分
餘
長
を
補
佐
し
、
分
際
挺
に
事
故
が
あ
る
と

き
ほ
、
分
篠
長
の
定
め
る
順
序
に
よ
●
そ
の
酪
務
を
代
珂
す
る
。

3

班
長
ほ
、
所
駈
分
餘
員
を
指
抑
監
好
し
、
班
務
を
掌
る
。

4

澗
班
長
ほ
、
班
長
を
補
佐
しt•
I
J
E

長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ

の
瑞
務
を
代
珂
す
る
。

5

分
殷
員
ほ
、
上
司
の
指
揮
か
上
受
け
て
阪
務
に
従
事
す
ろ
。

邪
十
一
条
分
殺
の
殷
務
を
分
掌
す
る
た

．め
、
左
の
班
を
閥
く
。

総
務
班

一
各
班
の
総
合
測
祁
統
制
に
渕
す
る
こ
と
。

二

梢

5
、

i"”
広
、
勁
伽
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
―
勅
い
計
阿
に
関
す
る
こ
と
。

．
 

．
 

四
救
川
、
撻
難
及
び
交
加
撒

rnに
樹
す
る
こ
と
。

｀
 

衛
生
紙

一
灰
燎
救
菰
、

JJj疫
に
関
す
―
0

こ
と
C

=-ntuふ
＂
、
拙
災
ふ
4

の
"
5
熊
咄
衣
に
関
す
る
こ
と
。

給紺
ー
救
助
物
訂

c界
に
樹
す
ろ
こ
と
。
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人
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技
術
部

庶
務
班

一
部
内
の
迎
絡
統
制
に
関
す
ろ
こ
と
。

＿
一
部
内
の
招
集
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
―
士
木
建
築
工
事
関
係
者
の
動
員
に
関
す
る
こ
と
。

四
資
材
及
び
器
具
の
調
逹
に
関
す
る
こ
と
。

宜

部

内

の

庶

務

に

関

す

る

こ

と

。

＿

9

六
部
内
の
他
の
主
管
に
屈
さ
な
い
こ
と
。

土
木
班

．
、

一
迫
路
、
梱
梁
｀
堤
防
、
河
川
の
応
急

t
作
に
関
す
る
こ
と
c

＿
一
応
急
工
事
の
現
場
指
部
に
渕
す
る
こ
と
。

―
―
―
砂
防
に
開
す
る
こ
と
。

＇

・

四
部
内
の
他
の
主
管
に
屈
さ
な
い
技
術
に
開
す
る
こ
と
。

齊
紐
班

‘9.

一
応
急
建
築
に
関
す
る
こ
と
0

、

.

、
泄
湾
班

一
悔
上
、
港
湾
の
防
糊
要
戒
対
策
及
び
応
急
復
旧
に
関
す
る

・
ノ
、
1
)
-
J
‘
、
1.ユ
T
.
l
・
―
.
'

九
罹
災
地
の
清
描
に
園
す
る
こ
と
。

；
十
死
体
処
理
に
渕
す
る
こ
と
。

菜
済
部

配
給
班

一

班

内

の

一

般

庶

務

に

関

す

る

こ

と

。

・

二
熙
給
班
醤
す
歪
硝
報
の
蒐
集
及
び
必
要
事
項
の
報
告
に

園
す

ti
る
こ
と
。
．

-
＝
主
要
食
粗
、
澗
食
、
調
味
料
及
び
商
工
物
資
の
調
逹
計
画

に
関
す
る
こ
と
。

四
微
服
朕
具
そ
の
他
の
調
逹
計
両
に
厨
す
る
こ
と
。
．

五
商
工
物
賽
の
調
逹
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

六
被
服
謀
具
そ
の
他
の
調
逹
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

七
主
炭
食
粗
澗
食
物
、
調
味
料
の
調
澁
保
管
に
関
す
き

J

と。

＼
 

じ
：・I
 

A
で
＇ヽ
9

，
ヽ

9

、

ー

三
下
水
施
設
の
応
急
程
IE
に
杖
．
r
-
V
A

応
逍
部

庶
務
班

一
部
内
の
一
般
庶
務
に
渕
す
る
こ
と
。

二
憫
報
並
び
に
宜
伝
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
―
飲
用
水
の
配
袷
に
関
す
る
)
て
と
。

防
施
班

ー
水
道
諸
施
設
の
芸
戒
防
幽
に
関
す
る
こ
と
。

ー
ー
防
痙
班
用
資
材
の
調
逹
に
関
す
る
こ
と
。

復
旧
班

、
一
応
急
復
旧
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
水
逍
旅
設
の
応
急
復
旧
士
事
に
渕
す
る
こ
と
。

―
-
]
復
旧
班
用
資
材
の
調
逹
に
開
す
る
こ
と
。

浄
水
班

・

一
浄
水
場
内
の
一
般
庶
務
に
固
す
る
こ
と
。

ニ
場
内
装
備
に
関
す
る
こ
と
。

――

-
g、
細
水
に
渕
す
る
こ
と
。

四
水
質
に
関
す
る
こ
と
。

秤
備
部

庶

務

班

・

一
部
内
の
一
般
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

-
＿
一
職
員
の
医
療
救
隈
、
諸
給
与
に
渕
す
る
こ
と
。

＿
―
-
水
防
倉
庫
に
腐
す
き
」
と
0

.

囮
水
防
資
材
及
び
器
具
の
調
逹
に
厨
す
る
こ
稔

天
警
報
の
発
受
に
屍
す
る
こ
と
。

六
災
害
梢
報
に
開
す
る
こ
と
。

七
水
防
渕
係
機
開
と
の
迎
絡
に
関
す
る
こ
と
。

4

八
被
害
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

九
気
象
に
関
す
る
こ
と
。

砲
一
秤
備
班
・

ーーり
・
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よ
る
も
の
と
認
め
た
場
合
に
限
り
涸
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

●●
9..
)
 

号＇

．
．
 
喜

'[
5
1
こ
の
規
則
ほ
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月

.
7
 

"•(•

• 

ー．
，

9
-
平
八
日
か
ら
滴
用
す
る
。

恐
~

2

自
動
車
及
び
原
動
機
は
自
転
牢
の
臨
時
迦
行
許
可
並
び
に
旅
客

八

r，ぃ怜．
P

．
揺
車
両
の
検
査
に
関
す
る
坂
扱
規
則
（
昭
和
ー

1

十
七
年
広
島
市
規

>
i,

5

..
 JI"

，
則
邪
九
葱
ほ
、
廃
止
す
る
。
．

＼
へ

3

こ
の
規
則
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
苅
用
に
つ
い

一

て
ほ
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4
こ
の
規
則
施
行
の
際
現
に
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
の
臨

時
運
行
許
可
並
び
に
旅
客
院
車
両
の
検
査
に
関
す
る
収
扱
規
則
の

規
定
に
よ
り
臨
時
運
行
の
許
可
を
受
け
た
も
の
は
、
そ
の
有
効
期

間
に
限
り
、
こ
の
規
則
に
よ
り
許
呵
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

広
島
市
住
民
登
録
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

，
昭
和
二
十
七
年
六
月
＝
l
+
H・

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
五
十
二
号
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節
九
条
住
民
登
録
法
（
昭
和
―

l

十
六
年
法
律
第
一
ー
百
十
八
号
。
以

．
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
左

の
各
号
に
搬
げ
る
通
知
ほ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
通
知
怨
に
よ
り
．
＇

通
知
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
0

,

一
転
入
及
び
転
居
屈
を
受
珊
し
た
場
軟
入
（
飯
居
．
）
通
知
粛

合
の
従
前
の
住
所
地
へ
の
通
知
品
別
記
第
五
号
様
式
）
．

，

―
―
恢
入
及
び
転
居
屈
を
受
理
し
た
住
所
変
更
jm知
困

場

合

の

本

慈

地

へ

の

通

知

ハ

別

記

節

六

号

桃

式

）

．

一

-
＝
国
移
住
屈
の
受
理
そ
の
他
吃
紐
戸
筍
の
附
匹
が
記
載
事
項

～』

晶
を
変
更
し
た
場
合
の
木
即
地
変
更
通
知
ャ
〗
．

へ

の

通

知

盆

加

記

第

七

号

様

式

）

：

｀

一一

（
本
籍
地
か
ら
住
所
地
へ
か
踊
知
）

＇

第
十
条
法
第
九
条
及
び
第
十
六
条
笹
一
項
の
規
定
に
よ
る
左
の
各

，
．

-―
 

号
に
振
げ
る
通
知
ほ
、
当
該
各
号
に
定
め
ろ
通
知
寄
に
よ
り
、
通

．-
一

.

.
o

i
 

知
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

一
川
告
及
び
死
亡
屈
を
受
珂
し
た
場
出
生
（
死
亡
）
通
知
因

合

の

通

知

（

別

記

第

八

号

様

式

）

．．
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麿

暮

、

国

籍

喪

失

叫

噂

幻

醗

疇
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記

載

事

項

変

更

一

唱

脳

憩

霊

ャ

の

翡

又

（

別

記

第

九

号

様

式

）

．

＿
 

ほ
屈
を
受
理
し
た
場
合
の
通
知

錯
誤
通
知
磁

_
＿
＿
住
所
地
か
ら
通
知
を
受
け
た
事
項

芦
筍
の
記
賄
と
合
わ
な
い
場
合
盆
別
記
第
十
号
様
式
）
．

の
通
知

腐
市
住
民
登
録
施
行
規
則

⑫

)

-

（

住

民

漿

の

記

載

等

に

某

く

通

知

）

（

木

筍

転

屎

の

坦

合

の

通

知

）

広
沈
一
条
こ
の
規
則
は
、
広
島
市
住
民
登
録
舞
行
条
例
（
昭
和
ー
―
十
一
磨
条
川
張
所
ほ
、
住
民
媒
の
記
載
又
ほ
そ
の
記
戦
の
更
翠
し
一
笙
＇
一
条
法
犀
七
条
の
規
定
に
よ
ろ
新
＊
筍
地
へ
の
通
狸
、
•

.、
•
,

．
七
年
条
例
第
五
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
依
工
＇
一
条
た
埠
＾
＂
に
、
戸
筍
暉
に
お
い
て
、
戸
筍
の
附
梨
の
記
載
又
ほ
そ
の
口
’
笥
附
媒
通
知
店
（
別
記
坑
弐
号
様
式
）
に
よ
り
、
通
知
し
な

,
 
．．

．
 の
規
定
に
某
き
、
住
民
登
録
邪
勃
の
処
珂
に
渕
し
，
必
災
な
水
引

-

記
載
の
更
正
を
淡
す
る
と
さ
は
、
迎
罰
な
く
当
該
小
碩
を
戸
筍
腺
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
9

を
定
め
ろ
こ
と
を

U
的
と
す
ろ
。

i

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

.

0
椒
権
記
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通
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附
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す
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烈

ハ

条

且
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、

戸
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に

渕

す

る

翡

、

111翡
そ
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他

裔

―

―

一

塁

平

一
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の

規

定

に

よ

る

通
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は
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冒
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（

別
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扱
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島
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に
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す
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嬰

辟
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翠
し
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通
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な
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れ
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浜

井

述
を
明
ら
か
に
す
る
符
号
又
ほ
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

企
吟
居
屈
）

第
四
条
条
例
第
六
条
に
規
定
す
ろ
転
居
屈
を
受
珂
し
た
戸
籍
課
叉

ほ
出
張
所
ほ
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
従
前
の
住
所
を
所
管
す
る
戸

筍
課
叉
ほ
出
張
所
に
逝
知
し
な
け
れ
ば
な
が
な
い
。

2

前
項
の
通
知
を
受
理
し
た
戸
籍
課
又
ほ
出
張
所
ほ
、
そ
の
通
知

が
、
批
街
の
全
部
の
者
が
住
所
を
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
と
き

ほ
、
迎
荊
な
く
通
知
を
発
し
た
戸
筍
腺
又
ほ
出
張
所
に
住
民
票
を

送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・

（
屈
街
の
様
式
）

第
五
条
転
入
屈
ほ
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
。

2

転
居
屈
ほ
、
別
記
第
一
一
号
様
式
に
よ
る
。

3

変
更
屈
ほ
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
。

4
国
外
移
住
屈
ほ
｀
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
。

G

糾
由
及
び
通
知
也
等
の
受
付
）

笏
六
条
住
民
登
録
に
渕
す
る
屈
困
、
通
知
由
そ
の
他
の
固
類
を
受

珂
し
た
と
き
ほ
、
受
付
印
を
押
し
、
受
付
番
号
及
び
年
月
日
を
記

入
し
、

U
つ
、
住
民
登
録
受
付
湘
又
ほ
住
民
登
録
牧
発
甜
は
記
載

し
な
け
れ
げ
な
ら
な
い
。
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所 1 世
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万 旦塑墜2声
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直
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戸名l

~ ~ 

~ . 
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国顕者の氏名 I
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-- --

日百打
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叫
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日広

島

市

長

（

氏

＼
 

．
 

入
居
者
計

市
沢
住
宅

一
建
設
屈
LI

皇

一
発
行
責
任
労
印

名号
名'--''

氏 名

年月日 昭和 年 月

殿

日受付

広島市建設局管財課（扱者印く）） 一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0

一
八
0
•
0
0
,

一
八
0
•
0
0
,

と
9’

や
＇

じ
H

9
"
 

広
島
市

栂

造

建

坪

但
し
、
ハ
J
‘

・建
具
そ
の
仙
造
作
付

家

只

一

ヶ

月

金

円

期

問

許

可

の

nか
ら
向
う
＿
＿
＿
ケ
年
間
、
但
し
班

新
す
―
つ
こ
と
が
で
き
る
。

右
住
宅
に
入
屈
す
る
こ
と
（
紺
紐
使
川
）
を
許
可
さ
れ
ま
し
た
に
つ

・
い
て
ほ
、
公
沢
住
宅
法
、
同
抱
行
令
、
広
島
市
沢
住
宅
笠
＂
珂
条
例
及

裔
施
行
規
則
を
堅
く
迄
守
す
る
こ
と
ほ
勿
論
、
万
一
家
貨
を
滞
納

し
た
が
．
＾
＂
ば
、
迦
術
保
証
人
に
却
い
て
支
払
い
致
し
ま
す
。
そ
の
他

市
の
指
示
命
令
に
従
い
、
若
し
述
反
し
た
哭
＂
ほ
迦
布
保
証
入
妥

'9-

＿
べ
て
こ
の
沢
任
を
白
い
、
市
の
御
処
紐
に
つ
い
て
何
硲
汎
翌
忍
中

（
様
式
第
三
号
）

弐
円
牧
入

印
紙
貼
付

り I~ .

"J 
皐

t

町

市
憐
住
宅

号

（
裏
而
）．

住
宅
使
用
に
つ
い
て
の
注
意

ー
入
居
し
よ
う
と
す
る
と
き
ほ
、
市
管
財
課
管
理
係
に
迎
絡
し
｀

指
定
の
期
日
ま
で
に
、
こ
の
許
可
術
と
米
穀
通
張
と
を
管
理
者

に
提
示
し
て
、
•
本
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
っ
て
か
ら
入

居
し
て
下
さ
い
。

ニ
入
居
で
き
る
も
の
ほ
申
睛
許
可
に
な
っ
た
者
の
み
で
す
。

三
同
居
の
承
認
を
得
た
者
ほ
、
使
用
名
義
者
が
住
宅
を
立
ち
退
く

場
合
ほ
、
必
ず
同
時
に
立
ち
退
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

四
入
居
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の
者
に
、
住
宅
並
び
に
こ
れ
に

附
随
す
る
諸
物
件
を
郭
渡
し
又
ほ
転
貸
す
る
こ
と
ほ
絶
対
に
で

き
ま
せ
ん
。

五
十
五
日
以
上
住
宅
を
窄
け
る
と
き
、
又
ほ
住
宅
を
立
ち
退
く
と

き
ほ
、
前
も
つ
て
管
珊
者
に
申
し
出
て
下
さ
い
。
住
宅
の
破
狽

等
に
つ
い
て
も
管
理
者
に
述
絡
し
て
下
さ
い
。

六
そ
の
仙
広
島
市
僻
住
宅
管
理
条
例
、
同
庫
行
規
則
並
び
に
こ
れ

に
某
い
て
な
さ
れ
た
指
示
、
命
令
等
ほ
座
く
守
っ
て
下
さ
い
。

七
．
不
正
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
時
ほ
こ
の
許
可
を
収
消
し
ま
す
。

． ,•,.'ぐfょ

． 名証印及窯蹂見住宅管証印眉及見民生麟由凜よ ‘ 

況の族家状
氏 住

宅

名 名氏の
I ， 函 哨

号

月 家
勤

務
ヽ

先

d 月

＇` ． 慇．． 
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摘要Ii 
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岬
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年

月
木

籍

，

住

所

住木住本

所 籍所翁f

日使
川
名
義
人
（
氏

述
術
保
証
人
（
氏

年

月

述
布
保
証
人
（
氏

年

月

名
）
⑪

名
）
⑲

日
生

名
V

⑪
日
生

名
）
殿

各
保
証
人
の
居
住
証
明
術
内
一
人
ほ
市
内
に
居
住
し
、
最
近
所

翡
証
明
麿
及
び
市
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る

害
類
を
添
付
す
る
。
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年． 右醤変， 函認印頁及J;同びt珊行者の双 奨珊輝fるII変名夏を ，闊義人 名住宅 ． 式妨ヘ様｝＼ ＇ 微をし 調査註の 和昭 右承認す 1市長氏島^1.- 和昭＇右用致緞続徒 印名認見及氏同び耐者意管の限tlJ居B入了箇-．． - ---―． ＇ ----柄-盆環氏街主-

月 願 た- ― - - - - -

致しし、 べ 月 パ名ノ 月のし‘ 年

日 ぢでた ， ＝1:1悶閃月 ＇ 否のきも 為市畏 R 殿 H 喜で申し ― 』月—--=-=. ＝--鼻」-

睛申 ・認めと 請者申 ま’家賃滞納 ・

• 9 ぃ 柄の麟名人 た^ 氏 へ氏 ．す。 一~----

、 ．たまし 、，—塁啄紅賭杏申 合場ほ、 ・ ＇ 無の有 こ二二＝ニニ賃可勤名薔
す°・・ 所定 名 名． ‘ 

ッ ツ 、係尻
の⑲ ⑪ 

， 係⑰無有 請囲の —---•` |---円

和昭認める°右者ほ使用 広市島長 ・ 昭和 名認同氏印見の窟及び住理者宅管 氏名さ転^者出I， さ先＾—転-IIi-所現住-
市

九様式第へ 徴L調1'):註の 和昭右認承す 市広島長

号ッ 認祖交付承をす~ 上認べ承す 年月； る〇 殿、 ・
名 氏^ p畠u 

・年網塁 年 住

宅•月 の名ツ月
異

市広島長・、日・ 人照査負をし 殿討者申JH 

t 
動

る°の市長広島 日 1日 新名義人承
認めと ． ． 名義人

認

氏^ 茂？ ＾ 氏 , I 理，

申 た＾ 年ヘ氏・年氏^

請 ．．場合氏 ・

思 ，所ほ 月月

し、

係嘉の喜 ・ 方 方
定の名ツ 日名ツ日名ツ

名ツ も名、-
．．の

． 由 ． 唐請を ⑲， 生 ⑪ 生 ⑪ ⑪，と⑲
． I'• I 

＇、註

ぷ広市長^氏｝~ ・ 和昭 す°右にょり 移―転先 居者同が-培若突し-年返濡月 返-濃珊 ・ 様式第＋—ヘ 市広長氏島へ 和昭 右報併致まし・
臼

債見込額狽塙合破の賠る入居者の賓によ 破損月B 

破破 住

>[．：讐＇
損損

贔・羹
宅

爵
事状

，＇骨‘
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| >現居^ 以円下 れた年 合場同 長 可な者 匹 名 免納施 すつ 毅・を J

業 と月ま ほ行氏r るた r氏咽百 者御

の市長 ‘規則 °右 行 へ願
る同居し 過料 で家 住 責 氏い

・理 がー貨を 宅任 致
由 を 認 ケ 全 逝 の者 し・

よ 科すめ分月 額守名 家名管 名ま
う 』をすし 貨ツ財 ツす

． と人ヽ る。 た 必る⑰の 課 ⑪ ゜
す とずこ 減延⑪ ．ヽ 
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同疇名見の住」管

-Tこ に 御のな者そ承
の 同と保証人I文 よ 昭和承柄身いがの認

贋市悶 一 り 認場立他を E認[J及び理者

さ
の 同氏ヘ 下を合退市得

る し・資格‘ 年居を 年さ引等場くのま

ょ 宅加 ・ 入闊居 ． るきほ 指し
う、

ヵ： ょ阪‘合示た
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与
呵
市
規
則
第
五
十
五
号

ー
[
-
古
仮
二
第
九
条
に
よ
る
派
出
所
及
び
駐
在

．
，
広
島
市
瑣
察
条
例
第
九
条
に
か
る
派
出
所
及
び
駐
在
所
の
位
既
名

称
及
び
管
轄
区
域
等
に
展
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
―
―
十
七
年
七
月
八
日

広
島
市
長

蕊）
こ
の
証
票
を
拶
帯
す
る
者
ほ
、
広
島
市
労
住
宅
管
珂
条
例
及
び
同
施

行
規
則
に
ま
り
恩
係
の
物
件
又
ほ
雹
類
を
実
地
検
査
す
る
究
格
を
有

．
す
る
も
の
で
、
そ
の
躙
係
条
文
ほ
、
．
次
の
涌
り
で
あ
る
。

広
島
市
密
住
宅
管
理
条
例
抜
す
い

第
一
一
十
五
条
市
長
ほ
、
住
宅
の
管
珂
上
必
姿
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
ほ
、
住
宅
管
珂
員
芳
し
く
ほ
特
に
指
定
し
た
者
に
随
時
住
宅
の

・
検
査
を
さ
せ
又
ほ
入
居
者
に
対
し
て
適
当
な
指
示
を
さ
せ
る
こ
と

、
が
で
き
る
。

2

前
項
の
検
査
に
お
い
て
、
現
に
使
用
し
て
い
る
住
宅
に
立
ち
入

．
麿
．
き
ほ
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
住
宅
の
入
居
者
の
張
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
．
o

3

第
一
項
の
規
定
に
．
よ
り
検
査
に
当
る
者
ぽ
、
そ
の
身
分
を
示
す

証
粟
を
抑
帝
し
、
闊
係
入
の
賭
求
が
あ
っ
た
と
き
ほ
、
こ
れ
を
呈

．
示
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

，^ ヽ
•« 

年

月

日

生

広
島
市
営
住
宅
管
理
条
例
第
二
十
五
条
の
規
定
に
甚

＜
 実

地
・
検
査
証

広

島

市

長

（

氏

名

）

＠

建
設
局
管
財
課

氏職
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——— （
様
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第
十
二
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広
島
市
規
則
第
五
十
六
号

広
島
市
食
品
徊
生
収
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

広
島
市
食
品
痴
生
取
扱
規
則
（
昭
和
一
平
五
年
六
月
十
＿
―
-
日
広
島

市
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
布
条
第
一
項
を
次
の
よ

f
に
改
め
、
同
条
第
一
一
項
中
「
又
ほ
承

認
願
」
．
及
び
「
又
ほ
様
式
第
四
号
の
一
一
に
よ
る
承
認
印
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
休
栗
し
た
」
を
「
休
栗
す
る
」
に
改
め
る
。

塁
者
ほ
、
食
品
衡
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
―
-
+
-
＿
一
年
厚
生
省
令

第
二
十
＿
＿
一
号
。
以
下
省
令
と
い
う
。
）
第
二
十
一
麿
規
定
に
よ
る
屈

出
を
す
る
と
き
ほ
、
様
式
第
一
＿
一
号
に
よ
り
正
澗
二
通
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

嬰
第
―
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
様
式
第
三
号
表
題
中
「
第
一

項
」
を
、
様
式
第
三
号
の
二
及
び
様
式
第
四
号
の
一
一
を
、
そ
れ
ぞ
れ

削
る
。 広

島
市
食
品
糊
生
収
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

J

J
.
J

に

公
布
す
る
。

昭
和

1

一
十
七
年
七
月
十
充

H

広
島
市
長

涙

井

認認諸認嗜区域等に関すろ規則の

広島市秤察条例第九条による振出所及び駐在所の位既名

称及び管轄区域等に園する規則（昭和二十四年十＿一月＝一十

-．日規則第六十号の一一）の一部を次のように改正する。＇

東筈察署の項の、訳前巡査部長派出所の管轄区域の梱中

「-―葉の里」の下に「台屋町」を加え、同項の比治山本町

巡査甑出所の管轄区域の欄中「台屋町」を削ろ。

附則

この規則ほ、公布の日から施行する。
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六
住
民
票
の
閲
喘
並
び
に
諮
抄
本
及
び
証
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そ
の
他
の
証
明

の
交
付

七
事
業
内
容
証
明
に
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す
る
こ
と

八

徴
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令

粛

そ

の
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通
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書
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の

配
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其
の
他
特
に
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と

広
島
市
訓
令
第
五
十
号
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広
島
市
文
雷
収
扱
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
訓
令
第
一
号
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の
一
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を
次
の
よ
う
に
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正
す
る
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井
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第
八
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四
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次
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一
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前
三
項
の
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定
に
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か
わ
ら
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戦
偏
病
者
戦
没
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辿
族
等
援
陵

法
に
か
か
る
裁
定
庁
へ
の
進
逹
曹
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に
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｀
記
号
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の
と
お

り
と
し
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番
号
ほ
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記
号
別
進
逹
順
に
一
辿
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号
と
す
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分
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て
同
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八
丁
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一
番
地
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含
同
市
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八
番
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西
、
同
市
堀
川
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四
七
哨
地
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西
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ん
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＇
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追
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が
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亦
務
吏
員

十
日
市
出
張
所
税
移
係
長
を
命
ず
る

事
移
吏
負

舟
入
出
張
所
税
移
係
長
を
命
ず
る
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事
務
吏
負
．
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篠
出
張
所
庶
務
係
長
を
命
ず
る

事
務
吏
負

己
斐
出
張
所
庶
務
係
長
を
命
ず
る

事
移
吏
員

草
洋
出
張
所
税
務
係
長
を
命
ず
る

事
務
吏
負

総
毯
爵
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税
課
勤
務
を
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る
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務
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務
局
徴
収
課
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す
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収
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勤
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務
吏
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広
島
市
技
術
吏
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技
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す
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芸
指
瑯
脈
勁
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ず
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技
術
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入
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勤
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広
島
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双
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＿
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＿
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ず
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炭
島
市
財
政
調
査
委
員
合
規
期
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

・
脳
島
市
財
政
調
査
委
員
合
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
廣
島
市
規
則
第

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
、
う
に
改
正
す
る
。

第
九
條
第
一
項
中
「
三
分
の
二
以
上
j

を
＇
「
二
分
の
一
以
上
」
に

改

め

る

。

・＂ 
ー

則

『
こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

廣
島
市
営
住
宅
笠
踵
條
例
施
行
規
期
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

~
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七
月
＿
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十
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日
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長

浜
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跛
島
市
規
則
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行
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の
一
部
を
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廣
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十
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こ
の
表
の
等
級
又
は
金
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
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應
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拗
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述
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関
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基
本
的
な
重
変
事
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す
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＾めじ•` ‘対規.ー応A』・＾ ＞ 廣 廣 ・tょあ 2年 合̀ 他稔‘1 第・改に• ／面二の・合を第のよの三十第', • 

穴 る ゆ ‘ 策 Jllj條._ 島； 昭島 おつ昭六しにのにこ I二め十 含六

ゆ‘こに従昭炭島、＇ 二梢前は二 vヽ 正條 l'こ 二 五
つ‘ろつ事手II．島g市 十防の昭ー(-でて規る例•HIJ 盃及 →のこ條 i 條
金にいす二市梢 、，七等例利六月‘定改は 五適と中 の
授よてる—Iーの主防 年賞に二年割年は正‘ ＋用→ → ::::一' 

奥るは者七消 g等五廣八じ‘よ十度を・稔昭規公 び・日が五韮 ；． 

の゜．、＾年防 賞 島月ゅ‘る七分もで利定・布 > こ ぁ第第 i 第 昭要•}JIJ 以炭史 ＇じ、十市五つ ‘,0年以つあ二はの 呈危四四 和

包 に下島貝 條っゅ＼‘ 八 長 日 條 7 ．六前て 恩るほ．十 昭日 ・ 六 百百’ 二
定 >市‘ 号 例月の課 羽1か 七 十 二 二 十
め規前 を三市す＇ 二ら節 H を 六 、
る 則．防 例 浜 こ 十税る秩度十りを ，F含十允・ー九1一 項i 分
も焔第固 こ H もに分七 fJ，J むヽ'〇 條條 ← 
の従•四員 にまのあ年る＿及の と
の Jlt-fー及 井公 で禽告とつヵら~ 七 ‘ . 0 四ごび規 あの

外者．七び 布 1 の粒すて適月， 十に法定 るi 
ヽ←号脱 す 1 分及るは用一 日‘第の の
ことツ島 伯 る ， ご び ゜ ‘ す 日 、こ-,四適 は
のいに市 ° ぢ接 昭るか 、 を三百用 み;--,に
條ぅ基災 客利°らびし つ十二が替三， 限
例＄く杏 三 vヽ 人二こ‘接 一六日十あえ`号― り
のの災対 ては 稔十のそ客 r ←九るる 策
定賞害策 、1こ 七楊の人 gを 條 揚 も に T 一

第第第 第｀ ヽ がAコ； •^ 生＇ 
る七＾査六＾五＾災の四＾リの八廃並 二る三＾ ―表三今て lt みを—

. 0 條委委條弗條賀香と條殉定井月疾びこ 者十一こ の條．tit史 ． る被條

附 任員、 ，じ‘補し 職め体＋とにの不の 晶島 般の， ヽ定 じ‘ そこる・
こ規會賀査賀ゆ‘償？殉者 節ーは扶額具例 職額 め質ゆ‘‘のとこ

則 の定をじ‘シいつ‘條そ職筏る°杏日‘［ は廃に のは るじ‘つ‘賞じ‘たなとI ＇ 
條 シ舘ゆ‘ ゆ‘金例の者じ‘ を廣炭 ‘疾よ市職‘ とゆ‘金ゆ‘めく i 
例 なつ‘ つ‘の第逍賞ゆ‘ 指島島 百者る條員百じこつ‘のつi 疾 そ
の け金 金授十族じ‘つ‘ し市市の万賀°例の万ゆ‘金 金 の ； 
施 れの ・の奥三，のが金 ‘ 條 職 朕 田 じ ‘ 以 第 給 囚 つ‘iろtの知種＇ ， でI 
行 ば投 授き條範つ‘授 そ例員況以ゆ‘下六典以金よ稲笈 き
に な奥 奥 及阿金典 の第公に下つ‘同十に下 リ類び と る

関 らに は び及はの 程二務よと金し二関と 授及 畠、一 Iな？ の
しなっ 、，第び‘対度十つし ーずし奥び る に
必 いい・市 十順殉象̀ ―ノ はヽ 号ーノ >償 て‘ （ツシ；ワる‘ す金 こリ•‘ かび．

要 °て．長 四位職 ‘ 定功 の第條功 る額 と又たか >i な は が 條等者． I 同別め絞朕九例絞＿ °は がはこわ，
事 ‘ 行 の は の 表表條る及 況條＾の ‘ で死とら，
項 炭う例‘逍 の第例°びに第昭程 左き亡に・す•ヽ
は 島 °に炭族 等一＾こ不よ．二手II度 のるしよ
‘ 市 よ島に・ 級の昭の具 つ項二及 通 °だっこ・

市 賀 る 市 投 の第羽1場廃て各十び リ・ 場てれ ．
長 じ‘ °職奥 区八二全疾定号六扶 と 合， をし
が ゆ‘- 員す 分級十‘のめに年菱 •し にか• ‘̀. 
Jヽ：と・文 つ‘ 公る に以六不｀程 る掲三家 ‘ お え災・
め =11¥: .. 務も よ」：年具度 °げ月族 別 ぃ受リ．厄

:_ 

I I ． I 4ヽ.,.．. 費 ＇ の不 2 1 ・ 『II 胃るのH抜) l ,' 塁卜こ． 第笏第:t:第;,:-., 笏V 悌:!:第冴ン 具 がき十で以・ ． の

八＇I 七ハ五 1Jしl ＝ニー・程 廃 不では三こは上閲員（口）も 認（特口） 功 'は息［ ,’9 

級・̀＇9叙叙級.I級級級叙 炭疾具き‘條れ‘の又又のめに .、•＇: 
------,----—切―廃召そ第を一とはは ら著 ，紐 ｀ー ・：
: . , I ・ ！め範ぁ抜 疾 の一受人き災（ハ） あれし 、＿・ :. 

l 、 ． ヽI らとリ群 者.. 二項けに1 は［ 1こ る る い の ＂ ｀公 ．：i＇ 
四〇七四エ:ii. 六= =七 It^ o 九0.〇o れな一の 賞 分第るつ‘ 相・ とも功 ゅ‘布＇
0 ‘0  `0‘ こ5‘0  ‘ I ? ？ ？ I ‘ じ‘ の三逍きー 当 認 の 労 と あ 程 つ ‘J̀ ．の ，＿：
o o o o o o o o ：るる般功 L-h‘ 59ー知コ-・ 人 ＋ め が 認り ＾ ＇.. ・
8 8 8 8 8 8 8 8 lもとの労功 •r 、 ―ク IJ~.u. :, ~~ ..,,, , -．ヽ 、 平 ,• ， I堕，且旦堕旦！旦旦町の認校が る 篇且腐 Q~ 者 t k 念 ．・れめbヽ—般̀l ． i 疲 . '、．．屈 .・ ＇ 

I ~ 認れめらと功労があろ（特著い叫口し）1 II 程紐如の ・ 当・｀第島〇えのの る と ・・;〖贔， '，9、J 、, Iる す ILL! ·o る死で一――--―— ! 

〇三ユ早ー四四七五＝ブ： ＊七ヨ七I．．も る号 0．扶亡ぁ ＿．L 

？ ？ ？ ？モ g？ ？の 額に市琺員囚， 当つ 、 ・ヽ、 金 ，．．．，` ． —i ＇ • -； 、
8 8 8 8 8 8 8 8 以掲公を 時て＇五七 〇 ＇・ :.' 
0 0 0 0 0 0 0 0 iる＂度 内げ務培の •. ,... 0 五 O・ . .-..,・ 
旦且旦旦l旦f1田田 ・ I をる災額．が扶消 o.o ・・o "'- i 

I （ハ）、 減も >す五 <> 、 、 ， ヽ' ● 9 I ̂ •"’, 9,, , 

~==.:;:a:aa 四四ェる．と功 の 人 o o.， ． ！ 
〇〇平写工七 Iユーん六0 0 〇平0 0〇い認労 額すで る°に • o O O • O I 額 ．、`｀ ‘,・・！｀

I 0 、 0、 0、I 0 、 0、 0.0  、 0、I のめが るあ條至が ‘o ・o ・o < .'・' 、:.．9 ソ ．．
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 o らあ J こ る 例 る二消国 国 、 田 ・ :9:＇`、:'
川田囚田 1田’田国訂 1 れる とと第 ま人防 '・' :‘'、＇．i

. .,. .. '.'.,.......''., .、'.,: .. ．．→』；,•• 
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~ ・(、ぅ 1 悶定す銭険て厚る者．渡共法國料 の各川 料 信
しると者岱生線に屈法済竺久民 の 施°料 條

開な者す及定省養つ＾＾組昭昭促額 行-,及 例
莱．額にるぴし告にい昭昭合和羽1康は に 以 ぴ 三
医 とつ°被た示巫て和利法二十保 ‘ 関下手
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第第 t̂~. . 
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念條用報條 な号を條｝月院後日三び後
ニ ー 料 の 六 ＾ と

を一條使キ
十五＾出が出

料告上告け・に受＇ 料長納ま号十納そ應後に 用し一條食｀すあし

／ 
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のし金末のしを納と條数 ＿の用

の そ手な後
き＇と・ら

数納ら條 °許者規のの続け納日揚雄要さ認但科！日使、夏るきな
料なに ・減 ま 合 い し せ め ：iとのすと用

入 可は足認はれ＾では特，，‘るらの後 は
°はい

盆農匁岱 ？そ‘I；芭？‘ー料、尽§中り翌は：な塁?令 t夏手 本、但0
入- る 院のリ 受金ら認る

°は数

は 事 長事‘•け後な可 u 二
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手

、
記
名
、
捺
印
の
こ
と
。
但
し
、
患
名
が
未
成
年
者
の
掲
令
は
法

`
、
定
代
躙
人
が
願
川
人
の
開
に
記
名
捺
印
の
こ
と
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所
）

業
）

名）

印

（
当
歳
）

（
息
者
と
の
絞
柄
）

.・..、-; • 

（
当
歳
）

右
の
者
こ
の
た
び
疫
院
に
入
院
診
痰
を
受
け
る
に
つ
い
て
は
、
左

の
事
項
を
厭
行
す
る
こ
と
を
暫
約
い
た
し
ま
す
か
ら
、
入
院
を
御
承

認
願
い
ま
す
。

1

病
院
の
諸
規
定
を
述
守
い
た
し
ま
す
。

二
本
人
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
詣
我
用
は
、
御
指
定
の
期
日
ま
で

に
相
述
な
く
納
付
い
た
し
ま
す
。
若
し
、
万
一
本
人
に
お
い
て
納
付

し
な
い
楊
合
は
兵
元
保
証
人
に
お
い
て
必
ず
納
付
い
た
し
ま
す
。

＿
＿
＿
手
術
そ
の
他
診
媒
中
に
お
け
る
不
屈
の
事
故
に
つ
い
て
は
、
何

,
．
等
の
異
説
を
巾
し
ま
せ
ん
。
＼

，

四
扱
養
上
の
指
示
並
び
に
前
項
の
規
定
に

lf
い
た
楊
合
は
、
い
つ

退
院
を
命
ぜ
ら
れ
て
も
異
議
を
巾
●
ま
せ
ん
。

t
,
．
 

昭

和

年

月

日

（
駁
川
人
住
所
）

（
息
者
と
の
綜
柄
）

（

氏

名

）

i' 

印

（
当
歳
）

談
業

、
（
患
者
氏
名
）

一
別
記
株
式
第
一
号

（

社

含

保

政

）

昭

和

年

牲

約

書

厳

島

市

民

病

院

／

上

町

(

＊

綜

）

郡

村
市

町
郡

村

（
現
住
所
）

所
屎
組
合
の
名
称

記
平
J

芥
平
J

番
地

月

H
入
院

科

，
 

番
地

社
合
保
位
炭
凡
市
民
射
院
長
殿
．

得
患
魯
兵
か
ら
別
川
の
楊
合
は
へ
願
川
人
の
冊
に
患
呑

記
名
採
印
芝
と
。
但
し

‘
m茶
が
未
成
年
名
の
楊
合
は
、

定
代
四
人
が
顧
川
人
の
開
に
記
名
採
印
の
こ
と
。

一

法が

（
保
証
人
住
所
）

（
紐
莱
）

（
氏
•
名
）

｀
 

（
当
泣
）

（
患
者
と
の
絞
柄
）

（
当
歳
）

（
当
歳
）

右
の
者
こ
の
た
び
投
院
に
入
院
診
痰
と
受
け
た
い
と
存
じ
ま
す
か

ら
御
承
認
願
い
ま
す
。

し
お
、
御
承
認
の
上
は
、
左
の
事
項
を
股
行
す
る
こ
と
を
替
約
い

た
し
ま
す
。

一
病
院
の
諸
規
定
を
途
守
い
た
し
ま
す
。

二
入
院
料
、
治
疫
伐
及
び
そ
の
他
の
諸
我
用
は
、
御
指
定
の
期

H
ま
で
に
相
述
な
く
納
付
い
た
し
ま
す
。
若
し
、
万
一
本
人
に

お
い
て
納
付
し
な
い
楊
合
は
、
身
元
保
証
人
に
お
い
て
必
ず
納

付
い
た
し
王
す
。

三
手
術
そ
の
他
診
扱
中
に
お
け
る
不

5

郎
の
事
故
に
つ
い
て
は
、

何
等
の
洪
謡
を

Illし
ま
せ
ん
。

四
疫
迷
上
の
指
示
並
び
に
前
項
の
規
定
に
行
い
た
楊
合
は
、
い

つ
退
院
を
命
ぜ
ら
れ
て
も
異
謡
は
巾
し
ま
せ
ん
。
‘

昭

和

、

年

月

H

（
顧
出
人
住
所
）

（
患
お
と
の
絞
柄
）

（

氏

名

）

ヽ

―
ー
ー
氏
名

四

．

病

名

（

科

）

五
伎
川
料
及
び
手
数
科
額

六
減
魯
靡

七
羹
靡
悶

ヽ

』

一
す
。

印
右
の
辿
リ
料
金
の
浪
免
を
切
許
可
下
さ
る
よ
う
わ
狐

印

職
業

（
患
者
氏
名
）

社
・
合

保

瞼

二

昭

利

院
願
百
島
市
民
病
院市

ー

町

郡

｀

村

市

町

郡

村

・

（
現
住
所
）

番
地

（本

籍）

番
地

入

「
別
記
様
式
第
二
＂
小
J

年

月

H
入
院

科

.,、

i•Iヤ

1

、.
9r 

ー

集
固
の
揚
合
の

X
線
箱
密

社

9し
．、
ヽ

合
保
欧
炭
沿
市
民
刹
院
丑
阪

五

昭
fll

年

｀ ・Jj 

，、．右． LI‘‘

. ̂ 
ぃ氏

名
）
印4

~

ヽ

・

ヽ

い
い
た
し
ま

国
番
地

族

戟
莱

現
住
所

本

籍

ヽ

・郡市郡市

町す中ーIIJ 村
年
令
満

番
地

料

金

波

免
許
可
．
駁

別
記
様
式
第
四
号

社
令
作
瞼
殷
島
市
民
紺
院
長
殴

'、

右

^ “ 
氏

名
）
印

昭
和

年

"”
 

＇ 一

三

氏

名

四

病

名

（

科

）

五
使
用
料
及
び
手
数
料
額

六
後
納
（
分
納
）
の
期

H
及
び
方
法

七

．
後
納
（
分
納
）
巾
甜
理
由

、

右
の
通
か
料
金
後
雙
分
納
）
を
御
認
可
下
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
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現
住
所

番
地
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耕

番
地
ー
、

料
金
後
納
（
分
納
）
認
可

rl血
叩
甚

郡市郡市

町す中町ト才
年
令
滴

別
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様
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第
一
＿
五
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一
人
に
つ
き

組
固
の
場
合
の

X
線
透
蔵

又

に

つ

き

五

十

囚

径
団
の
楊
合
の
総
合
芽
体
検
査

一
人
に
つ
き
二
十
五
田
以
上

薬
剤
容
器
の
使
用

薬
剤
容
器
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
投
莱
の
際
、
そ
の
実
我

阜
納
さ
せ
て
こ
れ
を
保
管
し
、
後
日
、
容
器
の
返
溢
が
あ

っ
た
と
き
、
そ
の
予
納
金
を
器
付
す
る
。
但
し
、
使
用
の
容

器
を
破
損
し
た
り
、
又
は
最
終
投
業
後
一
箇
月
以
内
に
返
翠

し
な
い
楊
合
は
、
予
納
金
を
損
料
と
し
て
徴
収
す
る
。

ロ

手

数

料

虞

診

断

帯

科

一

通

に

つ

き

六

十

印

＂

特

別

診

断

帯

料

ー

通

に

つ

き

百

ー

エ

自

言

書

料

一

並

に

つ

き

六

十

用

径
幽
の
楊
合
の
ッ
ベ
ル
ク
リ
ン
皮
内
反
應
検
査

一

人

に

つ

き

十

田

集
息
掲
合
の
赤
血
球
沈
降
速
度
測
定

一

人

に

つ

き

二

十

田

、

翡

．

の

楊

合

の

が

醤

微

鍍

的

検

査

一
人
に
つ
き

‘
+
l
I
J

＾
分
べ
ん
料

・

一

件

に

つ

き

七

百

m

誓
條
促
殿
保
絵
そ
の
他
関
係
保
険
者
及
び
事
業
．
醤
体
か
ら
診

農
約
の
締
結
の
巾
出
が
あ
っ
た
掲
合
に
お
い
て
は
、
市
長
は
、

翌
保
険
廣
島
市
民
病
院
迩
営
委
員
合
の
窓
見
を
開
い
て
、
前
二

條
に
規
定
す
る
使
用
料
及
び
手
数
料
の
額
の
範
問
内
で
そ
の
料
金

額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
入
院
診
税
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
の
手
続
）
＇

笹
四
條
入
院
診
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
健
康
保
桧
の
被

保
堕
者
及
び
診
掠
契
約
に
よ
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る

翌
約
害
を
、
そ
の
他
？
者
は
、
別
記
株
式
笹
一
号
に
よ
る
入
院
願

四

百

田

こ
の
規
則
は
、

必
要
に
應
じ
て
血
沈
測
定
）

（
及
び
桧
た
ん
を
含
む
。

附

UlJ 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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金
壱
百
八
拾
式
万
八
千

n

ヽ
金
五
拾
壱
万
参
千
＂

金
百
参
拾
壱
万
五
千
円

金
参
拾
九
万
壱
忠
"

金
参
拾
九
万
壱
千
＂

金
百
大
拾
式
万
五
千
田

金
百
式
拾
荘
盗
千
＂

金
参
拾
七
万
i
l
J

金
参
百
八
拾
四
万
四
千
＂ヽ

t Ii-

一
廣
島
市
告
示
第
七
十
七
号
の
一

1

昭
利
二
十
七
年
八
月
五
日

麿
特
別
都
市
計
画
事
薬
復
興
東
部
土
地
区
画
整
地
施
行
者

浜

信

麿
特
別
都
市
計
劃
事
盟
復
典
東
部
土
地
区
割
翌
理
施
行
地
区
内

の
別
紙
土
地
所
有
者
林
咽
雄
外
ー
名
、
関
係
者
新
展
功
外
二
名
に
対

す
る
特
別
都
市
計
画
法
第
十
ー
ー
一
條
の
規
定
に
よ
る
換
地
予
定
地
指
定

に
つ
い
て
は
、
居
所
不
明
、
受
領
拒
否
そ
の
他
の
た
め
送
逹
不
能
に

つ
き
、
耕
地
照
理
法
第
一
二
十
茸
條
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

．
換
地
予
定
地
指
定
魯
将

麿
特
別
都
市
計
画
事
業
復
典
東
部
土
地
区
画
照
理
施
行
地
区
内
の

腐
靡
又
は
関
係
の
土
地
に
対
し
、
特
別
都
市
計
画
法
第
十
―
―
一
條

の
規
定
に
よ
！
別
紙
喜
及
び
図
面
の
通
リ
指
定
す
る
。
-

一
、
こ
の
通
紐
を
受
け
た
日
の
翌

H
ょ
＞
換
地
予
定
地
の
使
川
収
益

が
出
来
る
°
但
し
従
前
の
土
地
は
使
用
出
来
た
い

C

一
、
建
物
そ
の
他
工
作
物
の
あ
る
従
前
の
土
地
が
他
人
の
換
地
予
定

地
に
な
っ
た
も
の
、
ま
た
逍
路
公
園
そ
の
他
公
靡
地
に
な
っ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
お
っ
て
調
査
の
上
移
轄
方
通
細
す
る
。
．

一
、
翌
地
予
定
地
に
他
人
の
建
物
そ
の
他
工
作
物
が
あ
る
と
き
は
、
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戸

そ
れ
等
の
建
物
及
び
工
作
物
の
移
韓
が
完
了
す
る
ま
で
、
そ
の
土
，

]

0ヽ

そ
れ
ま
で
の
間
従
前
の
土
地
が
使

．

．J

地
を
使
ぅ
●
と
が
で
き
な
＞

こ
と
に
な
る
。
叉
従
前
の
｛

ヽ

え
る
か
と
言
え
ば
そ
れ
も
叉
使
え
な
い

れ
を
取
除
く
ま
で
は

'

土
地
に
建
物
其
他
工
作
物
が
あ
る

1
き
は
こ

換

地

予

定

地

を

使

う

こ

と

が

で

各

い

現

腐

唇

一

度

は

全

1

.

た
も
の
は
、
使
用
収
盆
が
で
き

．‘．
,'

・
部
を
換
地
予
定
地
に
指
定
せ
ら
れ

`
•
な
い
。
こ
れ
が
ず
の
土
地
の
使

J
l
l．開
始
の
時
期
は
別
に
通
知
す
る
。
．

一
、
｀
従
前
の
土
地
に
伯
地
権
そ
の
他
の
権
利
が
設
定
せ
ら
れ
て
い
た

．．`

も
の
は
、
炭
地
予
定
地
の
上
に
権
利
の
内
容
も
姜
然
つ
い
て
ゆ
夕
、

翠
｀
土
地
所
有
者
ど
協
議
の
・上

使
用
区
分
を
決
め
使
用
収
益
せ
ら

．．．＇

れ
た
い
。
．

．

 

ヽ

一
、
換
地
予
定
地
区
建
築
物
を
新
築
、
改
築
、
培
築
等
す
る
楊
合
は
、一

、
当
方
の
現
楊
明
示
を
必
ず
受
け
る
こ
と
。
．
I
.

土
地
を
喜
且
・
渡
渡
す
る
勘
合

一
、
探
地
予
定
地
指
定
地
区
内
の

ば
、
当
方
に
述
絡
し
協
議
の
上
で
な
ぃ
ど
不
測
の
御
迷
惑
を
生
ず

る
事
が
あ
る
。
｀

る
こ
と
が
あ

一
、
翌
寄
及
び
図
而
記
栽
の
坪
数
は
府
来
多
少
枡
減
す

f
 

る。、
そ
の
他
不
麿
点
は
餃
島
市
東
部
須
典
事
務
所
に
雙
芯
．
ら
れ

．
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木
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左
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も

の
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市

稔

滞

納

処

分

に

因

り

、

差

押

財

産

入

札

の

方

◎

訓

ー

、令

.7

、
買
受
爺
望
者
は
入
札
心
懇
5

（
徴
収
餃
島
市
松
川
町
八
十
六
番
地
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、

法

を

も

っ

て

公

双

す

る

か
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E
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課

備

付

）

並
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に

現
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承
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靡
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依

リ

当

市

徴

収
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琢

馨

＂

轟

町

七
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一

番
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廣

島
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訓

令
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総

務
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木
造
粉
平
屋
建
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一
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ク
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賛

．十
三
坪
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'

に
入
札
咄
3

を
経
し
出
さ
れ
た
い
。

＇

一

廣
島
市
役
所
出
張
塁
処
務
規
程
（
昭
利
二
十
七
年
麿
誓
拿
．

i

a
 

告
＂`殷
島
市
塩
殷
町
五
十
ー
ー
一
番
地
、
一
別
記
＿

一塁
．
の
•
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
汽
．

も

一

條

件

—

昭
和
二
十
七
年
七
月
二
十
一
日

三

，

一

廣

島

市

長

浜

井

信

I

深
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克
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-
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入
札
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び
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札
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滞
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ふ
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令二師島 ． 令令主 3)i• 島
保扱 1こ市 保保級に市．

絵給抽技 数 改四抽技
炭少す術 脱既少す術
鳥級る史 g，島給る 史
市を 且市市を Li 
民給 に民民給 1こ ・

，，りす任病病す任
院る命眈院る命
外す 托：ヽ{ll 、す
科る心 Fえる
部 得北・
北 とを
を 命命
命、 ずず
ず`・ 村るる

る
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脳
肋
市
技
術
史
員
に
任
命
す
る

技
師
に
栂
す
る

．
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十
二
敬
四
労
給
を
給
す
る

嘉
鵞
屈
島
市
民
病
院
塁
剤
部
兵
を
命
ず
る

叫

111
二
十
七
年
七
月
一

H
（
各
態

ヽ

・甲

衷

炭
島
市
技
術
晋
員
に
任
命
す
る

技
師
に
抽
す
る

八
扱
七
＂
ャ

J

給
を
給
す
る

社
含
臣
闘
島
市
民
病
院
勤
務
を
命
ず
る

古

富

炭
島
市
技
術
器
員
に
任
命
す
る

言

師

に

柚

す

る

｀

千
扱
二
＂
盗
を
給
す
る
・
＇

．
悲
＂
堡
闘
島
市
民
病
院
勤
務
を
命
ず
る
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珈
務
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吏
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一

廣
島
市
職
員
図
書
室
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
利
二
十
七
年
八
月
一
日

．

廣

島

市

長

浜

井

信

．
炭
島
市
職
員
図
噛
室
規
程

、
、
、

第
一
條
図
咄
を
そ
の
他
の
図
甚
室
安
料
を
し
ゅ
ら
集
し
、

＇
職
員
の
職

務
の
途
行
及
び
敬
養
の
向
上
に
究
す
る
た
め
~
巖
島
市
職
貝
図
帯

'
主
（
以
下
図
帯
室
と
い
う
。
）
を
骰
く
。

笹
一
條

、、図
帯
室
は
、
市
長
が
管
理
し
、
職
員
課
に
お
い
て
そ
の
事

．
務
を
掌
理
ナ
る
。

，．

第
三
條
図
甚
室
の
運
営
の
た
め
に
脱
島
市
臓
員
図
魯
室
蓮
営
委
員

＇，
合
（
以
下
委
員
合
と
い
う
。
）
を
既
く
。
‘

,

92

委
員
合
は
、
市
長
の
し
問
に
應
じ
て
図
脊
圭
の
運
営
に
関
す
る

、．

必
要
な
事
項
を
調
査
甜
諮
す
る
。

3

委
員
合
は
、
前
項
の
事
項
に
つ
き
市
是
に
建
議
す
る
こ
と
が
で

、
き
る
。

第
四
甑
委
員
合
は
、

．委
員
若
千
人
で
組
織
し
、
そ
の
う
ち
一
人
を

・委
員
長
と
す
る
。

．

．

．

．

 

第
五
條
．
委
員
は
、
市
識
員
の
中
か
ら
、
市
長
が
命
ず
る
。

第
六
保
委
員
長
は
、
委
員
が
互
選
す
る
。

庇

巾

般

＇ 

＼

は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
[

'

第
六
條
委
貝
合
は
、
、
委
員
長
が
必
要
の
都
庶
招
集
す
る
。

↓、

箔
七
條
萎
貝
合
は
、
魯
員
の
牛
数
以
上
り
肛
席
が
な
け
れ
ば
窟
議

．
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

委
員
合
の
議
事
は
、
、
出
席
委
員
の
過
弗
数
で
決
し
、
可
否
同
数

,;
,、

の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

、I

悌
八
條
委
員
合
に
、
書
記
若
千
名
を
お
き
、
渭
防
職
員
の
中
か
ら

消
防
局
長
が
任
命
す
る
。

2

一
沿
記
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
庶
務
に
従
事
す
る
9

第
九
條
こ
の
規
程
施
行
に
関

K
必
淡
な
事
項
は
、
委
員
長
が
定

・
め
る
。

廣
島
市
訓
令
第
五
十
四
号

合
計
課
依
務
を
命
ず
る

悶

二

十

七

年

八

月

十

四

日

、

I/

事

務

史

只

國

安

悲

倖

贋

島

市

民

病

悠

翡

塁

務

を

命

ず

る

殴
品
市
出
納
員
を
命
ず
る

昭
和
二
十
七
平
八
月
十
四

H

ー．

咆
試
合
誤
貝
糾

ク

料

恭＇ 

ク

原井本

I 

ー・＇光‘iii‘ 芳
ヽ

麿
市
事
務
吏
旦
に
．
任
命
す
る

杏
記
に
捕
す
る
、

羹
七
号
給
を
絵
す
る

祉

合

保

険

阪

島

市

民

病

院

誓

醤

誓

拿

る

昭
利
二
十
七
年
八
月
四

H
事
務
史
貝

閾

安

炭
島
市
事
務
史
員
に
任
命
す
る

主
事
に
柿
す
る

．

八
叙
九
牙
給
を
給
す
む

社
念
醤
薇
島
市
民
病
院
勁
務
を
命
ず
る

昭
利
二
十
七
年
八
月
九
日

J I l 

田

勝

應
島
市
技
術
器
芯
任
命
す
る

技
師
に
抽
す
る

十
級
四
労
給
を
給
す
る

悲
＂
保
思
炭
島
市
民
病
院
勤
務
を
命
ず
る

昭
利
ー
ー
十
七
年
八
月
―

-
H

-'
J
 

1,ト

裕

偲

餃
島
市
技
術
史
員
に
任
命
す
る

技

師

に

補

す

る

．

巴

叙

繋

命

を

給

す

る

、

悲

倅

贋

島
市
民
病
院
産
婦
人
科
部
長
を
命
ず
る

昭
和
二
十
七
年
八
月
一

H
（
各
通
）

外

Jll 

修

山

岡

行

.・ 
て・1・ヽ・

＾`
 巳・,

社
合
保
肱
艇
島
市
民
病
院
長
及
び
同
病
院

事
務
局
長
導
決
規
程

、

第
一
條
●
台
保
阪
版
島
市
民
病
院
長
（
以
下
「
病
院
是
．
」
と
い
う
。
）

）は
‘r

別
に

及
び
同
病
院
事
務
局
此
（
以
下
「
事
務
局
長
」
と
い
う
。

定
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

導
決
す
る
。

．

節
二
條
病
院
是
が
半
決
で
き
る
事
項
は
、
次
の
通
リ
と
す
る
。

一
臨
時
職
員
の
任
免
、
進
退
、
食
罰
、
給
典
、
服
務
、
公
條
認

定
等
に
関
す
る
こ
と
。

9

.

二
医
師
及
び
医
師
以
外
の
十
級
戯
以
上
の
職
員
の
語
願
屈
出
処

理
及
び
除
服
出
仕
に
関
す
る
こ
と
。

-
＿
＿
職
員
の
時
間
外
勁
務
及
び
市
内
出
張
に
関
す
る
こ
と
。

四
一
件
十
万
田
未
満
の
工
事
以
外
の
事
業
の
施
行
及
び
親
我
支

、
出
に
関
す
る
こ
と
。
．

五
一
件
―
114'
万
国
以
上
五
十
万
田
未
満
の
物
品
の
賜
入
及
が
修

締
伺
に
関
す
る
こ
と
。

・

六
一
件
貨
貸
料
年
額
又
は
総
額
五
十
万
囚
未
満
の
財
産
の
代
奥

．
 

又
は
借
受
に
関
す
る
こ
と
。

七
見
稜
債
格
一
二
十
万
田
未
酒
の
不
用
品
処
分
伺
に
関
す
る
、こ
と
。

庇

中

一

般

社
合
保
桧
脱
島
市
民
病
院
長
及
び
同
病
院
事
務
局
長
導
決
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

．．． 

昭
和
二
十
七
年
八
月
十
五

H

炭
島
市
抵

浜

井

ヽ
．．．
 
て・
・

L

 
f
 

廣
島
市
訓
令
第
五
十
六
号

l爽 吉人
t,’i 

市
丑
室
勤
務
を
介
ず
:/

r
二
H
（
各
池
）

昭
和
二
十
七
年
八
JJ-
．,

・
事
●
史

H
.’
内

•i 

•• 

ヽ

炭
島
市
良
醤
生
監
蔵
●
を
命
ず
る
．

．

|
_
l
J
1
4
寸

＇

．
 

田 ，

事
務
吏
且

安

淫

．
 

久グ

．
 

，
 ｀
 

＇ 

．
 

逹

．

雄

L
 

、I

響`．，
．．
 

、,'
‘

．
 

.’
 

叫

栄

――

一

宅

新

関
浅

厄
t

田

ふ

江

堀

ク

．

任

祁

栗

ク

宮

本

炭
品
市
財
政
説
査
委
員
合
委
員
を
委
成
す
る

應
仰
二
十
七
年
大
月
一

H
（
各
通
）

ー

m
 

l

i

 

.

、

技

衛

史

員

西

U

1

,卜

よ
リ
一

i

箇
月
間
休
職

地
方
公
務
貝
法
第
二
十
八
條
第
二
項
第
一
歩
に

を
命
ず
る
。

一
般
職
の
職
員
の
給
興
に
関
す
る
條
例
摩
ー
ー
一條
の
一
＿
第
二
項
に
よ

ぞ
れ
百

リ
ニ
箇
月
間
、
給
料
、
扶
挽
手
当
及
び
拗
務
地
手
当
の
そ
れ

分
の
八
十
を
支
絵
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
八
月

1

H

.

ー

．

．

 

事

務

史

員

竹

rfI.

悲
＂
保
捻
炭
島
市
民
磨
眉
誓
務
係
丑
を
命

f
-
0

技

術

史

員

山

地

十
紋
五
＂
ャ
J

給
を
給
す
る

社
令
保
政
炭
島
市
民
病
院
拗
務
を
命
ず
—

0
.
.

昭
利
二
十
七
年
八
月
九

H
（
各
菰
）

技

術

吏

且

胤

．

'，
 

技
師
に
抽
す
る

森

•. 
‘
 
,‘
 -(i
 

伐

栄

廉

ノ 平

忠

維．一

義

正一

ク ク ク
．

ク

陪
島
市
財
政
潤
査
委
員
合
委
員
を
解
'
‘

市
議
合
議
員

ク

良義 j-i糸

夫典守一・光夫吉

ル‘
．
 

クク

ヽ， 

土巾木松

岡
野 111谷

喜 ， 

栂正低＇
代
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ヽ
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し
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．＇ 
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.
'
,
t
a
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ー
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,

9
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f
 

鼻
•

•

f•I 

．．
 

．．
 

鼻．
．ヽ，．

,

J
 

’
 

H
時

楊
所

I
 ．
 

記
昭
和
二
十
‘七
年
八
包
一

H

脳
島
市
選
挙
笠
理
委
員
合

•
』

午
前
九
時

4~• 9

,

．
 

， ,, 

昭
和
一
．手
七
年
七
Jj
二
十
九

H

.

廣
島
市
選
挙
笠
理
委
員
合
．

，

委

貝

長

ー

平

井

滋

ヽ

太

•Ul; 

炭
選
管
告
示
甲
策
九
号

昭
利
二
十
七
年
七
月
十
二

H
付
縣
選
第
ニ
ー
六
，
ナ
J

．に
よ
る
餃
島
縣

悉
挙
5
竺
理
委
員
合
の
並
牒
に
甚
き
八
月
古
―
-
H
執
行
の
安
袋
海
区
漁

業
詞
掟
委
員
合
委
員
選
挙
に
お
け
る
委
員
候
捕
者
の
氏
名
及
び
然
派

別
の
掲
示
順
位
を
定
め
る
＜
じ
を
左
記

H
時
場
所
に
お
い
で
i

打
う
。

ー

J

―-
1
 

2

委
員
長
ば
、

yi和
を
総
理
す
る
。

ー｀

3

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
｀
委
員
長
の
指
名
す
る
委
員
が

そ
の
職
務
を
代
理
す
．る。

第
七
條
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
再
任
を
妨
げ
な

、
o＂ 

第
八
條
委
員
合
の
合
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
9

第
九
條
委
貝
合
の
庶
務
は
、
職
員
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
十
條
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。
一

◎
選
暴
管
理
委
員
會
告
示

•
I

■

·
·
·
·
-
9
1
.
'

ー

'
i
,

．

八
病
院
に
関
係
あ
る
常
造
物
使
川
許
可
及
び
述
背
処
分
に
関
す
‘

・
る
こ
と
。

・r"．
．

九
病
院
に
関
係
あ
る
市
有
財
森
の
行
迎
に
関
す
る
A
J

と。

：

＋
盛
収
入
念
納
付
延
期
及
び
徴
収
狛
予
演
免
に
関
す
る
こ
と

十
一
軽
易
な
各
稲
行
事
の
開
他
に
関
す
る
こ
と

0

,

9 .
9

第
一
一
一
條
事
務
局
長
が
導
決
で
き
る
事
項
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

＇

一
職
員
（
医
師
及
び
医
師
以
外
の
十
級
職
以
上
の
載
員
を
除

V
"
)
の
諧
願
届
出
処
理
及
び
除
服
出
仕
に
関
す
る
こ
と
。

．

二
法
令
若
し
く
は
市
法
規
に
基
く
賭
給
災
金
の
支
給
に
関
す
る

こ
と
。

三
定
例
の
諸
証
明
願
、
公
蒲
阻
祐
、
諸
願
届
出
処
理
に
関
十
る

¥
`
 

こ
と
。

四
・
定
例
又
は
軽
易
な
文
湛
処
珪
に
関
す
る
こ
と
0

.

.

五
収
入
支
出
及
び
振
替
命
令
に
関
す
る
こ
と
0

.

、,
．．
 

六
一
件
一
二
十
万
田
未
酒
の
物
品
の
賂
入
及
び
修
締
何
に
関
す
る

こ
と
。

七
詣
収
入
金
の
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。

．

八
諮
収
入
金
徴
収
蜘
託
並
び
に
受
託
に
関
す
る
こ
と
。

九
病
院
内
取
締
に
関
す
る
こ
と
0

/
、
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廿
叫
屑
且
月
加
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ヨ

占

ふ

H
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一
キ
ニ
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'
:
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1
9
1
i
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9
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i
i
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'
l
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J
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`
し
,
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．
．

□

事
務
史
員
丞
田
．
，
＇
紬
一
＇
一
、
詔
第
二
十
九
号

2

（
金
融
安
に
つ
い
一
，
．
戸
―
ー
し
？
し

1
(

―
―•
3月
分
）
｀
＇
，
、

-]―
i
 

，

ヽ

9

)

、

9
¥

．
u

.

.

 

<
．
、
・
[
-
9
.
9
て
、
'
,
.
，
9
-

C

ヽ

3

-

．

産

業

委

員

合

付

託

閉

念

喜

．

摘

奨

9

ー、

9
二
．
．
願
に
よ
り
本
裁
を
免
ず
る

，
原
案
可
決

．
 

'
口
靡
二
主
七
笠
七
月
二
十
六

H

出
渭
｀
占
l`E

垣:-（田

tIJ[;＂[
I
C

詞＇、承認

Jr̀
p

，い
f

◎

維

報

．
 

．
 

定
例
市
議
合
に
お
い
て
左
記
の
通
＂
謳
決
さ
れ
た
。
'

記

報“
•
G
八
月
二
H
)

．

一
、
第
八
十
七
号
議
案
昭
和
二
十
七
年
度
廣
島
市
歳
入
出
予
媒
追

原

案

可

決

．

"t 1'
 

市:
-
．
、
第
八
十
八
号
議
案
炭
島
市
稔
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例

制
定
に
つ
い
ー
て
．
，
原
案
可
決
．
’

、
、
、
、

・
一
、
第
八
十
九
号
議
案
炭
島
市
梢
防
賀
じ
ゅ
つ
條
例
制
定
に
つ
い

．
涵
．
原
案
可
決
・

、

9て
．

島i
?
]
、

第

九

十

号

談

案

財

産

の

取

得

に

つ

い

て

原

案

可

決

l
 •

[
•
V
9
•
一
．
、
第
九
十
・
一
号
議
案
財
産
の
取
得
に
つ
い
て
原
案
可
決

廣
・
'
1、
•
第
九
十
二
号
談
案
契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て
同
意

．
，
會
一
、
第
九
十
三
号
議
案
契
約
締
結
の
同
密
に
つ
い
て
同
窟

＇
一
、
第
九
十
四
号
議
案
契
約
締
結
の
同
窯
に
つ
．
い
て
同
意
，

9
ー
、
て
（
八
月
八
日
）
‘

一
、
第
九
十
七
号
議
案
契
約
帯
案
変
更
の
同
意
に
つ
い
て

；・日

同意．

.o 
.2 

月
1

.

、
咋
叩
第
十
九
号
比
治
山
．
保
膵
協
會
に
対
し
季
節
の
笠
理
権

．
及
び
捕
助
金
交
付
要
望
に
つ
い
て

8[ 

閉
合
中
審
査
ー

年7
 ,

1

ヽ
ー
咄
叩
第
二
十
七
号
・
三
立
山
農
耕
地
を
現
血
作
者
に
彿
下
に
つ
，

2
 

n
 

矛
、
＇

9
9
.
'
い
て
．
．
．

昭
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建
設
委
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計

二
0
、
.
'
，
九
ー
ニ
四
一
七
六
一
＿
＿
七
八
、
七
九

出
張
所
別
一
ー

人

・

ロ

泄

お
~

出
帳
所
々
管
販
域
別
人
口
朕
況

（
二
だ
八
、
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現
在
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一
、
（
）
は
本
市
以
外
地
で
の
事
件
を
本
蒋
地
の
本
市
へ
郵
送
屈
出

；
．
た
も
の

死
亡
は
、
—
—-
+
-
H、
'
そ
の
他
は
二
十

一
、
婚
姻
、
離
婚
、
出
生
、

七

uて
計
体
し
た
も
の

誤

.

，◎
正

廣
島
市
報
第
七
十
五
号
第
二
頁
・
の

炭
島
市
証
明
及
び
閲
党
手
数
科
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
：

（
昭
和
二
十
七
年
炭
島
市
條
例
第
四
十
九
号
）
中
「
第
一
條
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
條
第
1

項
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
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の
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例
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1

、
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1
|
伍

-
t
_
1
1・・ー＇
へ

1,
’
..`.，
．9

'ヽ
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9

.

；＂デ闊

＂

ヽ
｀
．

、9
え
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．

、

蹄

5
嘉・

1ヽ

、

.

0
ー
む

島

市

匹

[9

広

島

市

．

国

泰

寺

界

一

＿

盆

．．／

中
一
＿
翌
ー
＿
＿
蜃
（
代
表
）
．

ー
・

巾
一
臭
（
市
会
事
瀦
局
）
也
―
―
―
―
―
―
夭
設
局
線
粒
課
）
中
。
＿
戻
舟
入
病
）

．竺

電
話
＿
豆
競
益
緬
諜
言
巴
詈
―
翠
暉
察
悶
攣

籠
猛
闘
疇
言
襲
饂
麟
雙
翌
翌
譴
言
零

昭
和
二
十
七
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加
に
つ
い
て
．
．
．
．
．
．
‘
・
・
六
広
島
市
職
負
公
猫
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

不
動
産
公
売
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
六
こ
に
公
布
す
る
●

●

●

●

指
定
水
道
工
祁
店
の
新
規
指
定
並
び
に
衣
任
技
循
者
の
試
験
版
り
昭
和
二
十
七
年
九
月
十
五
日

止
め
に
つ
い
て
．
．
．
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
六

広

島

市

長

浜

．
井

信

一

＿

＿

．．

，．

塁
暦
台
帳
の
縦
党
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ＂‘

・
・
七
広
島
市
条
例
第
五
十
九
号

‘

•

◎

教

育

委

員

会

告

示

＇

．

“
広
島
市
職
邑
公
猫
災
害
補
懲
条
例
の
一
部
を
改
囲
’
ろ

↑・

選
挙
迎
勁
の
た
め
に
す
る
個
人
浪
設
会
開
催
の
に
め
に
必
要
亙
皿

．
条
例

應
程
度
笠
一
部
改
正

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
七
広
島
市
職
負
公
溺
災
井
補
恨
条
例
（
昭
和
一
＿
十
六
年
八
月
十
一

Ef

貪
選
挙
法
施
行
令
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

．

広
島
市
条
例
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
'
.

'.

第
二
十
条
第
一
項
中
7
公
千
委
員
会
規
則
L

を

r
広
島
県
八
甜
委

迎
勁
の
た
め
に
ず
る
個
人
演
説
会
の
施
設
の
冷
営
の
た
め
に
納
付

員
会
の
公
瀦
災
符
補
位
の
癖
査
の
節
求
に
関
す
る
規
定
L

に、

9
公

す
ぺ
き
費
用
の
額
に
つ
い
て
・• •.. 

・
 
・
 
・
 
・
 ・
 
・
 
........ ・
 
・
 ...... ・
 
・
 
1
0
 

羹

只

会
L

を

r
広
島
県
人
事
委
只
會
に
改
め
、
同
条
第
一
一
項
を

・

削
る
。

◎

公

安

委

員

会

告

示

道
襲
遥
取
締
翡
び
に
逍
路
交
遥
販
締
令
に
よ
る
道
路
の
交
遥
醒
十
一
条
第
一
虫
中
9
公
羹
只
会
又
ば
実
施
欝
は
、
喜

．

に
関
す
る
必
要
な
る
制
限
の
一
嬰
正
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．． l
I

又
は
補
恨
袋
施
の
た
や
」
を
9
容
器
腐
は
祠
應
央
施
の
た

に
改
め
る
。

◎

公

平

委

員

会

告

示

ゼ

不
利
益
処
分
笠
翌
’
る
公
開
口
眠
征
迦
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．． 
＿

l-第
二
十
＿
一
条
第
一
項
中
え
牟
委
只
会
又
は
央
加
殺
関
は
、
都
在

[.

又
は
補
慎
の
央
施
の
た
め
L

を
ユ
火
施
殺
因
は
、
補
償
の
央
施
の
た
｀

．

め
L

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
9
公
平
委
且
会
又
は
L

を
削
る
。

◎

辞

令

．
．
 

◎

雑

報

’
附

則

．

..•......................... 

-
N

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
．、

昭
和
二
十
七
年
六
月
十

[

rli碩
会
議
決
亦
件
に
つ
い
て

、

出
型
所
殷
宜
区
域
別
人
口
及
び
批
相
朕
況
芸
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一
六

nか
ら
迩
川
ナ
る
。

戸
莉
上
の
市
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
一{

広
品
市
立
学
校
狡
努
料
並
び
戻
第
希
料
条
例
き

J

こ
に
公
布

一
才
令

ヽ
｀

昭
和
二
十
七
年
九
月
十
五
日
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広
島
市
中
央
卸
売
市
場
幣
務
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

郎
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
九
月
十
一
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

島
市
規
則
館
六
十
四
号

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

伶
島
市
中
央
卸
売
市
場
業
務
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
四
年
八

+
-
H広
島
市
規
畑
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

-

Q

o

 

別
表

H
使
用
料
表
中
7
卸
究
人
市
場
使
用
料
各
部
共
売
上
高
千
分

の
ニ
・
宜
L

を
7
卸
売
人
市
場
使
用
料
各
部
共
売
上
高
千
分
の
二
L

に、

7
荷
受
粛
務
所
使
用
料
卸
売
人
粛
務
所
同
「
l

―
-
0円
L

を

r荷

受
耶
務
所
使
用
料
卸
売
人
庫
猫
所
同
一
五

0
円
L

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
一

日
か
ら
涸
用
す
る
。

広
品
市
躁
会
定
例
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
日

広

島

市

長

浜

広
島
市
規
則
第
六
十
五
号

広
島
市
議
会
定
例
会
規
則

井

信

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
六
十
三
号

広
島
市
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
も
規
則

広
島
市
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規

則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
一

別
表
中
7
若
草
町
災
寄
住
宅
六
号
七
六

0
、
0
0」
の
次
に

自
二
七
至
ー
ー

「
若
草
町
災
褥
住
宅
号
七
七

0
、
0
0」
を
加
え
る
。

室――

-0

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

浜

井

信

‘” 

ー
一
●
』
、
・
広
島
市
長号

広
島
市
条
例
第
六
十

｀
，
広
島
市
立
学
校
喜
蒻
並
び
に
入
学
老
査
料
条
例

：
広
島
市
立
学
校
授
菜
料
並
び
に
入
学
考
査
料
条
例
（
昭
和
二
十
三

年
十
一
月
二
十
六

Fi
条
例
第
五
十
八
号
D
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

,
'
（
目
的
）

第
一
条
こ
の
条
例
は
、
広
品
市
立
学
校
に
お
け
る
疫
菜
料
並
び
に

、
入
学
考
査
料
の
微
牧
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

.

（
市
立
学
校
の
定
義
）

第
二
条
こ
の
条
例
で
広
島
市
立
学
校
と
は
、
左
の
学
校
を
い
う
。

ナ

一

全

日

制

,
．
広
島
県
広
島
茄
町
高
等
学
校

＇
：
広
島
県
広
島
舟
入
高
縮
学
校

.
、
]
一
定
時
制

広
島
県
広
島
砧
町
高
等
学
校

、

広

島

県

広

島

千

田

高

等

学

校

／

.
'
（
翌
菜
料
額
及
び
徴
牧
方
法
）

第
三
条
探
菜
料
は
、
月
額
と
し
、
次
に
定
め
る
額
を
当
該
生
徒
の

．． 
翡
了
る
月
に
応
じ
て
、
毎
月
末
日
ま
で
に
微
牧
す
る
。
但
し
、

そ

？
IJ

の
全
日
数
を
通
じ
て
疫
業
を
行
わ
な
い
場
合
は
、
そ
の
月

．

の
晋
～
に
微
収
す
み
こ
と
が
で
き
る
。

本
一
ご
制
高
等
学
校
―
―
―
五

0
円

i

空

制

高

等

学

校

ー

一

三

0
円

2

日
｝
｛
中
途
に
お
け
る
入
学
、
退
党
又
は
転
学
の
場
合
は
、
当
該

月
の
ご
菜
料
を
徴
収
す
る
。

（
ー
・
呼
考
在
料
額
及
び
微
牧
方
法
）

第
四
冬
~
入
学
考
査
料
額
は
、
次
の
通
り
と
し
、
第
一
学
年
入
学
志

．
“
[
犀
考
文
は
転
入
志
願
者
に
対
し
、
そ
の
出
願
の
際
微
収
す
る
。

含

制

高

等

学

校

一

互

0
円

箆

制

高

等

学

校

一

0
0円

'
・
（
姉
空
規
定
）

第
一
ユ
条
休
学
中
の
者
叉
は
や
む
を
得
な
い
事
悧
に
よ
り
学
毀
の
支

弁
ぶ
竺
難
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
授
業
料
を
減
免
し
、

浜
・
ヘ
井

信

ーー
H

町

．
 

函

叩

屋

同

．
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・
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広
島
市
告
示
第
八
十
一
号

昭
和
二
十
七
年
八
月
二
十
一
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

第
三
十
二
回
換
地
予
定
地
変
更
指
定
第
十
二
回
換
地
予
定
地

借
地
櫂
指
定
の
発
表
に
つ
い
て

一
、
換
地
予
定
地
変
更
指
定

1

広
島
特
別
都
市
計
酉
事
菜
復
興
東
部
土
地
区
繭
盤
理
施
行
に

伴
う
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
両
盛
理
委
員
会
の
諮
間
を
経

て
換
地
予
定
地
が
変
更
に
決
定
し
た
か
ら
、
関
係
者
は
東
部

復
興
哨
務
所
で
、
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

土
地
所
有
府
に
対
す
る
換
地
予
定
地
の
指
定
遥
知
祖
は
、
土

地
所
有
届
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
逹
す
る
。
な
お
、
土
地

所
有
屈
を
未
だ
捉
出
し
て
い
な
い
者
は
、
至
急
提
出
さ
れ
た

、0、し今
回
宛
表
の
土
地
を
、
f

如
買
又
は
罪
渡
す
る
と
き
は
、
加
訓

に
必
ず
東
部
復
興
謝
堕
哲
協
業
の
上
取
り
迎
ぴ
願
い
た

、0し万
一
辿
絡
が
な
い
場
合
は
、
決
定
し
た
換
地
を
取
罰
す
こ

と
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
是
非
辿
絡
方
央
行
願
い
た
い
。

前
記
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
秘
印
地
樅
そ
の
他

の
椛
利
k
つ
い
て
は
、
氾
つ
て
指
定
す
る
。

じ
“111 地

所

名

一

地

町
＿
ー
外
二
価

町

五

ノ

ー

4・ 3
 

2
 

在
ー帝

土
地
茄
有
者

亡

侭

ー

名

佐
々
木

ー
山
田

墨・: 
l‘ 1  

◎
告

示

広
島
市
誨
会
の
定
例
会
は
、
二
月
、
五
月
、
八
月
及
び
十
一
月
に

こ
れ
を
開
く
0

但
し
、
必
要
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
｀
繰
り
下
げ
て

開
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

g, 
＇ 4 

＇ 
ノ~

＼
 

,
t

ぷ．，

,9 

．
 

,ヽ
l

h,
4
9
"

，
 [̂、-

九
九
六
人
（
内
社
奎
輻
祉

一
主

Ilf-―
―
七
人
）

永

道

企

業

・

す

筑

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

昭

和

一

＿

一

月

日
島

・

浜

井

信

広

島

市

冬

，

＋

号

水

道

に

―

Q

条
例

地

方

公

営

昭

一

丁

七

年

法

律

第

二

百

九

十

二

号

）

第

十
四
条
の
規

‘

.

m
水
道
局
を
設
置
す
る
。

1

こ
の
条
例
は
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

広
島
市
役
所
哨
務
分
掌
条
例
（
昭
和
一
一
十
六
年
六
月
十
九
日
条

例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
花
す
る
。
第
一
条
及
び
第

二
条
中
水
道
局
を
哨
る
。

3

広
島
市
職
員
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
一
＿
一
月
三
十
日
条
例
第

五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第

1

一
号
を
第
三
号
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下

げ
、
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
一
号
の
次
に
第
二
号
を
次

て

の
よ
う
に
加
え
る
。

＼ ヽ

又
は
そ
の
微
牧
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
‘

（

未

納

者

処

分

）

-

●

第
六
条
授
業
料
を
期
限
内
に
納
入
し
な
い
者
に
対
し
て
は
、
出
席

を
停
止
し
、
又
は
退
学
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
還
付
禁
示
）

第
七
条
既
納
の
投
菜
料
及
び
入
学
考
査
料
は
、
第
五
条
の
場
合
を

除
く
外
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
還
付
し
な
い
P

（
委
任
規
定
）

．．
 

第
八
条
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
喫
な
叩
項
は
、
市
長
が
定
め

る
0

但
し
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
施
行
に
関
し
必
要
な
ヰ
項
は

、
敬
育
委
員
会
が
定
め
る
。

．

附

則

．

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
L
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一

日
か
ら
涸
用
す
る
っ

・＇ヽ.'

＂
ー
：
ー
↑
ー
！
~
ー
！
し
』
．
：
＇
’
い
い
卜
＇
｀
抄
←
：
化

上同昭同同平同下同金同同大同新小同 .F 新同同同同同•同三桐田薬同西鎚平斜
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／
四
外
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疵
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四
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七
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三
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ノ
ー
外
五
箪

甲
七
外
一
鉦

九
ノ
―
―

九
一
一
＿
七
／
入
外
一
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四
1
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一
外
二
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四
一
ー
ア
ニ
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三
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一
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外
一
疵
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八
外
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ア
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一
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四
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一
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l0外
二
＿
蔀
．

ニ
ュ
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ニ
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四
．
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四
乙
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一
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外
一
細
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四
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六
四
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六
四
八
ノ
一

六
四
八
ム
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七――

-0ノ
ー
―
-
＿
外
二
証
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i

六
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ll
―
ノ
四
外
一
鉦

六
四
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五
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広
島
市
狂
犬
病
予
防
法
施
行
紬
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
ノ

こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
一
｀
一
十
七
年
八
月

1-+-l日
．

t

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広

島

市

規

則

第

六

十

二

号

‘

広
島
市
狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
狂
犬
病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
―
―
十
五
年
十
一
月

ll+ 

八
日
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
~
'

第
二
条
中
7
飲
食
店
営
業
許
可
等
に
関
す
る
手
数
料
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
広
島
市
規
則
第
十
七
号
0

以
下

7
手
数
料
規
則
L

と
い

5
。)
L

を
7
広
島
市
手
数
料
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
六
月
一
日
広
島

市
規
則
第
十
八
号
。
以
下
7
手
数
料
規
蜘
L

と
い
う
。
）
L

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広^
島
市
営
住
宅
管
浬
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日

F.  iャ・

`• "‘・．‘

◎
規

―
市
長
事
薙
部
局
の
職
呉
そ
の
他
の
識
員
四
四
一
＿
一
人

.
‘
J
-
計
ー
・
，
一
四
＿
＿
＿
九
人

腐

一

oo:<-

―
―
羞
局
の
職
員

i

己
息
賛
/

1

一
一
冠
紋

同
条
第
二
項
中
7
第
七
号
L

を
F
第
八
号
L

に
改
め
る
。
．
＇

広
島
市
睾
会
定
例
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
一
噌
・

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
市
条
例
第
六
十
二
号

広
島
市
議
会
定
例
会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
．

広
島
市
議
会
定
例
会
条
例
（
昭
和
一
＿
十
七
年
広
島
市
条
例
第
四
十

一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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昭
和
一
一
十
七
年
八
月
L
-

＋
七
日
午
後
一
時
ー
―
―

十
分

広
島
市
閂
恭
寺
町
＿
＿
＿
九

広
島
市
庁
舎
内
社
会
党
踊
凶
控
硲
（
一
＿
＿
階
）

広
品
市
鉄
砲
町
一
ー
一
四

．

明

見

艇

光

浜

昭
和
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
午
前
十
時
＿
＿
＿

十
分

広
島
市
国
泰
寺
町
＿
―
-
九

．

広
島
市
庁
舎
内
社
会
党
議
員
控
室
（
＿
＿
＿
階
）

広
島
市
蔀
原
町
一
＿
一
五

岡

棟

L

斗

造

広
島
市
吉
島
本
町
字
吉
品
新
開
五

0-
＝
l

.

製
材
工
場
、
延
一
九
一
＿
＿
平
方
米
、
住
届
埴
城

広
島
市
告
示
第
八
十
五
号

昭
和

1
-
T七
年
度
固
定
毀
廂
段
弟
二
期
怪
促
朕
、
市
内
ー
―
―
篠
本
町

三
丁
目
杉
木
幸
一
外
苺
―

10111件
住
所
不
明
の
た
め
送
逹
不
熊
に

つ
き
嵐
方
役
法
弟
二
十
条
並
び
に
市
枇
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に

よ

り

｀

鵡

吟

雑

芸

背

十

四

扁

、

公

翠

゜

な
お
、
右
公
示
分
の
苦
促
指
定
月
日
、
昭
利
二
十
七
年
八
月
二
十

八
日
と
あ
る
を
●
同
年
九
月
十
三

nに
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
八
月
＿
＿
＿
十
日

広
島
市
丑

本
．
箱

現
住
所

本

籍

現
住
所

木

籍

硯
住
所
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広
島
市
告
示
第
八
十
四
号

・
昭
和
二
十
七
年
仄
月
「
一
十
六
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
特
別
都
市
計
面
事
業
復
興
東
部
土
地
区
両
整
理
委
員
会
委
負
中

野
一
英
（
土
地
所
有
者
渫
出
）
、
同
米
田
八
百
ー
ー
ー
（
借
地
櫂
者
沢
出
）

は
、
各
死
亡
、
同
高
橋
恨
一
及
び
大
池
只
一
（
以
上
各
土
地
所
有

者
選
出
）
は
各
辞
任
に
よ
り
、
左
記
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
委
負
に
繰

り
上
げ
補
充
に
決
定
し
た
か
ら
告
示
す
る
。

記

．

本
籍
広
島
市
大
手
町
九
丁
目
目
三
十
九
悉
地

現

住

所

右

同

土

地

所

有

者

補

充

負

和

田

窃

一

広
島
市
己
斐
町
五
百
十
二
番
地
ノ
ー
―
―

右

同

同

山

本

勝

央

広
島
県
深
安
郡
湯
田
村
字
磁
田
八
百
＿

i

＿
十
四
番
地

広
島
市
古
田
町
大
字
古
江
九
百
＿
＿
＿
十
帝
地
・

同

光

本

年

蔽

広
品
市
出
汐
町
＿
―
-
土
＿
一
番
地

広
島
市
千
田
町
一
丁

H
五
白
＿
＿
＿
十
茸
帝
地
ノ
五

借
地
梱
者
補
充
負
．

ru
辺

早

苗

広
島
市
告
示
第
八
十
七
号

昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日

広

島

市

長

浜

源
流
物
拾
母
に
つ
い
て

左
記
の
も
の
に
つ
い
て
、
江
田
島
町
長
よ
h‘
拾
街
の
涌
知
が
あ
っ

た
か
ら
、
心
当
り
の
方
は
、
広
島
市
、
社
会
陳
ま
で
申
し
出
ら
れ
た
い
。

―
-
、
拾
街
物
件
小
舟
（
ポ
ー
ト
型
）
一
北
＿
長
さ
一
苓
牛

二、

I

I

R
時
昭
和
二
十
七
年
八
月
二
十
日
午
前
九
時
．

三
、

II

盟

江

IU島
町
秋
月
火
薬
郎
沖
悔
上
．

．

四
、
ク
届
人
，

II

．

小

川

・

奥

田

小

平

一
、
龍
麿
＂
．
伝
馬
船
一
雙
克
＇
―
-
羞
―
ツ
キ
放
．
ヽ

i-
、
II

日
時
昭
和
二
十
七
年
合
一
十
一
日
午
前
翡
一
．． 
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号
＂

環
境
循
生
監
視
負
記
章
第
六
六
ー
ニ
ユ
号

記
寧
様
式

寸卜

1
記
寧
描
図

-

旧
十
字
形
に
旭
光
を
配
し
、
中
心
に
「
監
」

I

、

り
字
を
収
む
。

岡
直
径
―
―

1
0粍
の
旧
形
で
あ
る
。
・
ず

⑱
旭
光
は
一
＿
一
段
と
ナ
る
。

困
十
字
四
端
辺
梢
中
拡
が
る
。

伺
哀
而
に
温
翠
境
術
生
監
視
貝
L

の
文
字
．

及
び
全
国
一
述
の
帝
号
が
入
れ
て
あ

る。

浜

広
島
市
告
示
第
八
十
六
号

左
記
の
記
章
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
円
紛
失
し
た
の
で
、
以

後
無
効
と
す
る
。

昭
和

1

一
十
七
年
九
月
一
日

・

広

島

市

長

井

信 信

. ̀., • 

五
、
建
築
場
所
広
島
市
南
親
香
町
五
八
九

六
、
用
途
、
概
要
製
材
工
場
、
延
五
九
、
四
平
方
米
、
住
居
地
域

、;,．．

4-

ヽ

山
本
利
三
郎

冨

．

月

敬

子

佐

伯

久

米

夫

山

県

不

似

磨

中

村
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よ
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補
者
何
某
演
設
会
場
L

＿
と
記
し
た
椀
札

を
加
え
る
。

第
一
条
の
六
便
所
中
皆
央
、
元
宇
品
、
千
田
、
本
川
、
．
江
渡
、
＇
殴
背
、
竹
届
の
各
小
学
校
、
江
波
中
学

校
及
び
甚
町
、
千
田
の
各
高
等
学
校
の

F
会
場
に
よ
る
区
分
L

及
び

r
位
骰
L

の
閥
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

•
一
を
加
え
る
。

邪
一
条
芯
0
照
叫
巾

9
邸
下
を
使
川
芋
L

を
品
埒
＇
を
使
川
し
な
い

L
改

め

、

ほ

株

｀

古

嬰

一
各
小
学
佼
及
び
政
爪
小
学
校
の

2
菰
．
に
よ
る
区
分
し
及
び
~
叫
の
松
庇L
の
闘
羨
の
よ
ー9
に

ヽ

L

曇
ャ

ヽ

曇・
B
-曇
』

ク

’̂ 

同
条
の
一
＿
一
聰
衆
席
中
、
庚
午
中
学
校
の
次
に

1
 机

l
]
0
脚

同
条
の
一
、
照
明
中
、
庚
午
中
学
校
の
次
に

ー・―-.,
.... 

殺
室
廊
下
を
使
用
し
な
い
一
茨
志
坪
に
つ
き
百
し
よ
く
光
一
一
灯

控

室

元

｀

七

七

写

に

つ

き

百

L
よ
く
光
二
灯

所

一

＿

＿

坪

に

つ

き

照

明

な

し

敬
室
廊
下
を
使
用
し
な
い
二
室
四
0
坪
に
つ
き
百
し
よ
く
光
四
灯

控

室

一

＿

＿

坪

に

つ

き

百

し

よ

く

光

一

灯

（

配

線

）

所

9

1

0

坪

に

つ

き

照

明

な

し

敦
室
廊
下
を
使
用
す
る
一
一
五
坪
に
つ
き
百
し
よ
く
光
五
灯

控
室

I

一
五
坪
に
つ
き
百
し
よ
く
光
五
灯

所

八

坪

に

つ

キ

照

叫

な

し

広
島
市
立
似
島
中
学
校

広
島
市
立
二
薬
中
学
校

広
島
市
立
宇
品
中
学
校

便弁普便弁普便弁普
士通士遥士皿

会

場

に

ょ

る

区争

分

稲

及

び

程

艮

を
加
え
広
島
市
立
工
笙
咎
門
学
校
を
刷
る
。

I

第
一
条
の
三
聰
衆
席
中
荒
神
、
皆
実
、
宇
品
、
元
宇
品
、
似
島
学
園
、
千
田
、
千
田
、
本
川
、
江
波
、
観

酋
、
古
田
の
各
小
学
校
江
波
中
学
校
及
び
茄
町
高
等
学
校
の

F
会
場
に
よ
る
区
分
L

及
び
「
種
類
及
＇

び
租
皮
L

の
間
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

普
通

~
 

六
灯

-
0
0
し
よ
く
光
四

六
0
し
よ
く
光
二

一
六
坪
に
つ
き

数
室
廊
下
を
使
用
し
な
い
―
-
0
坪
に
つ
き
百
し
よ
く
洸
六
灯

控

室

―

1

0

坪

に

つ

き

白

し

よ

C
光
六
灯

所

一

坪

に

つ

き

六

O
L
よ
く
光
一
灯

堂
廊
下
を
使
用
し
な
い
一
哭
坪
に
つ
き
百

L
よ
く
光
界
灯
（
醗
線
）

控

室

六

評

に

つ

き

面

し

よ

く

光

一

灯

（

配

線

）

所

二

面

に

つ

き

照

明

な

し

類

、
捺
子
四
脚
腰
掛
・
＇
（
五
人
掛
）
―
―
1
0
脚

し
上
敷
一

0
枚

広

島

市

立

流

神

小

学

校

講

，

兄

廊

下

を

使

用

し

な

広

島

市

立

皆

実

小

学

校

菅

遥

数

室

グ

膜

掛

五

0

脚

｀

広

島

市

宇

品

小

学

校

講

堂

ク

・

腰

掛

四

0

脚

広
島
市
立
元
宇
品
か
学
校
普
遥
放
室
廊
下
を
使
用
す
る
腰
掛
―
―
1
0
脚

広
島
市
立
似
島
学
園
小
学
校
講
舘
廊
下
を
使
用
し
な
い
椅
十
四
0
脚
机
l
'
]
0
脚

広

島

市

立

千

田

小

学

校

翁

楽

敬

室

ク

腰

長

掛

一

四

脚

広

島

市

立

牛

田

小

学

校

普

遥

数

室

ク

瞑

掛

五

四

脚

広

島

市

立

本

川

小

学

校

誨

氾

弗

グ

長

腰

掛

四

人

掛

一

デ

八

0

脚

広
島
市
立
江
渡
小
学
校
普
遥
敬
室
廊
下
を
使
用
す
る
腰
掛
五
0
脚
机
一
1

五
脚

広
島
市
立
誤
昔
小
学
校
普
遥
数
室
廊
下
を
使
用
し
な
い
腰
掛
四
六
脚
机
一
三
脚

広
島
市
立
古
田
小
学
校
芦
叫
堂
廊
下
を
使
用
す
る
膀
掛
（
三
人
掛
）
八
0
脚

広

島

市

立

竹

屋

小

学

校

脆

靴

室

ク

腰

掛

五

0

脚

広
島
市
立
江
岐
巾
学
佼
普
通
敬
室
．
郷
下
を
使
用
し
な
い
賄
掛
五
0
脚

広

島

市

立

似

島

学

園

中

学

校

講

堂

ク

椅

子

四

0

脚

広
島
県
広
島
砧
町
高
等
学
校
生
徒
集
会
場

17

椅
子
一

no脚

、I
"

会

場

ー
ー

，
奮

広
島
市
立
二
葉
中
学
校

に

ょ

る

区

分

誓
言戸i

拭千
卜

- -

譴墨千
五一類
本脚［

靡. 
み

水
差

． 

み

型
“會て

板-
I 
眉

,—-,.,I• 

稲

及

ひ'

程

皮

を
、
庚
午
中
学
校
の
次
に

.
l
 一

広
島
市
立
織
町
小
学
校

音
楽

会

場

に

よ

る
区

分

一
塁
手
台
堕
ー
脚
湯
呑
一
ゲ
嶺
一
ヶ
黒
板
一
而
黒

査
-

黎
室
＿
板
拭
＿
ヶ
白
竺
裟

種

類

及

ひ'
． 

程

度

同
条
竺
1

演
摂
中
肺
崎
小
学
校
の
次
に

ヽ
●

.,、̂t̀『『

＇^ 
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¢叶・り
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i出

中
島
小
学
校

広
湖
小
学
校

木
川
小
学
校

神
岱
小
学
校

舟
入
小
学
校

江
波
小
学
佼

天
新
小
学
杖

辺
咋
小
学
佼

Hi烈
＂
小
学
校

姦
＿
小
学
佼_-l

匹
3

小
学
校

己
尖
小
学
佼

古
川
小
字
佼

れ
料
小
学
佼

普
通
敬
室

普
涌
敬
室

普
遥
数
室

誂

堂

普
涌
数
室

謡

堂
講

、

堂

誂

堂
誂

堂

晋
通
数
室

謁

堂

背
楽
牧
室

将
涌
教
室

脱

靴

寂

箔
楽
飲
室

池
＂
涌
放
叙

碑
＂
涌
牧
寂

甜

棠
登
皿
炊
糸

籾

然
杵
r叫
飲
糸

,rcu-
＇`SF
.
 

ポ
'
t
R
炉
g

如
＂
遥
牧
緊

衿
媒
牧
宋

杵
涌
牧
9
ポ

哲
皿
牧
~
m

印

欲
訊

然

扮

岱

獨
欲
托
虫

杵
泄
飲
虫

守
涌
牧
硲

杵
油
役
m

閲
只
部
虫

杵
涌
敬
糸

檄

仇

虫

訊
然
’料
宋

洲
科
｛
か

た
炊
柁
糸

将

涌

れ

虫

将

遥

数

寂

珊

科

糸

・

琺

只

獄

将
涌
改
蛍

又
は
応
接
寂

杵
涌
牧
宙

杵
遥
放
宋

杵
遥
飲
室

応

按

虫

謡
欲
控
蛍

杵
誦
敬
{
土

翌
咄
怒
土

I~ I? 

“ 
I/ グ ，，／ グ

宇
品
小
学
校

似
島
小
学
校

白
品
小
学
校

樅
町
小
学
校

袋
町
小
学
校

竹
沿
小
学
校

千
田
小
学
校

職

只

室

平
日
楽
敬
室

翌
皿
数
杢

応

接

室

衛

生

家

晋
涌
数
室

職

負

室

隅
堂
控
室

将
通
室
室

グ I/ 

大
河
小
学
校

期
那
小
学
校

諧
堂
控
室

講
堂
控
室

ク II II: グ グ .,r 

普
涌
数
室

普
遥
数
室

普
通
数
室

矢
賀
小
学
校

宵
踏
小
学
校

段
原
小
学
校

比
治
山
小
学
校

皆
央
小
学
校

仁
保
小
学
校

作

法

室

謡
堂
控
室

特
別
数
室

理

科

室

映

写

室

応

接

室

普
通
敬
室

応

接

室
p
 

｀ 

普
遥
数
室
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｀ 

ヽ ，
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会
J

場
1に
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よ
る

●
区
ー

分
—
[
＇＾
ー

・
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、
ー

1

1

[

一広
島
市
立
荒
肺
小
学
校

ヘ

・

＇

中

，

照
明
〖
｝
．
程
度

ぃ

J.
 

.
 J

-

1

 

普
通
数
窒
廊
下
を
使
用
じ
な
い
八
坪
に
つ
き
-
[
し
よ
く
光
四
灯

”
 

一

弁
士
控
室

阻

手

号

"

}

-

．

ー

し

）

7

灯I
（
配
線
）

J
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L
'
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広
島
市
放
打
委
会

岡

委

只

丑

本

田

:'

『

況

作，

喜

悶

夏

翡

一

十

一

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

選

誓

動

の

た

名

’

命

人

湖

設

会

の

器
房
翁

i

の
に
め
に
納
付
ナ
ペ
き
骰
嬰
誓
秀
舟
定
め
る
。
．

昭
和
二
十
七
年
九
月
八

H

広
市
教
委
告
示
第
十
一
号

J

菜
"
-
ホ
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

元
宇
品
小
学
校

”

似

島

学

園

小

学

校

広
島
市
立
段
原
中
学
佼

グ

贔

観

昔

中

学

校

IJ

翠
町
中
学
校
．

”

宇

品

中

学

校

”

懺

町

中

学

校

グ

，

江

被

中

学

校

ク

炭

午

中

学

校

Il

中
広
中
学
校

II

国
泰
寺
中
学
校

ク

胄

崎

中

学

校

ク

似

島

中

学

校

Il

似
島
学
園
巾
学
校

＂

二

薬

中

学

校

広
島
県
恩
菰
町
穏
翠
校

舟
入
高
部
学
校

千
田
孫
婚
学
校

ヽ

講

堂
普
遥
牧
室

普
涌
敬
室

誂

．堂

諧

堂

雨
天
体
操
場

工

業

室

普
涌
数
室

裁

締

室

普
遥
殺
室

普
通
数
室

普
通
数
室

晋
遥
数
室

苦
涌
敦
室

普
逓
放
室

湖

堂

普
涌
敬
室

生
徒
集
会
場

校

長

室

職

員

室

普
通
放
室

校

長

室

職

員

室

請
堂
控
室

校

長

室

登
盟
蓋

躇
堂
控
室

図

甚

室

苦
洒
放
室

将
遥
数
室

職

員

室

額
堂
控
室

普
遥
数
室

応

接

室

普
述
敬
室

普
遥
数
室

普
通
数
室

普
遥
放
室

普
逝
激
室

戦

菜

室
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咽
遥
数
室

衛

生

室

i

、
r全

普
通
数
室

請

堂

普
通
数
室

普
通
数
室

開
堂
控
室

普
通
敬
室

礼

法

室

普
通
数
室
．

職校

員長

室室
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•' ， ,． :、, ・ ， :' 

• ' 、 、

,,; . べ 、 ， •,． ． ヽ ·., ..・.・' 

つ
い
て
こ
れ
を
行
う
。

，, II I/ 
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卓
子

．一
台
椅
子

租

度
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ぐ
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同
条
の
七
ぃ
弁
士
控
室
中
、
荒
津
小
学
校
の
次
に

広
島
市
立
荒
肺
小
学
校

卓
子

会

場

に

よ

る

区

--＇分

程

度

程
度
L

の
掴
を

1
，
・会

．場

9
.
 

広
島
市
立
古
田
小
学
校

広
島
市
立
段
原
中
学
校

1-~,,, ! 
尾荒牛
長 稗 田
小小小
学学学
校校校

分―●●― 

を
加
え
、
広
島
県
広
島
舟
入
高
等
学
校
を
削
る
。

第
1

鼻
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
―
な
0

第
1

一
条
前
条
の
設
備
は
次
の
場
所
に

一ー．
校
長
室
を
こ
れ
に
あ
て
る

五
脚

普
面
数
室
を
こ
れ
に
あ
て
る

応
接
室
を
こ
れ
に
あ
て
る

衛
生
室
を
こ
れ
に
あ
て
る
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並
び
に
造
路
交
通
坂
締
令
に
よ
る
遊
路
の
交
通

に
関
す
る
必
要
な
る
制
限
（
昭
和
二
十
＿
＿
一
年
三
月
七
日
広
島
市
公

安
委
員
会
告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
0

,』

昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日

広

島

市

公

安

委

負

会

―
-
、
市
街
地
叉
は
人
家
槻
密
な
場
所
に
お
け
る
法
第
十
条
に
よ
る
自

動
車
の
最
高
速
度
中
第
4
号

を

削

る

。

．

F
3
、．
令
第
十
九
条
第
一
項
以
下
L

を
第
4
号
に
改
め
る
。
．

第
2
号
の
次
に
次
の

1
号
を
加
え
る
。

・

鴫

3
、
令
第
十
入
条
第
一
項
第
三
号
の
軽
自
動
車
・

‘

盤
脚
毎
時
―
f

＿
十
粁
夜
圃
毎
時
二
十
五
秤

四
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
｀
令
第
二
十
入
条
第
一
項
第
五
号
及

び
｀
．
令
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
に
よ
る
車
馬
の
停
車
、
叉

は
駐
車
猿
止
場
所
中
7
第
3
号
L

を
削
る
。
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則こ
の
告
示
は
會
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
七
年
九
月

五
日
か
ら
適
用
す
る
。

公
職
渫
挙
法
施
行
令
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
澁

挙
連
勁
の
た
め
に
す
る
個
人
菰
設
会
の
施
設
の
公
砕
き
の
た
め
に

納
付
す
べ
き
費
用
の
額
（
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
―
―
・
日
広
市
教
委

告
示
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

； 

・ ヽ・ 「''・, .•. . 

広
島
市
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
号

◎
公
安
委
員
会
告
示
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年の二般一寄年すを 年刃［技張抜年
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を班年市給 に年委査．
七委委 ':
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ーを闘職条員：：：： に 二を員を員：：：： lln 会月委委 ：99.

日支‘負第
給命の二

十陽十命命十る負轟彗 〗ー委委一員負 ・｀•,
す料粉•項

五託二守ず二 日員負日をを ＇

る
日す日るる日 日讐 ．＾をを＾委解． ：

‘与第堀 ろ池＾ 各委解・各躙 ＜ ・．
°扶に一
荼関号 畠，

前安 道 商 妹通嘱多．＜塚通す新．池

手ナに内 田と田逹 丹

r -..._,, :i ・ -.'-・ vる,.

当るよ・ 尾賀本関永
及条り
ぴ例
勤第二

‘竹

務十箇
地三月春
手条間
当の休

数

純

時

夫

友

吉

良

夫

良

夫

義

•高 郎

ヽ貞

夫

事

務

員

広
島
市
祁
務
吏
員
に
任
命
す
る

術
生
巡
視
に
捕
す
る

llf務
吏
員

牛
田
出
張
所
庶
務
係
長
を
命
ず
ろ

寓
税
吏
員

尾
長
出
張
所
庶
瀦
係
畏
を
命
ず
る

山

寓
務
吏
員

宇
品
出
張
所
庶
務
係
畏
を
命
ず
芦
．
，．
 

．
 
二、[

'
.，
事

移

吏

員

山

、
田

深 宮 松山石丸浜八 山 巌 ，Jヽ 河 石 倉 北 住 平 飯 竹 伊 山 久 長

田

ヽ‘・, 
ヽ

千 秀

山

箭 高
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、 ・秋． ,男
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江
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田

ク

覇
祉
事
瀦
所
勤
琲
を
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る

純
‘

．．

’, 

．．
 1
．
祁
雙
且
，
•松

＾
、
本

・
・

‘
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社
会
保
狛
広
島
市
民
病
院
会
計
課
勤
猫
を
命
ず
ろ

・

ー・・＿
1

1

＇ 

＇ 
，．
 

ヽ

島

人
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田

字
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グ技

術

クク

広
島
市
技
術
吏
負
に
任
命
す
る
‘

抜
手
に
補
す
る

員 員
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日
市
出
振
所
庶
務
保
長
を
命
ず
る
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務

吏

員

佐

_
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＿
篠
出
張
所
庶
猪
係
長
を
命
ず
る
・

粛

猪

吏

員

佐

大
河
出
張
所
庶
移
係
長
を
命
ず
る

石

事
務
吏
員
．

宵
崎
出
張
所
庶
移
係
長
迄
命
ず
る

・

事

務

吏

員

・

見

比
治
山
出
張
所
庶
務
係
長
を
命
ず
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事

務

吏

員

木

競
昔
出
張
所
庶
務
係
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を
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ず
る
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事

務

吏

負
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比
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務

吏
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山
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事
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◎

告

示

結
核
豫
防
法
に
茄
く
定
期
外
館
康
診
既
及
び
豫
防
接
種
の

渡
施
に
つ
い
て
．．． 
…
…
…
…
…
…
…
…
 ．．．．．．．．．．． 
：・・・・・・・・・・・・・・・・・ニ

................................................... ――― 

公
安
中
止
に
つ
い
て

l

-

「

建
槃
許
可
に
封
す
る
公
開
耶
附
に
つ
い
て
．．．．． 

；
 
．．．．．．．．．．．．．． 
ー…

寄
犬
登
録
及
び
狂
犬
病
豫
防
注
射
に
つ
い
て
：
．．．．．．．．．． 
：・・・・・・・・・・・三

――
― 

・
ー
食
品
衝
生
監
親
貝
証
の
紛
失
に
つ
い
て
…
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

一
廣

鷹

屈

指

定

に

つ

い

て

…

．．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．．．．．．． 
…
 ．．．．．．．．．． 
；
・
・
四

廣
島
市
金
庫
ホ
器
の
一
部
取
扱
所
の
設
骰
に
つ
い
て
•
•
•
…
..... ：・・四

．．．．．．．．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．．．．． 
…
…
…
四

公
示
送
逹
に
つ
い
て
．

建
築
許
可
申
硝
に
閥
す
る
公
開
籾
開
に
つ
い
て

．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
五

◎

教

育

委

員

會

規

珊

五

滴
島
市
敬
育
委
只
合
令
蹄
規
則
の
一
部
改
正
・
・
・
・
・
:
......... :
 ．．．．．． 

炭
島
市
欲
官
委
只
令
事
務
局
亦
務
分
掌
規
則
の
一
部
改
正
・
・
・
・
・
・
・
・
・
五

痰
島
市
敬
官
委
只
合
亦
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
五

廣
島
市
立
昴
校
授
業
料
減
免
規
則
…
…
…
…
…
．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
六

◎

公

平

委

員

合

告

示

’

‘

,

．

．

ヒ

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

公
開
口
頭
審
珂
に
つ
い
て

昭和27年1‘0月20日
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ヽ
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頁．

◎

規

則

隈
島
市
職
員
公
務
災
害
補
償
條
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
•
•
…
…
·


痰
島
市
衛
生
事
務
委
任
に
闘
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
．．．．．．．．． 

9

・・一
二

市
長
の
消
防
服
制
等
に
脳
す
る
規
則
…
．．．．．．． 

【目

次
】

厳
島
市
職
員
公
務
災
害
補
償
條
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
九
日

廣

島

市

長

濱

廣
島
市
規
則
第
六
十
六
琥

廣
島
市
職
貝
公
務
災
害
補
償
條
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

廣
島
市
職
只
公
務
災
沓
補
償
條
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
十

一
月
一
日
規
則
第
五
十
七
読
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
條
中
第
二
競
を
第
一
＿
＿
翌
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
、
第
一

認

の

次

に

次

の

一

勁

を

加

え

る

。

．

二

水

逍

局

別
紙
（
立
入
桧
査
証
）
中
「
公
平
委
只
合
又
は
」
及
び
「
命
査
又

は
」
を
削
る
。

附
．
．．
則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
一

H
か
ら
施
行
ナ
る
，
0

但
し

別
紙
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
七
年
六
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。
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麿
市
獅
生
事
務
委
任
に
隠
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
―

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

．

―

．

[．

昭
和
二
十
七
年
九
月
―
―
―
十
日

廣
島
市
長

廣
島
市
規
則
第
六
十
七
槻

I
 

巖
島
市
梅
生
事
務
委
任
に
闘
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
ず
る

規
則

厳
島
市
衝
生
事
務
委
任
に
闊
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
9
.
.
，

一
日
廣
烏
市
規
則
第
五
十
三
認
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
＇
』
．

る。
笹
一
條
第
三
勁
⇔
．
中
「
（
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
製
造
業
と
合
む
。
）
」
を

削
り
．
同
條
第
十
八
疵
か
ら
第
二
十
眺
ま
で
中
「
理
容
師
法
」
を
「
理

．
．．

容
師
英
容
師
法
」
に
改
め
る
。

同

條

第

二

十

駿

の

次

に

次

の

一

馳

を

加

え

る

。

'

[

:

,

．

二
十
の
二
理
容
師
美
容
師
法
第
十
四
條
の
規
定
に
よ
る
閉
鋭
命
．
＼

令
に
隅
す
る
こ
と
。

同
條
第
二
十
二
競
中
「
あ
ん
摩
、
は
り
、
さ
ゆ
う
、
柔
泣
整
復
等
，
ロ

密
業
法
」
と
「
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
さ
ゆ

5
師
及
び
柔
迎
盛
復
師
，

法

」

に

改

め

、

同

勁

の

次

に

次

の

一

撃

を

加

え

る

。

・

9

●
'
二
十
二
の
二
あ
ん
摩
師
、
は
り
師
、
．
さ
ゆ
う
師
及
び
柔
泣
整
復
？」

師
法
第
十
一
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
虞
分
に
限
ナ
る
こ
ん

と。

同
條
第
二
十
四
勁
か
ら
節
二
十
九
盟
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、

る
。
．
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二
十
四
結
藝
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法
（
昭
和
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六
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d
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（
時
間
午
後

1

時
よ
リ
午
後
四
時
ま
で
）

2
那

容

師

・

美

容

師

．

理

ツ

反

検

究

揚

．

．

澗

接

撮

影

一

｀

｀

'所 I容

検

師診

一

楊

荷

• 

”
 

II 

日日 H

性
者
に
はB
.
c
•
G

．
接
稲
を
行
い
、
陽
性
者
に
は
間
接
撮
彩
を

行
う
。

二
、
期
．

、41,：ト
日

自
昭
和
二
十
七
呼
九
月
二
十
九
日

至

昭

和

二

十

七

十

二

月

十

日
揚

• キ`
．
 9

，

ヽ

・
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反ッ 揚

月 月
ベ 結

：ニニニ ニニニ
9 月應ル核所

八四三 二十十十二十十十十十四十十十十九七二検
ク患．

七六五十九八三ニー 八三一四
J 者

H 日 L1 日日日日日日日日日日日日日日日日日日
査 ン 家

族

I/ I/ I/ -f-I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ 十 I/ I/ I/ I/ I/ I/ 十
二~―::__' 問Bッ

月 月 ・

ニニニニニ ニニ． 3

月接9反

十六五四—r- + + -［一十二十十十六三十—f•••-r- 十＇九四撮G卯J
九八七ニー十五四三 十五 三六 ＿ 接

日 日 日 日 日 ・ 日 日 日 H 日日日日 H 日日日日 影菰定

: 

保 比 袋千中織白厳三舟誤己雄皆宇大段仁・尾宵牛
沿
山町田島町 1み漱篠入音斐津箕品河原保長崎田

健`
I/ f/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/ I/..I/ I/ 

”
 

所

r.`・ 
.,-、‘̀’

と● i r-
所

i ―、

＇ 
l 

・;'' 

廣
島
市
告
示
第
九
十
六
桃

昭
和
一
．
一
十
七
年
九
月
二
十
七
日

．
．
 

廣

島

市

長

泊

公

変

中

止

公

告

．

市
庶
滞
納
虞
分
に
因
り
九
月
二
十
七

H
午
前
十
時
左
記
の
者
に
到

す
る
不
動
産
の
公
究
宜
施
は
、
都
合
に
よ
り
中
止
す
る
。

已．
コ
日
い

厳
島
市
舟
入
川
口
町
五
八
ー
将
地

滞

納

者

有

限

含

祉

佐

伯

製

材

廣
島
市
舟
入
川
口
町
字
拾
壺
の
割
．
五
百
八
拾
笠
芥
地

．
家
限
将
邸
同
町
．
茸
百
将
の
武

一
、
木
造
扮
咋
平
展
建
築
製
材
工
場
笠
棟
建
坪
百
参
拾
五
坪

附

局

木

造

扮

咋

平

朕

廷

介

庫

翌

棟

四

拾

五

坪

腋
凡
市
舟
入
川
口
町
字
拾
七
の
制
五
百
八
拾
森
将
地

家

殷

将

裁

同

町

五

百

香

の

参

・

一
、
木
造
粉
砕
平
展
建
，
＇
居
宅
．
在
棟
廷
坪
六
坪
．

附

凪

木

造

扮

荘

平

限

建

．

居

宅

安

棟

建

坪

八

坪

井・

（
時
間
午
前
九
時
よ
り
午
後
一
＿
一
時
ま
で
）

信

9. 
所

+ I/ I/ I/ -[-- 問ツ I/ I/ f/ ．十` ブL

一月
接反

月月
月ー一 . -
五 十十十八｀ 撮検 •十二十六十

九二五 美 七十三 九
日日日日日 況即禾．J:l.. 日日日、日日

保宇己束，保
揚

保己宇，保束
硲品tli斐/Jヽ 狩 健 斐Ij、品出 齊

所張］所學狡堺察・ 所 容 所學狡張所 署察

｀ r し｀‘→ ‘`  ̀ と'-i- 寸→
検 1 寸--

-f-
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見 月 月 月
十 寸→

一［一
＇九 診 十ヒ

師日 日 日 日

畠所 ， '場． [ 

＇ 
所

fで-9 年 -．戸“—一誓’ ーデ醐曖堕
ン9--― ＿知： ＿璽塁

□ /  殊る十
報を o

0 消のと

榮こ八
告第急
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日

市

長

章

F

F

t
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9
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9
,
.
9
9
,

＇
,
9
ー
'
,
'
,
'
,
．
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ヽ

し
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市袖

長

; ＾ 

弁
地・

城

、{• 

←――ー・ ・

・-メ

‘̀ !“ A
J
 

｀
 

-• 

___ ＿
●
一

仁
頃
長
章
、
袖
章
及
び
帽
子
巻
か
い
は
ー
次
表
に
•
よ
↓
る
。

疇
に
市
長
、
下
部
に
廣
島
市
と
記
し
た
金

産
暑
ぢ
も
の
を
左
肋
部
に
つ
け
る
。
‘

晨
及
び
寸
法
は
＇
、
別
岡
日
の
通
り
と

{
j

享
る。喜

〗
〗
》

□

2 第
こ 定二つ も三
の を十い前の

二

規 準六て項と
條二閾 I 

則 用年はのす市
跳す前

は附す十‘規’る
ゞる競

、 ．る月厳万起． o
長別規に

公°
の表則定

布則
ー島に 制の
日市ょ ＾め

の

日
廣 消 り '

服規昭る

島防支
‘定和も

か
制を二の

ら
市吏給 帽準十の

施
規員し 等用六外

行
則 給 た のす年は

す
第奥制 支る九‘
五品服 ”~ 0 

る
,rn 

十及‘
月廣

。 は一島
二び制 ‘ 
馳貸詔

日市
必

シ奥等 要
廣消

別 品 の
島防

表規着
に市吏

第則用
應規員
じ 則の

ニ＾期て
の 昭 限 行

第服

規和に
四制l

う 十に

炭
島
市
告
示
第
九
十
七
琥

建
築
基
準
法
第
五
十
四
條
に
茄
を
、
左
記
と
お
り
公
開
に
＇
よ
．
る
顧

゜

聞
を
行
う

昭
和
二
十
七
午
九
月
三
十
日

熙
品
市
長

’ 

ヽ
｀
鼻
●

，・
• r I.'、、 c● 

昭
和
二
十
七
年
十
月
―
―
一
日
午
前
十
時

痰
島
市
底
含
丙
拳
員
悌
二
控
室

殿
島
市
東
碑
音
町
二
丁
目
二
六
ニ

石

田

正

炭
島
市
束
猿
音
町
＿
一
丁
目
二
六
―
―
ノ
一

製
材
工
揚
（
新
築
）
木
造
平
展
家
建
延
一
八
四
、

C

八
平
方
米

住
居
地
城

廣
島
市
告
示
第
九
十
八
挑

狂
犬
病
豫
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
祁
第
一
．
一
百
四
十
七
製
）
に
よ
＂

る
昭
和
二
十
七
年
度
畜
犬
登
録
及
び
定
期
狂
犬
病
珠
防
注
射
（
後
期

分
）
を
左
記
の
通
り
宜
施
す
る
か
ら
所
定
の
期
間
内
に
吝
犬
登
録
及

び
豫
防
注
射
を
受
け
ら
れ
た
い
。

な
お
登
録
を
受
け
ず
、
若
し
く
は
鑑
札
を
付
け
て
い
な
い
犬
又
は
‘

豫
防
注
射
と
受
け
ず
、
若
し
く
は
注
射
済
栗
を
つ
け
て
い
な
い
犬
は
,
'

捕
狼
さ
れ
そ
の
飼
主
は
法
第
二
十
七
條
の
規
定
に
よ
り
三
寓
闘
以
下
．

の
罰
金
に
虞
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
0

'

，、

9

.

.

，
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
．
，

應
島
市
長
餡

已

＇ 

-
．
、
蓄
犬
登
録
の
宜
施

＇ 
ヽ

演

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
六
日

艇

島

市

長

泊

木

造

紛

咋

平

展

建

倉

庫

壺

棟

建

坪

四

拾

八

坪

．

木
造
粉
究
平
犀
建
倉
庫
笠
棟
建
坪
六
拾
参
坪
．
し
＿
．

木
造
瓦
究
平
展
建
事
務
所
壺
棟
、
建
坪
参
拾
罪
．
〈
合

右
不
動
産
及
び
工
場
抵
賞
法
第
三
條
に
よ
る
提
出
目
録
記
載
の
槻

械
器
具

●
-
1

・
・
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●
●
-
―
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健法-=-
に

康＾ぷ
診昭第
膀、和
及二

九

、び十 十
定六在
期年・サ虎
外法
豫律

蒻第
痰九
稲十
を六
左眺
記シ

のの
通規
り定、
施に

行基
・量●● 9● -

f9..．．~ 1..• • •.‘` . . ． 
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已

＇ 

一
、
診
断
及
び
接
菰
を
受
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

壁
盟
箸
家
族
、
理
容
師
、
美
容
師

但
し
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
胞
検
査
委
施
し
、
険
性
者
及
び
漿
励

井

信
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．炭

昭
和
二
十
七
年
十
月
十
七
日
午
前
十
時

廣

島

市

國

泰

寺

町

三

九

将

地

ー

、
痰
島
市
底
合
内
第
二
謡
員
控
室
（
三
階
）

三
、
申
諮
者
住
脈
血
島
市
西
猥
―
音
町
二
丁
目
三
四
一
帯
地

四
‘
串
諮
者
氏
名
小
田
助
ー
一
一
郎

五
、
建
築
場
所
廣
島
市
束
諷
音
町
二
丁
目
二
六
二
帯
地

六
、
用
途
漑
要
靴
下
製
造
作
業
場
、
一
六
五
平
方
米
、
動
力
五

馬
力
、
住
居
地
城

◎
教
育
委
員
會
規
則

廣
島
市
敬
育
委
員
合
會
諮
規
則
の
一
部
と
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

．
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
日

廣
島
市
欧
育
委
貝
舎

副

委

員

長

本

田

炭

市

敦

委

規

則

第

二

琥

日
炭
烏
市
敬
育
委
員
含
舎
臨
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

゜
2

廣
島
市
敬
育
委
釦
會
會
諮
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
一
日
廣

月

、．

〇
市
敬
委
規
則
第
一
認
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

ー年
第
一
l
l
十
七
條
中
「
委
員
長
が
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
さ
る
。
」

、’~
、

2
7
ど
「
次
回
の
委
員
合
（
緻
殺
し
、
な
お
、
談
決
に
至
ら
な
い
楊
合
は

．；げ
和

•
口
＇
、

後
合
に
絨
綴
し
な
い
。
」
に
改
め
る
。
．

召

、

、

第
四
十
四
條
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
9
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記
の井 t 

と - H 

i.:『I.
滋

井

兌 信
｀

作

第
四
十
四
條
含
蹄
録
に
は
、
移
密
會
の
諮
事
及
び
委
員
長
が
取
消

し

を

命

じ

た

浚

言

は

記

載

し

な

い

。

．

第
四
十
七
條
中
「
そ
の
探
婢
を
」
を
「
そ
の
採
棚
の
可
否
及
び
こ

れ
に
伴
｀
？
虞
理
に
つ
い
て
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
條
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
條
＇
削
除

り

t
 

開

月

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

廣
島
市
敬
育
委
員
令
事
務
局
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十

H

廣
島
市
欧
育
委
員
會

、

副

委

員

長

本

田

亮

作

廣

市

数

委

規

則

第

一

二

統

痰
島
市
敦
育
委
貝
會
事
務
局
事
務
分
掌
規
削
の
一
部
を

．

，
改
正
す
る
規
則

股
島
市
数
育
委
員
會
事
務
局
事
紡
分
掌
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
一
'

月
二
十
日
脱
市
欲
委
規
則
第
八
競
）
の
一
部
を
次
の
よ
｀
う
に
改
正
ナ

る。
笹
一
條
中
「
綿
務
課
庶
務
係
」
の
事
務
分
掌
の
第
一
＿
＿
疵
を
衣
の
よ

う
に
改
め
る
。

三
祁
務
局
及
び
罪
按
そ
の
他
の
敬
育
楼
隣
の
職
員
（
狡
長
及
び

欧
員
を
除
く
）
及
び
斑
託
の
分
限
、
懲
戎
、
服
務
そ
の
他
の
人

・

．

痰

島

市

敬

育

委

員

會

事

務

決

裁

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

．

9

事
並
び
に
出
張
に
梱
す
る
こ
と
。
．

こ
こ
に
公
布
す
る
。

．

．
 

同
條
中
「
穂
務
課
調
査
統
計
係
」
の
事
務
分
掌
の
第
五
盟
の
衣
に

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
f
H

i

.,"

次

の

二

撃

を

加

え

る

。

‘

．

殷

島

市

数

育

委

員

合

六
兒
流
及
び
生
徒
の
就
學
，
入
學
及
び
轄
學
に
腺
す
る
こ
と

．

副

委

員

長

本

田

亮

．

作

'[

'

七

通

學

阪

城

に

梱

す

る

こ

と

・

、

．，

同
條
中
「
線
務
諜
昴
祁
係
」
の
事
務
分
掌
の
第
一
琥
及
び
第
二
眺
廣
市
教
委
規
則
第
四
挑

廣
島
市
欲
育
委
負
會
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
．

i

．t

.

を
削
り
、
第
一
芸
認
を
第
一
競
と
し
、
以
下
順
次
繰
上
げ
、
第
一
＿
錦
中

「
そ
の
他
数
育
槻
開
の
職
員
（
展
貝
、
班
託
を
除
く
）
」
を
削
P
、
「
校

．． 
す
る
規
則
．
．
．
，

長
」
の
下
に
「
及
び
」
を
「
天
の
他
の
人
事
J

．
の
下
に
「
並
び
に
出
廣
島
市
数
育
委
員
含
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
二
十
．
五
年
，十
二
月
・
十
・
し
，＂

き
そ
れ
ぞ
れ
加
え
，
第
九
撃
の
次
に
次
の
一
鰊
を
加
え
る
。
四
日
数
育
委
員
會
規
則
第
五
螂
）
＇，
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
．
正
す
●

｀

張
」

‘‘
..

'

 
•• 

、 ‘
,
．
，.
.
'
.
.

9

ー
ー
[
I
'

，

．

□

〗
．
J・

・

・
パ
●
、
［
五
．9，r
,

．．
9
‘

'

，
...

．7-斗，
n-

,
;
（
＇
ー

t
1

し
‘
ー
，

I
I，
9
1
,．‘
ぃ
f
:

＇
’
•石
；
卜

叫

i

丼
．`

ぃ’ ,

1
3‘
,9
―
ー'
i'
I
J
1
i
'

も

1
,．y
P
ぷ
も
・
ふ
ゴ
ト

．l
i
'
r'
t
1
1ー
ー
ド
l
.
J
I
'
1
,
＇

r
ぃ

不

'‘, 

．柔ー
—+ 
H 日

一

火 P

已

＇ 

＇
株
式
含
社
廣
島
銀
行

II 

”・
 

中天淵段

島滞踪原

小IJ、四巾

學學靡學

絞 絞 寺 狡

II 

十
八
日

± 

II 

”
 十七
H

命

II 

”
 十
六

H

木

“ 

.... 

II 

十
五
日

オ＜

“
 

已

＇ 

食
品
梅
生
監
説
員
の
証

~

~
 

廣

島

市

告

示

第

百

挑

市

金

庫

指

定

告

示

廣

島

市

諮

會

贔

誓

細

て

、

農

市

金

事

左
記
の
並
り
定
め
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
、
一
日

’
 

廣
島
市
長

II 

十
四
日

火

”
 

II 

+ + 
三—
H 日日
― ― -

月七金

”~ 

繹

知

緑

竺

鱗

餌
鰻
％
贔
鱈

尾

長

小

學

絞

東

秘

察

署

廂

入

病

院

吉

凡

沓

年

會

館

一荒

肺

小

學

校

大
須
賀
磁
泄
病
院

皆

従

小

．

學

狡

” 

宇

品

出

張

所

”
 

炭

島

市

告

示

第

九

十

九

琥

左
記
の
証
票
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
六
日

以
後
無
疫
と
す
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日

殷
島
市
長

II 

十

” 

＂ 
九

日
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演

井

務
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扱
う
者
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第
四
十
細

宵
山

ー

1

済

井

益
雄
蛉
失
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た
の
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2
手
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済
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付
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規 加管を故條こュ、中 社ぅ中課學衣設‘中中兒
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の 故 同 は 課 及に課 の 課す借を督殴設理の
日 が條‘長，び衣文 建 成 る に 加 緑 低 係 係 管
か • • あ第課が ＇ 民の化 設 人こ隔え保← ← ←理
ら 、るここの'- f町一係 並 欧 と す る 全 の の を に
施． と項配の の細 L. び 育 る°の下事削闊
行 き中列下 二をの に 係 こ 計 に 務 る す
す は-,順にネ加事設し、と粛→分°る＇
る• ‘係位-,スえ務骰の 及管掌こ
° 上長に代・コる分及事 び 理 中 と

席がよ理活°掌び務 ‘武← → 
のヒりし 動 の 管．分 ．施を欧
係の他‘の第理掌 ' '-加巴
長下の主，助七にの にえ
がに課管 ・成臨 腕 が 改

、を

そ→長のにをす．六 め 第 →
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銀

行
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前
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同

，

向

洋

支

店

同

大

河

支

店

同

、

仁

保

支

店

同

，

子

品

支

店

同

＇

皆

淀

町

支

店

同

中

央

市

整

支

店

向

同

．

廂

入

支

店

同

同

草

津

支

店

同

同

己

斐

支

店

同

同

猫

屎

町

支

店

同

同

横

川

支

店

同

阿

銀

山
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支

店

同

同

大

手

町

支

店

同

段

原

支

店

同
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炭

島

市

告

示

第

百

二

掘

昭

和

二

十

七

年

度

市

民

庶

第

二

喜

嚢

、

市

内

靡

菜

夏

子
、

地
方
税
‘

外一

I'"
l
o
八
件
住
所
不
明
の
た
め
登
逹
不
能
に
つ
き
、

法
第
二
十
條
並
び
に
・
市
稔
條
例
第
十
一
條
の
規
定
に
よ
り
自
十
月
4

至
十
月
．

日

L
 

二
十
二
日
の
十
四
日
間
、
公
示
す
。

ブ

索

九

月

二

十

九
9

な
お
右
公
示
分
の
督
促
指
定
期
限
、
昭
和
二
十

日
と
あ
る
4

と
、
同
年
十
月
ー
ー
十
＿
l
-
日
に
焚
更
す
る
。
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稀
嘗
課
兼
務
を
命
ず
る

昭
和
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十
七
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九
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那

永

信

蔽

中

村

藤

太
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廣
島
市
固
定
安
商
．
評
何
乖
査
委
員
含
委
員
に
選
任
す
る

事

務

吏

員

中

村

正

｀
 

願
に
よ
り
本
戦
1

竺
免
ず
る

昭
和
二
十
七
年
九
月
十
五

H
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廣
凡
市
技
術
史
員
に
任
命
す
る

技
師
に
補
す
る

十
二
扱
―
―
―
撃
給
と
給
す
る

社
會
保
捺
骰
島
市
民
病
院
内
科
部
長
を
命
ず
る

昭
和
二
十
七
年
八
月
十
一
日

事
務
史
員

井

上

良

活

，．
 

＇島•[ 
、．ユ ，．

 >．` 

．ヽ
・ヽ'.
，＇ 
．．
 
、

．
 

.
,
 -． 

報

9

,
 

・

J

'

,

 

．

．

 

1
 

冨
•
,"．、...、'

`
‘
、
]

，ぃ

，’

•• 

,
．
市

•
, 

｀
 

．
 

河

野・

義

夫

◎
僻

ム
TJ 

審
理
期
日

審
理
場
所

戒

.,・
 

。

1

1

名
・
'L•. 

＇1.,.̀
.4:..
,．
4
 

・ィJ?:＇，

．． 
・`・
'
,
,
t
l
;
'•• 

'
`
;
 
•..•. 

＇,.4,‘ 

し

、

9

C

ッ

．

＇

‘

f

ぷ
‘3)，＇凸り；
．．
 

., 

.• 

• 

2

.
 

・ヽ

•,., 
•. 

ャ

'

、

し

9
r
i

、
サ
・
‘

.~-.
r 

.

.
 

竺
，
，
＇
疇
．
，

.，
 ヽ

[
9
.

9

9

 

＇，
 `

 

・',9. 

｀
 

．
 -. 

一、
9

9

 

ヽ1
"
,
.
 

—•

,9 

'

,

；

.

,

 

ヽ

）
 

9

,

 

跳

9

,
 

‘、9

"

 ヽ

.

.

 

＇ 

8
 

と

',.
‘
.
7

、
'

第

.
、
,
‘

:》
4
.

，

＇， 
，
 
．
 

，
 

廣
島
市
公
平
委
員
會
告
示
第
二
咽
軍
。

賭

求

者

蒜

澤

倣

次

度

分

者

痰

烏

市

選

罪

管

理

委

員

會

．
．
右
常
事
者
間
の
昭
和
二
十
七
年
廣
公
平
委
不
第
一
戟
強
制
に
よ
る

依
願
退
職
虞
分
に
第
す
る
審
査
諮
求
姻
件
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
公

開
口
頭
審
理
を
行
ら
0

.

昭
和
二
十
七
年
十
月
十
日

厳

島

市

公

平

委

員

會

委

員

畏

田

坂

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
四
日
午
前
十
時
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島
市
公
平
委
員
含
室

◎
公
平
委
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會
告
示

9,• 

ヽ

A

[

 

＇` 

,','，＇, 

t, n
、

” II II II 

誰卓

＂ ”
 

””
 II "
 

If If I/ 
噸

＂ "
 
＂ 

洋数生

＂ “
 
”
 
”
 
”
 

河石檜八 rl（中大 l'9 松宵井國浪渡砂油消木•本坂吉古

艇
島
市
事
務
吏
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に
任
命
す
る

主
事
に
捕
す
る

九
級
六
撃
給
を
給
す
る

．
 

．
 祉

含
保
阪
廣
島
市
民
病
院
會
計
課
輝
理
係
長
を
命
ず
る

昭
和
二
十
七
年
十
月
九
日事

務
吏
員

”
 

厳
島
市
環
紫
衛
生
監
親
員
キ
ス
咆
す
る

昭
和
二
十
七
年
十
月
十
日
（
各
並
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事
務
吏
員
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い
曇
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規
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中
「
代
決
」
を
「
専
決
L

に
改
め
る
。
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．
し
第
一
條
の
各
臨
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
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第

一

．

學

按

そ
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、
.
，
手昭

敬
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
の
一
般
方
針
に
雙
す
る
こ
と

敬
科
用
岡
宵
の
探
探
に
阻
す
る
こ
と

臀
委
員
含
事
務
局
（
以
下
「
事
務
局
」
と
い
う
。
）
職
貝

中
，
課
長
、
指
尊
主
事
及
び
社
會
欲
育
主
事
並
び
に
學
終
て
の

ツ
他
の
数
育
璧
開
の
長
の
任
免
そ
の
他
の
人
祁
に
雙
す
る
こ
と

五
事
務
局
及
び
學
狡
そ
の
他
の
欧
育
栂
闘
の
職
員
の
粗
織
す
る

職
貝
固
体
及
び
努
働
組
合
に
開
す
る
こ
と

六
學
繋
の
他
●
数
育
捜
閣
の
敷
地
の
設
定
及
び
蕊
夏
並
び
に

絞
念
の
他
の
建
物
の
新
築
、
移
築
、
再
築
、
変
更
等
の
計
茨

に
胴
す
る
こ
と

七
條
例
を
も
つ
て
定
め
る
事
項
に
隙
す
る
こ
と

八
委
員
合
規
期
の
制
定
又
は
改
際
に
服
す
る
こ
と

九
委
員
合
の
所
掌
に
係
る
オ
入
、
オ
出
豫
年
に
開
す
る
こ
と

十
数
育
の
目
的
の
た
め
の
基
本
財
産
及
び
旅
立
金
の
管
理
に
開

す
る
こ
と

―
―
件
＝
二
十
万

m以
上
の
工
事
以
外
の
事
業
の
施
行
に
胞
す

r
 

る
こ
と

十
ニ
ー
件
百
五
十
万
国
以
上
の
物
品
の
賭
入
及
び
修
紐
に
胞
す

る
こ
と

十
三
一
件
貨
餃
借
料
年
額
叉
は
綿
額
百
万
国
以
上
の
財
産
り
貸

奥
又
は
借
受
に
梱
す
る
こ
と

十
四
委
員
合
所
管
に
係
る
見
稲
賀
格
百
万
田
以
上
の
財
旅
の
虞

分
に
胞
す
る
こ
と
．

十
茸
詰
願
、
訴
訟
及
び
異
議
申
立
に
雙
す
る
こ
と

十
六
並
學
霞
城
の
設
定
及
び
変
更
に
腸
す
る
こ
と

十
七
他
の
教
育
委
員
合
と
の
協
霰
合
に
梱
す
る
こ
と

十
八
そ
の
他
特
に
祖
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

第
二
條
第
六
繊
中
「
及
び
そ
の
宜
施
」
を
制
り
、
第
六
讐
昏

次
の
一
撃
を
加
え
、
第
七
競
を
第
八
読
と
し
、
以
下
順
次
繰
下
げ
、

四三二

と

ぷん

吉雄 剛
出 I

ーA““ 
., 

作

廣
市
数
委
規
則
第
五
挑

府
島
市
立
學
校
授
業
料
減
免
規
則

（

目

的

）

．

第
一
條
こ
の
規
則
は
｀
炭
島
市
立
學
校
授
莱
料
並
び
に
入
學
老
査

料
條
例
（
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
條
例
第
五
十
八
馳
以

下
「
條
例
」
と
い
う
。
）
第
五
條
の
規
定
に
基
き
｀
市
立
學
狡
投
業

料
減
免
の
取
扱
い
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
授
業
料
の
免
除
）

璽
條
授
業
料
の
免
除
を
受
け
ら
れ
る
者
の
悲
準
を
左
の
通

l
と

す
る
。
但
し
、
本
人
の
學
業
成
績
が
良
好
で
な
い
と
含
、
そ
の
他

特
別
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
休
學
中
の
者

l
―
學
安
負
瘤
衰
任
者
が
災
寄
、
病
氣
、
失
業
等
の
た
め
生
活
困

窮
し
て
い
る
者

三
そ
の
他
特
殊
事
偕
の
あ
る
者

（

授

業

料

の

減

額

）

．

節
＝

1一
條
授
業
料
の
減
額
を
受
け
ら
れ
る
者
の
茄
準
を
麿
遥
ツ
と

す
る
。
但
し
、
減
額
の
牢
は
五
制
と
す
る
c

前
條
各
詈
一
に
該
循
す
る
が
若
干
の
負
唇
堪
え
ら
れ
る
と
認

め
ら
れ
る
者

（
減
免
の
願
Jli)

篇
四
條
授
業
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
左
の
事
項
を

具
し
、
戸
筒
膀
本
と
添
付
し
、
嘗
該
學
波
長
を
親
て
敬
育
委
員
會

に

願

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

一
減
免
を
要
す
る
具
体
的
且
つ
詳
細
な
事
由
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こ
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二

保

陵

者

の

家

庭

牧

支

調

書

ー

皐

ー

競

中

コ

貫

喜

お

い

て

議

決

し

た

」

嘉

そ

｀

ク

七

學

校

『

そ

の

他

の

敬

育

槻

賜

の

替

甕

羹

に

関

す

る

こ

と

‘

_
＿
一
塁
含
塁
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
粛
｀
’

廿

2

學
校
長
は
、
前
項
に
よ
る
願
●
を
受
理
し
た
と
き
は
、
安
産
及
'

F
R
I
J
 

．
び
家
計
の
朕
況
を
詞
査
し
た
上
、
詳
親
な
意
見
掛
及
び
本
人
の
成

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

應
島
市
立
學
按
授
業
料
減
免
規
則
き
:
こ
炉
公
布
す
ぎ
。
縦
証
明
瞥
、
出
席
朕
況
調
査
讐
附
し
て
進
逹
し
な
け
れ
ば
な
ら
＇
、

な
い
。

昭
和
二
十
七
年
九
月
二
十
日

3

休
學
中
の
者
が
授
業
料
の
兎
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
・
は
、

廣
島
市
数
育
委
員
會

副

委

員

長

本

田

前

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

常

該

學

狡

長

の

証

朋

粛

き

添

え

て
、
願
出
る
も
の
と
す
る
。

（
減
免
の
停
止
又
は
変
更
）

竪
ュ
●
授
業
料
の
減
免
を
受
け
て
い
る
者
が
事
偕
の
褻
更
に
よ
り

そ
の
必
要
が
消
滅
し
た
と
汽
又
は
そ
の
綾
更
を
必
要
と
す
る
と

き
は
、
學
按
長
を
舘
て
す
み
や
か
に
敬
育
委
貝
會
に
届
出
な
け
れ
，

ば
な
ら
な
い
。

2

學
狡
長
は
●
前
項
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
事
箭
を

、
調
査
し
、
意
見
許
を
附
し
て
進
逹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．
．

（
結
果
の
通
知
）

第
六
條
敬
育
委
貝
合
は
、
第
四
條
叉
は
前
條
の
書
類
を
受
理
し
た

と
き
は
、
こ
れ
岳
乖
査
し
，
＇
そ
の
結
果
を
賞
該
學
按
長
を
輝
て
本

人
に
通
知
す
る
。

（
減
免
等
の
効
果
）

第
七
條
授
業
料
の
減
免
又
は
滅
免
の
停
止
若
し
く
は
競
延
は
、

出

を

受

理

し

た

月

か

ら

究

施

す

る

。

．

2

授
業
料
減
免
の
有
効
期
間
は
、
賞
該
年
度
内
と
す
る
。
．

（
授
業
料
の
追
徴
）

策
八
條
不
賞
に
授
業
料
の
減
免
を
受
け
た
者
に
到
し
て
は
、
こ
れ

を
取
消
し
、
減
免
し
た
授
業
料
を
追
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
＂

（
雑
則
）

第
九
條
こ
の
規
則
の
究
施
に
楓
し
必
翌
な
事
項
は
、
欧
育
長
が
定

め
る
。
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